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基準の性格 

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要

な最低限度の基準を定めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、

常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき

基準等を満たさない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受

けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、①相当の期

間を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わなかっ

たときは、事業者名、勧告に至 った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期

間を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものである

こと。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公表

しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消

すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部

の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場

合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただ

し、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものと

して、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止

することができるものであること。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反し

たとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払

を適正に受けなかったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事 

業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上

の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介するこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を収受したとき 

 ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

 ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致

することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準

違反に対しては、厳正に対応すべきであること。 
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１．基本方針  

◎指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共

同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

 

◎指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者

は、共同生活住居において共同生活を送ることに支障があると考えられることから、指定認

知症対応型共同生活介護の対象とはならないものである。 

 

認知症対応型共同生活介護の定義 

【介護保険法（抄）】 

第８条 

20 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であ

るもの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）について、そ

の共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことをいう。 

 

第８条の２ 

15 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者（厚生労働

省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。）であって認知症である

もの（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）について、その

共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 

 

基準条例 解釈通知 

 

 

（認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第９条 指定地域密着型サービスに該当する認知

症対応型共同生活介護（以下「指定認知症対応

型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者

であって認知症であるものについて、共同生活

住居（法第８条第20項に規定する共同生活を営

むべき住居をいう。以下同じ。）において、家庭

的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者が有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るようにするものでなければならない。 

 

第３ 地域密着型サービス  

五 認知症対応型共同生活介護 

１ 基本方針 

  認知症対応型共同生活介護は、認知症高齢者

が家庭的な環境と地域住民との交流の下、住み

慣れた環境での生活を継続できるようにするこ

とを目指すものである。 

  指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、

法第８条第20項の規定に規定されるとおり、認

知症の原因となる疾患が急性の状態にある者

は、共同生活住居において共同生活を送ること

に支障があると考えられることから、指定認知

症対応型共同生活介護の対象とはならないもの

である。 

  

（介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第６条 指定地域密着型介護予防サービスに該当

する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業

は、その認知症である利用者が可能な限り共同

生活住居（法第８条の２第15項に規定する共同

生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）におい

て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用

者の心身の維持回復を図り、もって利用者の生
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活機能の維持又は向上を目指すものでなければ

ならない。 

 

基準省令：「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 18年３月 14日厚生労

働省令第 34号） 

基準条例：「隠岐広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する条例」（平成 25年２

月８日隠岐広域連合条例第２号） 

「隠岐広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」（平

成 25年２月８日隠岐広域連合条例第３号） 

基準規則：「隠岐広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」

（平成 25年３月 28日隠岐広域連合規則第４号） 

「隠岐広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」（平

成 25年３月 28日規則第５号） 

解釈通知：「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」（平成 18

年３月 31日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004号・老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計

画・振興・老人保健課長連名通知） 
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２．人員基準   

必 要 な 職 種 資 格 要 件 配 置 要 件 

代 表 者 ・特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等として、認知症であ

る者の介護に従事した経験を有す

る者又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの提供を行う事業

の経営に携わった経験を有するも

のであって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているもの 

 

管 理 者 

 

・特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター、介護老人保健施設、

介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等として、３年以上認

知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了して

いるもの 

・常勤専従であること（同一敷地内の

場合は、管理業務に支障のない範

囲で他事業所等と兼務可） 

計画作成担当者 ・介護支援専門員（１人以上） 

・保険医療サービス又は福祉サービ

スの利用に係る計画の作成に関し

知識及び経験を有するものであっ

て、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているもの 

・介護支援専門員でない計画作成担

当者は、特別養護老人ホームの生

活相談員や介護老人保健施設の支

援相談員その他の認知症である者

の介護サービスに係る計画の作成

に関し実務経験を有すると認めら

れるもの 

・事業所ごとに配置 

２人以上の計画作成担当者を配置

する場合、いずれか１人が介護支

援専門員の資格を有していれば足

りる（全員が研修修了者であるこ

とは必要） 

・介護支援専門員は、介護支援専門員

でない他の計画作成担当者の業務

を監督する。 

・併設する指定小規模多機能型居宅

介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の介護支援

専門員との連携を図ることにより

当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所の効果的な運営を期待す

ることができる場合であって、利

用者の処遇に支障がないときは、

介護支援専門員を置かないことが

できる。 
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介 護 従 業 者 ・認知症の介護等に対する知識、経験

を有するもの 

・夜間及び深夜の時間帯以外の時間

帯は、共同生活住居ごとに常勤換

算方法で、利用者の数が３又はそ

の端数を増すごとに１人以上の配

置（うち１人以上は常勤） 

・夜間及び深夜の時間帯は、１人の介

護従業者に夜間及び深夜の勤務行

わせるために必要な数以上の配置

（うち１人以上は常勤） 

・指定認知症対応型共同生活介護事

業所に、小規模多機能型居宅介護

事業所、看護小規模多機能型居宅

介護事業所を併設する場合におい

て、員数を満たす介護従業者を置

くほか、小規模多機能型居宅介護

事業所の人員に関する基準を満た

す指定小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているとき又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所

の人員に関する基準を満たす看護

小規模多機能型居宅介護従業者を

置いているときは、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所又は指

定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の職務に従事することができ

る。 

 

厚生労働大臣が定める研修 

『代表者』 

１．研修 

 「認知症対応型サービス事業開設者研修」 

２．みなし措置 

 次の研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなす。 

 ア 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修 

 イ 基礎課程又は専門研修 

 ウ 認知症介護指導者研修 

 エ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修 

 

『管理者』 

１．研修 

 「認知症対応型サービス事業管理者研修」 

２．みなし措置 

 次のア及びイの研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなす。 

 ア 平成 18 年３月 31 日までに実践者研修又は基礎課程を修了した者であって、平成 18

年３月 31 日に、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者。 

 イ 認知症高齢者グループホーム管理者研修 
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『計画作成担当者』 

１．研修 

 「実践者研修」又は「基礎課程」 

 

人員基準関係の用語 

「常勤」 

・当該事業所における勤務時間が、就業規則等で定められている常勤の従事者が勤務すべき

時間数に達していることをいう。 

・同一の事業者によって併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的

に行われることが差し支えない場合は、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務

すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たす。 

※常勤の従業者の勤務時間数（32 時間未満の場合は 32時間を基本） 

就業規則がある場合→就業規則に定められている常勤の従業者の勤務時間数 

就業規則がない場合→常勤の従業者の雇用契約書等に記載された勤務時間数 

※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する所

定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制

が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時

間として取り扱うことができる 

※常勤・非常勤の区別は、勤務時間数によるものであって、正社員・パートかどうかで区

別するものではない 

 

「専ら従事する（専従）」 

・原則として、当該従業者の当該事業所における勤務時間を通じて、当該サービス以外の職

務に従事しないことをいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

「常勤換算方法」 

・当該事業所の従業者の員数を、常勤の従業者の員数に換算する方法である。 

 

常勤換算数 ＝ 

（小数点第２位以下を切捨て） 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数  

当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数  

・勤務延時間数には、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間のみを算

入すること 

 

「前年度の平均値」 

・当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31日をもって終わる年度）の平均を

用いること。 

 

 

 

・新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設においては、新設又

は増床分のベッドに関しては、前年度において一年未満の実績しかない場合（前年度の実

績が全くない場合を含む。）の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、ベ

ッド数の 90％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近

の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時

点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者等の延数を１年間の日

数で除して得た数とする。 

・減床の場合は、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の利用者数等の延数を延日数

で除して得た数とする。 

 

前年度の平均値 

（小数点第２位以下を切上げ） 

前年度の全利用者の延数  

前年度の日数  
＝ 



認知症対応型共同生活介護 8 

基準規則 解釈通知 

   第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第104条 条例第９条に規定する指定地域密着型

サービスに該当する認知症対応型共同生活介護

（以下「指定認知症対応型共同生活介護」とい

う。）の事業を行う者（以下「指定認知症対応型

共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定認知症対応型共同生活介

護事業所」という。）ごとに置くべき指定認知症

対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以

下「介護従業者」という。）の員数は、当該事業

所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共

同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤

換算方法で、当該共同生活住居の利用者（当該

指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者（指定

地域密着型介護予防サービス基準規則第67条第

１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介

護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活

介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第６条に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定認知症

対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第

107条において同じ。）の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の

時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び

深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる

勤務（宿直勤務を除く。）をいう。以下この項に

おいて同じ。）を行わせるために必要な数以上と

する。ただし、当該指定認知症対応型共同生活

介護事業所の有する共同生活住居の数が３であ

る場合において、当該共同生活住居がすべて同

一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利

用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが

可能な構造である場合であって、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業者による安全対策が

講じられ、利用者の安全性が確保されていると

認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指

定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置く

べき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間

帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務を行わせるために必要な数以上とするこ

とができる。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数に

よる。 

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常

勤でなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指

定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所が併設されてい

２ 人員に関する基準 

⑴ 従業者の員数等（基準規則第104条当等） 

① サテライト型認知症対応型共同生活介護事

業所の実施要件基準第90条第９項の規定によ

るサテライト型認知症対応型共同生活介護事

業所（以下、この号において「サテライト事業

所」という。）の実施に当たっては、次の要件を

満たす必要があること。 

イ サテライト型認知症対応型共同生活介護

事業所に係る指定認知症対応型共同生活介

護事業者は、指定居宅サービス事業等その他

の保健医療又は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有するものである必要が

あるが、この場合、指定認知症対応型共同生

活介護以外の事業の経験についても当該経

験に算入できることに留意すること。また、

「３年以上の経験」については、当該指定日

において満たしている必要があり、休止等、

事業を運営していない期間は除いて計算す

ること。 

ロ サテライト事業所は、本体事業所（指定認

知症対応型共同生活介護事業所であって、当

該事業所に対する支援機能を有する事業所

をいう。以下、この五において同じ。）を有す

る必要があるが、ここでいう「支援機能を有

する事業所」については、当該本体事業所が

次のいずれかに該当することを指すもので

あること。 

ａ 事業開始以降１年以上本体事業所として

の実績を有すること 

ｂ 当該本体事業所の共同生活住居の利用者

の合計数が、当該本体事業所の共同生活住居

において定められた入居定員の合計数の100

分の70を超えたことがあること 

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接

な連携を確保しつつ、運営するものであるた

め、次に掲げる要件をいずれも満たす必要が

あること。したがって、本体事業所に対する

サテライト事業所の共同生活住居の数及び

設置可能な箇所数は、表のとおりとなる。 

ａ 本体事業所とサテライト事業所の距離

は、自動車等による移動に要する時間が概

ね20 分以内の近距離であること。 

ｂ サテライト事業所の共同生活住居の合

計数が、本体事業所の共同生活住居の数を

上回らないこと。 

ｃ 本体事業所とサテライト事業所の共同

生活住居の数の合計は、最大４までとする

こと。 

【本体事業所の共同生活住居数とサテライト事

業所の共同生活住居の数及び箇所数の関係】 

本体事業

所 
サテライト事業所 

共同生活

住居数 

共同生活

住居数 

１の本体

事業所に

対して設
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る場合において、前３項に定める員数を満たす

介護従業者を置くほか、第 77条に定める指定小

規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基

準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置

いているとき又は第 181 条に定める指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基

準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者

を置いているときは、当該介護従業者は、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事

することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置可能な

サテライ

ト事業所

の個所数 

１ １ １ 

２ 
１ ２ 

２ １ 

３ １ １ 

ニ 本体事業所は、当該サテライト事業所へ駆

けつけることができる体制や適切な指示が

できる連絡体制などを確保するほか、当該本

体事業所とサテライト事業所の管理者が同

一である場合には、当該本体事業所と当該サ

テライト事業所との間において、次に掲げる

要件をいずれも満たす必要があること。 

ａ 利用申込みに係る調整、サービス提供状

況の把握、職員に対する技術指導等が一体

的に行われること。 

ｂ 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に

管理されること。また、必要な場合に随時、

本体事業所や他のサテライト事業所との相

互支援が行える体制（例えば、サテライト

事業所の従業者が急病等でサービスの提供

ができなくなった場合は、本体事業所から

急遽代替要員を派遣できるような体制）に

あること。 

ｃ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的

な対応ができる体制があること。 

ｄ 事業の目的や運営方針等について同一

の運営規程が定められること。 

ｅ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等に

よる職員管理が一元的に行われているこ

と。 

ホ 本体事業所とサテライト事業所は、同一

の日常生活圏域内に所在することが望まし

いが、隣接する市町村における指定認知症

対応型共同生活介護事業所とすることも差

し支えないものである。 

ヘ なお、市町村長は、サテライト事業所の

指定に当たっては、他の地域密着型サービ

スの指定の場合と同様、あらかじめ市町村

に設置される地域密着型サービス運営委員

会等の意見を聴き、必要があると認められ

る場合は、指定の際に条件を付す等により、

事業の適正な運営に当たっての措置を講ず

ること。 

② 介護従業者 

イ 基準規則第104条第１項から第３項に規

定する介護従業者については、利用者が認

知症を有する者であることから、認知症の

介護等に対する知識、経験を有する者であ

ることを原則とする。なお、これ以外の介

護従業者にあっても研修の機会を確保する

ことなどにより質の向上を図るものとす

る。夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの

事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応

じて、１日の活動の終了時刻から開始時刻



認知症対応型共同生活介護 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

までを基本として設定するものとし、これ

に対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の

指定認知症対応型共同生活介護の提供に必

要な介護従業者及び夜間及び深夜の勤務

（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務

（宿直勤務を除く。）をいう。以下同じ。）

を行わせるために必要な介護従業者を確保

するものとする。 

例えば、利用者を８人とし、常勤の勤務

時間を１日８時間とし、午後９時から午前

６時までを夜間及び深夜の時間帯とした場

合、午前６時から午後９時までの15時間の

間に、８時間×３人＝延べ24時間の指定認

知症対応型共同生活介護が提供され、かつ、

当該時間帯においては、常に介護従業者が

１人以上確保されていることが必要とな

る。また、午後９時から午前６時までは、

夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者（以

下「夜勤職員」という。）が１人以上確保さ

れていることが必要となる。 

ただし、３つの共同生活住居を有する指

定認知症対応型共同生活介護事業所におい

て、全ての共同生活住居が同一の階に隣接

し、介護従業者が円滑に利用者の状況把握

を行い、速やかな対応を行うことが可能と

なる構造である場合には、当該指定認知症

対応型共同生活介護事業者によって夜間の

勤務に関するマニュアルの策定や避難訓練

の実施といった安全対策が行われ、利用者

の安全性が確保されていると認められてい

る場合に限り、夜勤職員を２名以上とする

ことができる。この場合には、利用者のケ

アの質や職員の負担にも配慮すること。 

マニュアルの策定や避難訓練の実施に当

たっては、基準規則第122条において準用す

る第97条において定められた非常災害に関

する具体的な計画や訓練の実施において、

夜間及び深夜の時間帯の勤務を想定した内

容を取り扱うことで差し支えない。 

なお、事業所の判断により、人員配置基

準を満たす２名以上の夜勤職員を配置した

上で、さらに他の職員を配置する場合につ

いては、宿直体制で配置することも可能で

ある。 

宿直勤務を行う介護従業者を置く際の夜

間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、

「社会福祉施設における宿直勤務の取り扱

いについて」（昭和49年８月20日社施第160

号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連

名通知）に準じて適切に行うこと。 

  ロ 基準第104条第４項の規定は、指定小規模

多機能型居宅介護に係る第77条第６項の規

定と同趣旨であるため、第３の四の２の⑴

の②のチを参照されたい。 

    なお、指定認知症対応型共同生活介護事

業所の職務に従事する夜勤職員について

は、当該事業所に指定小規模多機能型居宅

介護事業所が併設され、以下の要件を満た
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５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指

定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保

健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る

計画の作成に関し知識及び経験を有する者であ

って認知症対応型共同生活介護計画の作成を担

当させるのに適当と認められるものを専らその

職務に従事する計画作成担当者としなければな

らない。ただし、利用者の処遇に支障がない場

合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所における他の職務に従事することができるも

のとする。 

６ 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣

が定める研修を修了している者でなければなら

ない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者

は、介護支援専門員をもって充てなければなら

ない。ただし、併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所の介護支援専門員との連携を図るこ

とにより当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場

合であって、利用者の処遇に支障がないときは、

これを置かないことができるものとする。 

８ 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員で

すほか、入居者の処遇に支障がないと認め

られる場合に限り、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の職務を兼ねることができ

る。 

（イ） 指定認知症対応型共同生活介護事業所

の定員と指定小規模多機能型居宅介護事

業所の泊まり定員の合計が９人以内であ

ること。 

（ロ） 指定認知症対応型共同生活介護事業所

と指定小規模多機能型居宅介護事業所が

同一階に隣接しており、一体的な運用が

可能な構造であること。 

 

※第３の四の２の⑴の②より 

チ 基準規則第77条第６項は、指定小規模多機能

型居宅介護事業所と同項の表の中欄に掲げる事

業所双方に、それぞれの人員に関する基準を満

たす従業者を置いているときは、従業者はそれ

ぞれの事業所の業務に従事できるものであるこ

と。従業者のうち介護職員については、「居住」

に移行してからもなじみの関係を保てるよう、

指定小規模多機能型居宅介護事業所と「居住」

の事業所は、人員としては一体のものとして、

運営することを認めたものである〔略〕。また、

看護職員については、同項の表の当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設されている場合の項の中欄

に掲げる施設等が、同一敷地内又は道路を隔て

て隣接する等、特に当該事業所の看護職員の業

務に支障がないと認められる範囲内にある場合

に、当該他の施設等の職務に従事することがで

きることとしたものである。 

 

③ 計画作成担当者 

イ 計画作成担当者は、指定認知症対応型共

同生活介護事業所に１人以上置かなければ

ならない。 

ロ 計画作成担当者を１人配置する事業所に

あっては、当該計画作成担当者は介護支援

専門員をもって充てなければならない。 

ハ 計画作成担当者を１を超えて配置する事

業所にあっては、計画作成担当者のうち少

なくとも１人は介護支援専門員をもって充

てなければならない。 

ニ 前記ハの介護支援専門員は、介護支援専

門員でない他の計画作成担当者の業務を監

督するものとする。 

ホ サテライト事業所においては、介護支援

専門員である計画作成担当者を配置せず、

実践者研修又は基礎過程を修了した者（以

下「研修等修了者」という。）を計画作成

担当者として配置することができることと

されているが、研修等修了者はサテライト

事業所の利用者に係る認知症対応型共同生

活介護計画の作成に従事するものである。 

ヘ 計画作成担当者は、介護支援専門員であ

る者及び介護支援専門員でない者のいずれ

についても、指定を受ける際（指定を受け
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ない他の計画作成担当者の業務を監督するもの

とする。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト

型指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定

認知症対応型共同生活介護事業所であって、指

定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有す

る指定認知症対応型共同生活介護事業者により

設置される当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事

業所であって当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介

護の提供に係る支援を行うもの（以下この章に

おいて「本体事業所」という。）との密接な連携

の下に運営されるものをいう。以下同じ。）につ

いては、介護支援専門員である計画作成担当者

に代えて、第６項の別に厚生労働大臣が定める

研修を修了している者を置くことができる。 

10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特

別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健

施設の支援相談員その他の認知症である者の介

護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を

有すると認められる者をもって充てることがで

きるものとする。 

11 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同

生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地

域密着型介護予防サービス基準規則第 67 条第

１項から第 10 項までに規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（管理者） 

第 105 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、共同生活住居の管理上支障がない場合は、

当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若し

くは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

職務に従事することができるものとする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居

の管理上支障がない場合は、サテライト型指定

認知症対応型共同生活介護事業所における共同

生活住居の管理者は、本体事業所における共同

生活住居の管理者をもって充てることができ

る。 

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症

対応型共同生活介護を提供するために必要な知

識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有す

た後に計画作成担当者の変更の届出を行う

場合を含む。）に、113号告示第５号に規定

する研修を修了しているものとする。な

お、当該研修は、具体的には、地域密着研

修通知２の⑴の②「実践者研修」又は「基

礎過程」を指すものである。 

ト 計画作成担当者は、前記ホにおいて必要

とされる研修に加え、更に専門性を高める

ための研修を受講するよう努めるものとす

る。 

チ 計画作成担当者は、利用者の処遇に支障

がない場合は、管理者との兼務もできるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 管理者（基準第105条） 

 ① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管

理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当

該事業所の管理業務に従事するものである。

ただし、以下の場合であって、当該事業所の

管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができるものとする。 

イ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所の介護従業者としての職務に従事する場

合 

ロ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接

する等、特に当該事業所の管理業務に支障

がないと認められる範囲内に他の事業所、

施設等がある場合に、当該他の事業所、施

設等の管理者又は従業者としての職務に従

事する場合（この場合の他の事業所、施設

等の事業の内容は問わないが、例えば、併

設される訪問系サービスの事業所のサービ

ス提供を行う従業者との兼務は一般的には

管理業務に支障があると考えられるが、訪

問系サービス事業所における勤務時間が極

めて限られている職員の場合には、例外的

に認められる場合もありうる。）。なお、一
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る者であって、別に厚生労働大臣が定める研修

を修了しているものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第 106 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の

従業者若しくは訪問介護員等として、認知症で

ある者の介護に従事した経験を有する者又は保

健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を

行う事業の経営に携わった経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

の事業所に複数の共同生活住居を設ける場

合、それぞれの共同生活住居の管理上支障

がない場合は、同一事業所の他の共同生活

住居との兼務もできるものとする。また、

サテライト事業所の管理者は本体事業所の

管理者を充てることができるが、この場

合、２⑴の①のニに掲げる要件をいずれも

満たす必要があること。 

 ② 基準規則第105条第３項の規定は、指定小

規模多機能型居宅介護に係る第78条第３項の

規定と同趣旨であるため、第３の四の２の⑵

の②を参照されたい。 

 

※第３の四の２の⑵より 

② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、指定小規

模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型

共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業

所等の職員又は訪問介護員等として、３年以上

認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者

であることが必要である。さらに、管理者とし

ての資質を確保するために、指定を受ける際

（指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う

場合を含む。）に、113号告示第２号に規定する

研修を修了しているものとする。なお、当該研

修は具体的には地域密着研修通知１の⑴の「認

知症対応型サービス事業管理者研修」を指すも

のである。ただし、管理者の変更の届出を行う

場合については、管理者交代時の都道府県にお

ける研修の開催状況等を踏まえ、新たに管理者

を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都

道府県に研修の申込を行い、当該管理者が研修

を修了することが確実に見込まれる場合は当該

管理者が研修を修了していない場合であっても

差し支えない。 

 

⑶ 代表者（基準第106条） 

基準第106条の規定は、指定小規模多機能型居

宅介護に係る第79条の規定と同趣旨であるため、

第３の四の２の⑶を参照されたい。 

 

※第３の四の２の⑶より 

① 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者

とは、基本的には、運営している法人の代表者

であり、理事長や代表取締役が該当するが、法

人の規模によって、理事長や代表取締役をその

法人の地域密着型サービス部門の代表者として

扱うのは合理的でないと判断される場合におい

ては、地域密着型サービスの事業部門の責任者

などを代表者として差し支えない。したがっ

て、指定小規模多機能型居宅介護事業所の指定

申請書に記載する代表者と異なることはあり得

る。なお、管理者とは、各事業所の責任者を指

すものであり、各法人の代表者とは異なるが、

例えば、法人が一つの介護サービス事業所のみ

を運営している場合は、代表者と管理者が同一

であることもあるものである。 

② 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者
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は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型

共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等

として認知症高齢者の介護に従事した経験を有

する者又は保健医療サービス若しくは福祉サー

ビスの経営に携わった経験を有する者であるこ

とが必要である。さらに、代表者としての資質

を確保するために、指定を受ける際（指定を受

けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含

む。）に、113号告示第４号に規定する研修を修

了しているものとする。なお、当該研修は具体

的には地域密着研修通知３の⑴の「認知症対応

型サービス事業開設者研修」を指すものであ

る。 

③ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型

居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービス事業所等の職員

又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に

従事した経験又は保健医療サービス若しくは福

祉サービスの経営に携わった経験とは、特別養

護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護

事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所等の職員か訪問

介護員等として認知症高齢者の介護に携わった

経験や、あるいは、保健医療サービスや福祉サ

ービスの経営に直接携わったことがあればよ

く、一律の経験年数の制約は設けていない。な

お、経験の有無については個々のケースごとに

判断するものとする。また、これらのサービス

は、高齢者に対して直接ケアを行っているもの

を想定しており、医療系サービスとしては医療

機関や訪問看護ステーションなど、福祉サービ

スとしては特別養護老人ホームなどが考えられ

るものである。 

 〔以下略〕  

予防基準規則第67条・第68条・第69条＝同旨  

 

 

 

 

 

〔老計発0331002他〕 

【問】痴呆性高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に宿直勤

務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯

を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件

ともされたところである。 

一方、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）においては、使用者は、労働時間が６時間を超

える場合においては少なくとも４５分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩

時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。 

以上を踏まえると、痴呆性高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて１

以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介

護従業者を１人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を２人確保

するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を１人、宿直勤務に従事する介護従業者を１
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人確保することが必要となると解するがどうか。 

（答）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）

及び厚生労働大臣が定める基準（平成１２年厚生省告示第２５号）の中の痴呆性高齢者グループ

ホームにおける夜間及び深夜の勤務に係る規定の取扱いは、以下のとおりである。 

  ① 痴呆性高齢者グループホームにおいて夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者には、労働

基準法第３４条の規定に基づき、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれ

ばならない。 

② この場合において、次に掲げる条件が満たされていれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて１

以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせているものと取り扱って差し支えない。 

「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中に

当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意

向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにするこ

と。」 

③ なお、痴呆性高齢者グループホームにおいては、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者

が労働基準法に則って休憩時間を取得できるようにする必要があるが、労働基準法第８９条に

おいて、休憩時間については就業規則に明記しなければならないこととされているため、常時

１０人以上の労働者を使用する痴呆性高齢者グループホームにあっては、就業規則において、

夜間及び深夜のうち休憩時間とする１時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めておく必要

がある。就業規則において休憩時間を一義的に定め難い場合にあっては、基本となる休憩時間

として夜間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする１時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に

定めるとともに、休憩時間については具体的には各人毎に個別の労働契約等で定める旨の委任

規定を就業規則に設ける必要があり、さらに、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっ

ては、書面により明確に定めておく必要がある。なお、常時１０人未満の労働者を使用する痴

呆性高齢者グループホームにあっても、労働条件を明確化する観点から、就業規則を作成する

ことが望ましい。 

また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮

に入居者の様態の急変等に対応して当該介護従業者が労働した場合には、当該労働に要した時

間に相当する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があ

るため、別途の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めておくこ

とが望ましい。 

〔全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ〕 

【問】認知症対応型共同生活介護事業所において、３年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応

型共同生活事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。 

（答）３年の経験要件は、事業所に求められる要件であるので、当初から実施はできない。 

〔指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ〕 

【問14】計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 

（答） 介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務

することはできない。（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90

条第５項） 

〔指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ〕 

【問15】計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。 

（答） 非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する

計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも

必要である。 

〔指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ〕 

【問18】認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同

時受講が可能であるか。（Ｈ１７年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者

研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。） 

（答） 実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研修

を同時に開催することは想定していないため、同時受講することはできない。 

〔指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ〕 

【問19】現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事するこ

とになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。） 

（答） 受講が必要である。ただし、平成17 年度中に、都道府県が実施した「認知症高齢者グループ

ホーム管理者研修」を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受

講した者と見なして差し支えない。 
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〔平成２１年度４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問123】グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 

（答）  直接処遇職員（兼務も含む）の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤

換算数となる。 

例えば、職員１０名、常勤職員の勤務時間が１週４０時間のグループホームにおいて、 

①管理者１名（常勤、介護職員兼務）、 

②サービス計画作成担当者１名（常勤、介護職員兼務） 

③介護職員４名（常勤） 

④介護職員３名（非常勤、週３日、１日４時間…週１２時間） 

⑤事務職員１名（兼務無し） 

と配置されている場合は、 

（（①＋②＋③）×40 時間＋④×12 時間）÷40 時間＝6.9（常勤換算人数）と 

なる。 

なお、この場合事務職員は算定されない。 

上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定されたい。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問29】今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護

従業者について、共同生活住居ごとに必ず１名を配置することとされたが、経過措置は設けら

れないのか。 

（答） 今回の基準改正に伴い、平成24 年４月１日以降、認知症対応型共同生活介護の夜間及び深夜

の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず１名を配置しなければならないこ

ととなるが、経過措置を設けることはしていない。 

なお、平成24 年４月１日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準（認知症対応型共同生

活介護事業所の共同生活住居ごとに１以上）を満たさなかった場合は、介護報酬が減算（所定

単位数の97％）されることとなる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問30】３つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を３名配置す

る必要があるのか。 

（答） ３つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住

居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、３名の夜勤職員を配置する必要がある。 

なお、事業所の判断により、人員基準を満たす夜勤職員を配置したうえで、さらに宿直職員

を配置する場合は、「社会福祉施設における宿直勤務の取扱いについて」（昭和49年8月20日社施

第160号）に準じて適切に行うことが必要である。 

〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.４）〕 

【問24】計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 

（答） 介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所におけ

る他の職務を除き、兼務することはできない（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準第90条第５項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準第70条第５項）。 
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基準省令 解釈通知 

（定義） 

第２条 この省令において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

１～６ 略 

７ 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延

時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することにより、当該事業

所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 用語の定義 

基準省令第２条において、一定の用語について

その定義を明らかにしているところであるが、以

下は、同条に定義が置かれている用語について、

その意味をより明確なものとするとともに、基準

中に用いられている用語であって、定義規定が置

かれていないものの意味を明らかにするものであ

る。 

⑴ 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業

所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32

時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除

することにより、当該事業所の従業者の員数を常

勤の従業者の員数に換算する方法をいうものであ

る。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指

定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延

べ数であり、例えば、指定小規模多機能型居宅介

護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所

を併設している場合であって、ある従業者が指定

小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型

居宅介護従業者と指定認知症対応型共同生活介護

事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模

多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介

護従業者の勤務延時間数には、指定小規模多機能

型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者としての勤務時間だけを算入することとなるも

のであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会

及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第

113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項

又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等

の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時

間の短縮等の措置」という。）が講じられている

場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計

算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を

満たしたものとし、１として取り扱うことを可能

とする。 

⑵ 「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従

事する時間又は当該事業に係るサービスの提供の

ための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）

として明確に位置付けられている時間の合計数と

する。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に

算入することができる時間数は、当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限

とすること。 

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所に

おいて 定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本と

する。）に達していることをいうものである。た

だし、母性健康管理措置又は育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置が講じられている

者については、利用者の処遇に支障がない体制が

事業所として整っている場合は、例外的に常勤の
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従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱

うことを可能とする。 

同一の事業者によって当該事業所に併設される

事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられ

るものについては、それぞれに係る勤務時間の合

計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達してい

れば、常勤の要件を満たすものであることとす

る。例えば、一の事業者によって行われる指定訪

問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設さ

れている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指

定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者

は、その勤務時間の合計が所定の時間に達してい

れば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられて

いる場合、従事者が労働基準法（昭和22年法律第

49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休

業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休

業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育

児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休

業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２

項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法

第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規

定により同項第２号に規定する育児休業に関する

制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児

休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間に

おいて、当該人員基準において求められる資質を

有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員

数に換算することにより、人員基準を満たすこと

が可能であることとする。 

⑷ 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該

サービス以外の職務に従事しないことをいうもの

である。この場合のサービス提供時間帯とは、当

該従事者の当該事業所における勤務時間をいうも

のであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わ

ない。 

⑸ 「前年度の平均値」 

 ① 基準第63条第２項（指定小規模多機能型居

宅介護に係る小規模多機能型居宅介護従業者

の員数を算定する場合の利用者の数の算定方

法）、第90条第２項（指定認知症対応型共同

生活介護に係る介護従業者の員数を算定する

場合の利用者の数の算定方法）、第1 10条第

２項（指定地域密着型特定施設入居者生活介

護に係る看護職員又は介護職員の員数を算定

する場合の利用者の数の算定方法）、第131条

第２項（指定地域密着型介護老人福祉施設に

おける介護職員又は看護職員の員数を算定す

る場合の入所者の数の算定方法）及び第171

条第２項（指定看護小規模多機能型居宅介護

に係る看護小規模多機能型居宅介護従業者の

員数を算定する場合の利用者の数の算定方

法）における「前年度の平均値」は、当該年

度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月

31日をもって終わる年度とする。以下同

じ。）の平均を用いる。この場合、利用者数

等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当

該前年度の日数で除して得た数とする。この

平均利用者数等の算定に当たっては、小数点
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第２位以下を切り上げるものとする。 

② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又

は増床した事業者又は施設においては、新設

又は増床分のベッドに関しては、前年度にお

いて一年未満の実績しかない場合（前年度の

実績が全くない場合を含む。）の利用者数等

は、新設又は増床の時点から六月未満の間

は、便宜上、ベッド数（指定小規模多機能型

居宅介護に係る小規模多機能型居宅介護従業

者又は指定看護小規模多機能型居宅介護に係

る看護小規模多機能型居宅介護従業者の員数

を算定する場合は通いサービスの利用定員）

の90％を利用者数等とし、新設又は増床の時

点から６月以上１年未満の間は、直近の６月

における全利用者等の延数を６月間の日数で

除して得た数とし、新設又は増床の時点から

１年以上経過している場合は、直近１年間に

おける全利用者等の延数を１年間の日数で除

して得た数とする。また、減床の場合には、

減床後の実績が三月以上あるときは、減床後

の利用者数等の延数を延日数で除して得た数

とする。ただし、地域密着型特定施設入居者

生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護については、これらにより難い

合理的な理由がある場合には、他の適切な方

法により利用者数を推定するものとする。 

〔以下略〕 

 

〔運営基準等に係るＱ＆Ａ〕 

【問】常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また、休暇を取った場合に、その出張や休

暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答）「常勤換算方法」とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する

方法」（居宅サービス運営基準第２条第８号等）であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、

当該事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準 

備等を行う時間（待機の時間を含む。））として明確に位置付けられている時間の合計数」である

（居宅サービス運営基準解釈通知第２ー２ー２）等）。以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以

下「休暇等」という。）の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する

場合の勤務延時間数には含めない。 

なお、常勤の従業者（事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第２－２－（３）における

勤務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間については、その期間が暦月で１月を超え

るものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休

業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数

を30 時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り

扱って良いか。 

（答） そのような取扱いで差し支えない。 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問２】育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員

要件についてはどのように計算すれば良いか。 

（答） 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所に

おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除

することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、

その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題に

はならない。 
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〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

（答） 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場合

は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、

実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われて

いる者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じ

なければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育

ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 
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３．設備基準  

必要な設備・備品等 要 件 

事業所 ・１以上３以下（サテライト型指定認知症対応型共同生活介護

事業所にあっては、１又は２）の共同生活住居を有すること

（ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情に

より事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生

活住居の数を３とすることができる） 

・共同生活住居の入居定員は５人以上９人以下とすること 

・複数の共同生活住居を設ける場合は、居間、食堂及び台所に

ついて、それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備であること

（併設される他のサービスの利用者がこれらの設備を利用す

ることは原則としてできない） 

居室 ・居室の定員は、１人とすること（ただし、利用者の処遇上必

要と認められる場合は、２人とすることができる） 

・床面積が７．４３㎡以上であること 

・収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことがで

きる十分な広さを有するものとすること 

居間及び食堂 ・同一の場所とすることができる（ただし、居間、食堂のそれ

ぞれの機能が独立していることが望ましいまた、その広さは

原則として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な

広さを確保すること） 

立地条件 ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交

流が確保される地域にあるようにしなければならない 

消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備 

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置するこ  

と 

その他の設備及び備品等 ・指定認知症対応型共同生活介護の提供に必要なもの 

・利用者が日常生活を営む上で必要な設備 

 

基準規則 解釈通知 

   第２節 設備に関する基準 

第 107 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は、共同生活住居を有するものとし、その数は

１以上３以下（サテライト型指定認知症対応型

共同生活介護事業所にあっては、１又は２）と

する。 

２ 共同生活住居は、その入居定員（当該共同生

活住居において同時に指定認知症対応型共同生

活介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。第 118条において同じ。）を５人

以上９人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴

室、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な

設備を設けるものとする。 

３ １の居室の定員は、１人とする。ただし、利

用者の処遇上必要と認められる場合は、２人と

することができるものとする。 

 

 

 

３ 設備に関する基準（基準規則第107条） 

⑴ 事業所 

一の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合

には、３つ（サテライト事業所にあっては２つ）

までに限られるものとする。なお、本体事業所と

サテライト事業所の共同生活住居の数の関係につ

いては、２⑴の①のハの表のとおり。 

 また、基準附則第７条の規定により、平成18年

４月１日に現に二を超える共同生活住居を設けて

いるものについては、当分の間、当該共同生活住

居を有することができるものとする。 

一の事業所に複数の共同生活住居を設ける場合

であっても、居間、食堂及び台所については、そ

れぞれ共同生活住居ごとの専用の設備でなければ

ならない。また、併設の事業所において行われる

他のサービスの利用者がこれらの設備を共用する

ことも原則として不可とする。ただし、指定認知

症対応型共同生活介護を地域に開かれたものとす

るために有効であると考えられる共用型指定認知

症対応型通所介護を、指定認知症対応型共同生活
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４ １の居室の床面積は、7.43平方メートル以上

としなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 居間及び食堂は、同一の場所とすることがで

きる。 

 

 

 

 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利

用者の家族との交流の機会の確保や地域住民と

の交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同

程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会

が確保される地域にあるようにしなければなら

ない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同

生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

介護事業所の居間又は食堂において行うことは可

能であるが、その場合にあっても、家庭的な雰囲

気を維持する観点から、共用型指定認知症対応型

通所介護の利用者は、共同生活住居ごとに、同一

の時間帯において３人を上限とし、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所の利用者の生活に支

障のない範囲で居間又は食堂を利用することが必

要である。 

なお、それぞれの共同生活住居に対し、緊急時

に速やかに対処できる距離、位置関係にあるな

ど、管理上特に支障がないと認められる場合は、

事務室については兼用であっても差し支えない。 

⑵ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備基準第107条第２項に定める「消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防

法その他の法令等に規定された設備を示してお

り、それらの設備を確実に設置しなければなら

ないものである。 

  なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所

については、原則として、全ての事業所でスプ

リンクラー設備の設置が義務づけられているの

で、留意されたい。 

⑶ 居室 

一の居室の面積は、7.43平方メートル（和室で

あれば4.5畳）以上とされているが、生活の場で

あることを基本に、収納設備は別途確保するなど

利用者の私物等も置くことができる充分な広さを

有するものとすること。また、居室とは、廊下、

居間等につながる出入口があり、他の居室と明確

に区分されているものをいい、単にカーテンや簡

易なパネル等で室内を区分しただけと認められる

ものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改

修している場合など、建物の構造上、各居室間が

ふすま等で仕切られている場合は、この限りでな

い。 

さらに、居室を２人部屋とすることができる場

合とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合など

であって、事業者の都合により一方的に２人部屋

とするべきではない。なお、２人部屋について

は、特に居室面積の最低基準は示していないが、

前記と同様に充分な広さを確保しなければならな

いものとする。 

⑷ 居間及び食堂 

居間及び食堂は同一の室内とする場合であって

も、居間、食堂のそれぞれの機能が独立している

ことが望ましい。また、その広さについても原則

として利用者及び介護従業者が一堂に会するのに

充分な広さを確保するものとする。 

⑸ 立地条件について 

基準第107条第６項の規定は、指定小規模多機

能型居宅介護に係る第81条第４項の規定と同趣旨

であるため、第３の四の３の⑵の⑤を参照された

い。 

なお、この規定は、平成18年４月１日に現に存

する事業所について、改めて調査する必要がある

ことを示したものではないので、留意されたい。 

 

※第３の四の３の⑵より 
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同生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地

域密着型介護予防サービス基準規則第 70 条第

１項から第６項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※附則第７条 平成 18 年改正令附則第５条の規

定により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同

生活住居であって、予防省令の施行の日の前日

において指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

（平成 11 年厚生省令第 96 号）附則第２項の規

定の適用を受けていたものについては、第 70条

第４項の規定は適用しない。 

⑤ 事業所の立地 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地につ

いては、利用者に対して、家庭的な雰囲気による

サービスを提供すること、また、地域との交流を

図ることによる社会との結びつきを確保すること

などのため、住宅地の中にあること又は住宅地と

同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保さ

れる地域の中にあることを、市町村が確認するこ

とを求めたものである。開設及び指定申請時にお

いては、都市計画法（昭和43年法律第百号）その

他の法令の規定により一律に判断するのではな

く、事業所を開設しようとする場所の現地調査等

により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じ

て適切に判断されるべきものである（基準第107

条第６項についても同趣旨）。なお、指定小規模

多機能型居宅介護が、利用者と職員とのなじみの

関係を構築しながらサービスを提供するものであ

ることに鑑み、指定小規模多機能型事業所と他の

施設・事業所との併設については、指定小規模多

機能型居宅介護として適切なサービスが提供され

ることを前提に認められるものであることに留意

すること。 

 

⑹ 経過措置 

基準附則第７条の規定により、平成18年４月１

日に現に7.43平方メートルを下回る面積の居室を

有している場合には、介護保険法等の一部を改正

する法律（平成17年法律第77号）附則第10条第２

項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事

業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活

介護の事業を行う事業所の共同生活住居であっ

て、平成18年４月１日の前日において指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準の一部を改正する省令（平成11年厚生省令第96

号）附則第２項の規定の適用を受けていたものに

ついては、第107条第４項の一の居室の床面積に

関する基準（7.43平方メートル以上）の規定は適

用しない。 

予防基準規則 70条＝同旨  

 

〔運営基準等に係るＱ＆Ａ〕 

【問】例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可

能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするの

か。 

（答）これまでの生活歴等から勘案して、同居することが適当と考えられる場合にあっては、同一居

室へ自立の妻を入居させて差し支えない。また、この場合は、設備基準にいう入居定員の算定に

関し、妻を定員としてカウントしない。 
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〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問20】サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一の敷地に別棟で設置することはでき

るか。 

（答） サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型

共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷

地に別棟で設置することは認められない。 

〔令和3年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問21】A県（市）所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県（市）の隣にあるB県（市）

にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常

の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。 

（答） 問い合わせのケースの場合、本体事業所との密接な関係を確保しつつ、サテライト事業所の

運営を行うのであれば、所在県（市）が異なる場合もサテライト事業所として差し支えない。 

〔令和3年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問28】既に認知症グループホームとして、指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行す

ることは可能か。 

（答）・ 可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営し 

       ていると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定を指定権者である市町村 

       から受ける必要はなく、変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧の変更の届出のみで 

    差支えない。 

・ なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業所ごとに行う 

 こととされていることから、別の指定となる認知症グループホームの本体事業所及びサテラ 

 イト事業所が既に指定を受けている場合には、既存の事業所番号を用いることとし、事業所 

 番号を変更する必要はない。 
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４．運営基準  

 項     目 関係条文 備  考 

１ 内容及び手続の説明及び同意 *７条  

２ 提供拒否の禁止 *８条  

３ 受給資格等の確認 *10条  

４ 要介護認定の申請に係る援助 *11条  

５ 入退居 108条  

６ サービスの提供の記録 109条  

７ 利用料の受領 110条  

８ 保険給付の請求のための証明書の交付 *20条  

９ 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 111条  

10 認知症対応型共同生活介護計画の作成 112条  

11 介護等 113条  

12 社会生活上の便宜の提供等 114条  

13 利用者に関する隠岐広域連合への通知 *26条  

14 緊急時等の対応 *94条  

15 管理者の責務 *56条の10  

16 管理者による管理 115条  

17 運営規程 116条  

18 勤務体制の確保等 117条  

19 業務継続計画の策定等 30条の２  

20 定員の遵守 118条  

21 協力医療機関等 119条  

22 非常災害対策 *97条  

23 衛生管理等 *56条の15  

24 掲示 *32条  

25 秘密保持等 *33条  

26 広告 *34条  

27 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 120条  

28 苦情処理 *36条  

29 調査への協力等 *99条  

30 地域との連携等 *56条の16  

31 事故発生時の対応 *38条  

32 会計の区分 *39条  

33 記録の整備 121条  

（*）基準規則第 122条による準用  
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１ 内容及び手続きの説明と同意 

◎サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資すると

認められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、サー

ビス提供の開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

 ①重要事項に関する規定の概要 

 ②介護従業者の勤務体制 

 ③事故発生時の対応 

 ④苦情処理の体制 

 ⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、

実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

 ⑥その他（秘密保持、衛生管理、緊急時の対応など） 

  ※分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧に説明を行うこと 

  ※利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

サービス提供に際しての留意点 

 ①利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

    ↓ 

 ②重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 

    ↓ 

③利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 

    ↓ 

④利用者及び家族からの個人情報の利用の同意［同意書］（基準規則第 33条３項） 

 

基準規則［準用］ 解釈通知［準用］ 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護の提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家

族に対し、第 116条に規定する運営規程の概要、

介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該提供

の開始について利用申込者の同意を得なければ

ならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用申込者又はその家族からの申出があった場合

には、前項の規定による文書の交付に代えて、

第５項で定めるところにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべ

き重要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。

この場合において、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、当該文書を交付したものとみな

す。 

 〔以下略（電磁的方法部分）〕 

４ 運営に関する基準 

⑴ 内容及び手続の説明及び同意 

 ① 基準規則第７条は、指定認知症対応型共同

生活介護事業者は、利用者に対し適切な指定

認知症対応型共同生活介護を提供するため、

その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、当該指定認知症対

応型共同生活介護事業所の重要事項に関する

規定の概要、介護従業者の勤務体制、事故発

生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、

実施した直近の年月日、実施した評価機関の

名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者

がサービスを選択するために必要な重要事項

について、わかりやすい説明書やパンフレッ

ト等（当該指定認知症対応型共同生活介護事

業者が、他の介護保険に関する事業を併せて

実施している場合、当該パンフレット等につ

いて、一体的に作成することは差し支えない

ものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に

説明を行い、当該事業所から指定認知症対応

型共同生活介護の提供を受けることにつき同

意を得なければならないこととしたものであ

る。なお、当該同意については、書面によっ

て確認することが適当である。 

② 〔略〕 

介護予防基準第９条＝同旨  
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２ 提供拒否の禁止 

◎正当な理由なくサービス提供を拒まないこと。 

〔正当な理由〕 

 ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 ※特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否しないこと 

 

基準規則［準用］ 解釈通知［準用］ 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、正当な理由なく認知症対応型共同生活介護

の提供を拒んではならない。 

⑵ 提供拒否の禁止基準第８条は、指定認知症対

応型共同生活介護事業者は、原則として、利用

申込に対しては応じなければならないことを規

定したものであり、特に、要介護度や所得の多

寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁

止するものである。提供を拒むことのできる正

当な理由がある場合とは、①当該事業所の現員

からは利用申込に応じきれない場合、②利用申

込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施

地域外である場合、その他利用申込者に対し自

ら適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供

することが困難な場合である。 

介護予防基準第 10条＝同旨  

 

 

３ 受給資格等の確認 

◎利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定(要支援認定)の有無、③要介

護認定(要支援認定)の有効期間等を確認すること。 

◎被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供

に努めること。 

 

基準規則［準用］ 解釈通知［準用］ 

（受給資格等の確認） 

第 10 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護の提供を求

められた場合は、その者の提示する被保険者証

によって、被保険者資格、要介護認定の有無及

び要介護認定の有効期間を確かめるものとす

る。 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の被保険者証に、法第７８条の３第２項の規

定により認定審査会意見が記載されているとき

は、当該認定審査会意見に配慮して、指定認知

症対応型共同生活介護を提供するように努めな

ければならない。 

 

⑷ 受給資格等の確認 

① 基準規則第10条第１項は、指定認知症対応型

共同生活介護の利用に係る費用につき保険給付

を受けることができるのは、要介護認定を受け

ている被保険者に限られるものであることを踏

まえ、指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護の提供の開

始に際し、利用者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介

護認定の有効期間を確かめなければならないこ

とを規定したものである。 

② 基準規則第10条第２項は、利用者の被保険者

証に、指定地域密着型サービスの適切かつ有効

な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

に係る認定審査会意見が記載されているとき

は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

これに配慮して指定認知症対応型共同生活介護

を提供するように努めるべきことを規定したも

のである。 

介護予防基準第 12条＝同旨  
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４ 要介護認定の申請に係る援助 

◎指定認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申

込者については、必要に応じ申請援助を行うこと。 

◎必要に応じて、更新申請が遅くとも有効期間満了日の３０日前までに行われるよう、必要

な援助を行うこと。 

 

基準規則［準用］ 解釈通知［準用］ 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第 11 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護の提供の開

始に際し、要介護認定を受けていない利用申込

者については、要介護認定の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていな

い場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定

居宅介護支援が利用者に対して行われていない

等の場合であって必要と認めるときは、要介護

認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する日の

30日前までに行われるよう、必要な援助を行わ

なければならない。 

⑸ 要介護認定の申請に係る援助 

① 基準規則第11条第１項は、要介護認定の申

請がなされていれば、要介護認定の効力が申

請時に遡ることにより、指定認知症対応型共

同生活介護の利用に係る費用が保険給付の対

象となり得ることを踏まえ、指定認知症対応

型共同生活介護事業者は、利用申込者が要介

護認定を受けていないことを確認した場合に

は、要介護認定の申請が既に行われているか

どうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならないことを規定したものであ

る。 

② 基準規則第11条第２項は、要介護認定の有

効期間が原則として６か月ごとに終了し、継

続して保険給付を受けるためには要介護更新

認定を受ける必要があること及び当該認定が

申請の日から30日以内に行われることとされ

ていることを踏まえ、指定認知症対応型共同

生活介護事業者は、居宅介護支援（これに相

当するサービスを含む。）が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認め

るときは、要介護認定の更新の申請が、遅く

とも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する30日前にはなされるよう、

必要な援助を行わなければならないことを規

定したものである。 

介護予防基準第 13条＝同旨  
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５ 入退居 

◎要介護者（要支援者）であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むこ

とに支障がない者に提供すること。 

◎入居に際して、主治の医師の診断書等により入居申込者が認知症である者であることを確

認すること。 

◎入居申込者が入院治療を要する者であること等で入居申込者に対し必要なサービスを提供

することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活事業者、介

護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じること。 

◎入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めるこ

と。 

◎利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や

介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うこと。また、利用者又はその家族に対

し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に勤めること。 

 

基準規則 解釈通知 

（入退居） 

第 108 条 指定認知症対応型共同生活介護は、要

介護者であって認知症であるもののうち、少人

数による共同生活を営むことに支障がない者に

提供するものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入

居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断

書等により当該入居申込者が認知症である者で

あることの確認をしなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入

居申込者が入院治療を要する者であること等入

居申込者に対し自ら必要なサービスを提供する

ことが困難であると認めた場合は、適切な他の

指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保

険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入

居申込者の入居に際しては、その者の心身の状

況、生活歴、病歴等の把握に努めなければなら

ない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者の退居の際には、利用者及びその家族の希

望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の

継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなけ

ればならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者の退居に際しては、利用者又はその家族に

対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介

護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

４ 運営に関する基準 

⑴ 入退居 

① 基準規則第108条第３項の「自ら必要なサ

ービスを提供することが困難であると認めた

場合」とは、入居申込者が第３の５の１によ

り利用対象者に該当しない者である場合のほ

か、入居申込者が入院治療を要する者である

場合、当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所の入居者数が既に定員に達している場合

等であり、これらの場合には、同項の規定に

より、適切な他の指定認知症対応型共同生活

介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所

を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

 ② 同条第３項は、入居申込者の入居に際し、

その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握

に努めることとしているが、入居申込者が家

族による入居契約締結の代理や援助が必要で

あると認められながら、これらが期待できな

い場合については、市町村とも連携し、成年

後見制度や権利擁護に関する事業等の活用を

可能な限り図ることとする。 

予防基準規則第 71条＝同旨  
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〔運営基準等に係るＱ＆Ａ〕 

【問11】サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。

また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。（介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護） 

（答） 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護

については、利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診断

書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは必要と考えられ、主

治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、別途利用者に健

康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用については原則として利用申込者が負担

すべきものと考えられる。また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒

否の正当な事由に該当するものとは考えられる。 

〔介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ〕 

【問50】グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入

院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 

（答） 入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者の同意

があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行った上

で、その居室を短期利用で利用することは差し支えない。 
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６ サービスの提供の記録 

◎入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては、退居の年月日

を、利用者の被保険者証に記載すること。 

◎提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。 契約終了から２年間保存が必要 

〔記録すべき事項〕 

 ○サービスの提供日 

 ○サービスの内容 

 ○利用者の状況 

 ○その他の必要な事項 

 

具体的なサービスの内容等の記録の重要性 

○利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

提供しているサービスが利用者の課題解決に繋がっているか、また自立支援のために

真に必要なサービスであるか等を、管理者が把握できるよう記録することにより、利用

者に対するサービスの質の向上に繋がる。 

○サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する

責任がある。適正なサービスの挙証資料として、提供したサービスの具体的な内容の記

録が重要になる。 

※提供した具体的なサービスの内容、利用者の状況などの記録が必要であり、単に分類項

目にチェックするだけの記録では不適当である。 

 

基準規則 解釈通知 

（サービス提供の記録） 

第 109 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、入居に際しては入居の年月日及び入居して

いる共同生活住居の名称を、退居に際しては退

居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指

定認知症対応型共同生活介護を提供した際に

は、提供した具体的なサービスの内容等を記録

しなければならない。 

⑵ サービスの提供の記録 

① 基準規則第109条第１項は、指定認知症対

応型共同生活介護の提供を受けている者が居

宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設

サービスについて保険給付を受けることがで

きないことを踏まえ、他の居宅サービス事業

者等が当該利用者が指定認知症対応型共同生

活介護の提供を受けていることを確認できる

よう、指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、入居に際しては入居の年月日及び入居し

ている共同生活住居の名称を、退居に際して

は退居の年月日を、利用者の被保険者証に記

載しなければならないこととしたものであ

る。 

② 同条第２項は、サービスの提供日、サービ

スの内容、利用者の状況その他必要な事項を

記録しなければならないこととしたものであ

る。なお、基準第121条第２項の規定に基づ

き、当該記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

予防基準規則第 72条＝同旨  

 

 

 

  



認知症対応型共同生活介護 32 

７ 利用料の受領 

◎法定代理受領の場合は、利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額の１割

〔２割又は３割〕（保険給付の率が９割〔８割又は７割〕でない場合は、それに応じた割

合）の支払いを受けること。 

◎法定代理受領の場合の利用料と、それ以外の場合の利用料に不合理な差額を設けないこ

と。 

◎介護保険給付の対象となる指定認知症対応型共同生活介護のサービスと明確に区分される

サービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

・利用者に、当該事業が指定認知症対応型共同生活介護の事業とは別事業であり、当該

サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得る

こと 

・当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定認知症対応型共同生活介護事業所の運

営規程とは別に定められていること 

・指定認知症対応型共同生活介護の事業の会計と区分していること 

◎通常の利用料のほか、次に掲げる費用の支払いを受けることができる。ただし、あらかじ

め、利用者又は家族に対して説明し同意を得なければならない。 

① 食材料費 

② 理美容代 

③ おむつ代 

④ ①～③以外に、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させること

が適当と認められるもの 

◎保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払

を受けることは認められない。 

 

基準規則 解釈通知 

（利用料等の受領） 

第 110 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、法定代理受領サービスに該当する指定認知

症対応型共同生活介護を提供した際には、その

利用者から利用料の一部として、当該指定認知

症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サ

ービス費用基準額から当該指定認知症対応型共

同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護

サービス費の額を控除して得た額の支払を受け

るものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法

定代理受領サービスに該当しない指定認知症対

応型共同生活介護を提供した際にその利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応

型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス

費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 利用料等の受領 

① 基準規則第110条第１項、第２項及び第４

項の規定は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護に係る基準第19条第１項、第２項及

び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の

一の４の⑿の①、②及び④を参照されたい。 

 

※第３の一の４の⑿より 

① 基準規則第19第１項は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サ

ービスとして提供される指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護についての利用者負担とし

て、地域密着型介護サービス費用基準額の１割

又は２割（法第50条又は第69条第３項の規定の

適用により保険給付の率が９割又は８割でない

場合については、それに応じた割合）の支払を

受けなければならないことを規定したものであ

る。 

② 基準規則第19第２項は、利用者間の公平及び

利用者の保護の観点から、法定代理受領サービ

スでない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供した際に、その利用者から支払を受け

る利用料の額と、法定代理受領サービスである

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る

費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転
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３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

⑴ 食材料費 

⑵ 理美容代 

⑶ おむつ代 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定認知症対

応型共同生活介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

嫁等による不合理な差額を設けてはならないこ

ととしたものである。なお、そもそも介護保険

給付の対象となる指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護のサービスと明確に区分されるサー

ビスについては、次のような方法により別の料

金設定をして差し支えない。 

イ 利用者に、当該事業が指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の事業とは別事業であ

り、当該サービスが介護保険給付の対象とな

らないサービスであることを説明し、理解を

得ること。 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の運営規程とは別に定められていること。 

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

事業の会計と区分していること。 

 

 ② 基準規則第110条第３項は、指定認知症対

応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応

型共同生活介護の提供に関して、 

イ 食材料費 

ロ 理美容代 

ハ おむつ代  

ニ イからハまで掲げるもののほか、指定認

知症対応型共同生活介護において提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担させることが適当と認められる

ものについては、前２項の利用料のほか

に、利用者から支払を受けることができる

こととし、保険給付の対象となっているサ 

ービスと明確に区分されないあいまいな名

目による費用の支払を受けることは認めな

いこととしたものである。なお、ニの費用

の具体的な範囲については、別に通知する

ところによるものである。 

 

※第３の一の４の⑿より 

④ 基準規則19第４項は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者は、前項の交通費の支

払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者

又はその家族に対してその額等に関して説明を

行い、利用者の同意を得なければならないこと

としたものである。 

予防基準規則第 73条＝同旨  

 

〔介護報酬等に係るＱ＆Ａ〕 

【問】家賃等の取扱い 

（答）認知症対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる「ホテルコスト」は含まれていない（利用者の

自宅扱いである）ため、一般に借家の賃貸契約として必要となる費用は利用者の負担とすること

ができる。したがって、家賃のほか、敷金・礼金、共益費といった名目のものも含まれる。なお、

これらの費用については、認知症対応型共同生活介護のサービスとして提供されるものにかかる

費用ではないことから、「その他の日常生活費」とは区分されるべきものではあるが、こうした費

用についても、利用料等の受領と同様、予め利用者又はその家族に対し、当該費用について説明

を行い、利用者等の同意を得ることが必要である。   
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８ 保険給付の請求のための証明書の交付 

◎法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事項

を記載したサービス提供証明書を利用者に交付すること。 

 

基準規則[準用] 解釈通知[準用] 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第 20 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、法定代理受領サービスに該当しない指定認

知症対応型共同生活介護に係る利用料の支払を

受けた場合は、提供した指定認知症対応型共同

生活介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用

者に対して交付しなければならない。 

 

⒀ 保険給付の請求のための証明書の交付基準第

20条は、利用者が市町村に対する保険給付の請

求を容易に行えるよう、指定認知症対応型共同

生活介護事業者は、法定代理受領サービスでな

い指定認知症対応型共同生活介護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供した指定認知症対

応型共同生活介護の内容、費用の額その他利用

者が保険給付を請求する上で必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に

対して交付しなければならないことを規定した

ものである。 

介護予防基準第 21条＝同旨  
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９ 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

◎利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用

者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うこと。 

◎利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日

常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。 

◎認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して

行うこと。 

◎介護従業者はサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

◎利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行わないこと。 

◎身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じること。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

・介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること（定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず

身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である） 

◎自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外

部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。 

 

基準規則 解釈通知 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第 111 条 指定認知症対応型共同生活介護は、利

用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して

日常生活を送ることができるよう、利用者の心

身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなければ

ならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一

人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送る

ことができるよう配慮して行われなければなら

ない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対

応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一

的なものとならないよう配慮して行われなけれ

ばならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、指定認

知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行わなければならな

い。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指

定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録しなければならな

 

 

 

 

 

第三の五の４ 運営に関する基準 

⑷ 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

① 基準第111条第２項は、利用者が共同生活

を送る上で自らの役割を持つことにより、達

成感や満足感を得、自信を回復するなどの効

果が期待されるとともに、利用者にとって当

該共同生活住居が自らの生活の場であると実

感できるよう必要な援助を行わなければなら

ないこととしたものである。 

 

② 同条第４項で定めるサービス提供方法等と

は、認知症対応型共同生活介護計画の目標及

び内容や行事及び日課等も含むものである。 

 

 

 

③ 同条第５項及び第６項は、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に

身体的拘束等を行う場合にあっても、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならないこととしたものである。 

なお、基準第121条第２項の規定に基づ
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い。 

 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身

体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること。 

⑶ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、当該記録は、２年間保存しなければな

らない。 

 ④ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会（第７項第１号） 

   同条第７項第１号の「身体的拘束等の適正

化のための対策を検討する委員会」（以下

「身体的拘束適正化検討委員会」という。）

とは、身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会であり、委員会の構成メンバ

ーは、事業所の管理者及び従業者より構成す

る場合のほか、これらの職員に加えて、第三

者や専門家を活用した構成とすることが望ま

しく、その方策として、精神科専門医等の専

門医の活用等も考えられる。また、関係する

職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと

認められる他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差

し支えない。 

   また、身体的拘束適正化検討委員会は、テ

レビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

指定認知症対応型共同生活介護事業者が、

報告、改善のための方策を定め、周知徹底す

る目的は、身体的拘束等の適正化について、

事業所全体で情報共有し、今後の再発防止に

つなげるためのものであり、決して従業者の

懲罰を目的としたものではないことに留意す

ることが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定して

いる。 

イ 身体的拘束等について報告するための

様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的

拘束等の発生ごとにその状況、背景等を

記録するとともに、イの様式に従い、身

体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会におい

て、ロにより報告された事例を集計し、

分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束

等の発生時の状況等を分析し、身体的拘

束等の発生原因、結果等をとりまとめ、

当該事例の適正性と適正化策を検討する

こと。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者

に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果につ

いて評価すること。 

⑤ 身体的拘束等の適正化のための指針（第７

項第２号） 

  指定認知症対応型共同生活介護事業者が整

備する「身体的拘束等の適正化のための指

針」には、次のような項目を盛り込むことと
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８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自

らその提供する指定認知症対応型共同生活介護

の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者

による評価を受けて、それらの結果を公表し、

常にその改善を図らなければならない。 

する。 

 イ 事業所における身体的拘束等の適正化に

関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業

所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修

に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告

方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本

方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関す

る基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のた

めに必要な基本方針 

⑥ 身体的拘束等の適正化のための従業者に対

する研修（第７項第３号） 

  介護従業者その他の従業者に対する身体的

拘束等の適正化のための研修の内容として

は、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するとともに、当該

指定認知症対応型共同生活介護事業者におけ

る指針に基づき、適正化の徹底を行うものと

する。  

職員教育を組織的に徹底させていくために

は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

者が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催する

とともに、新規採用時には必ず身体的拘束等

の適正化の研修を実施することが重要であ

る。 

⑦ 同条第８項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、各都道府県の定める基準に基

づき、まず自ら評価を行った上で、各都道府

県が選定した評価機関の実施するサービス評

価を受け、その評価結果を踏まえて総括的な

評価を行い、常にその提供する指定認知症対

応型共同生活介護の質の改善を図らなければ

ならないことを規定したものである。また、

評価の実施を担保する観点から、それらの結

果を入居（申込）者及びその家族へ提供する

ほか、事業所内の外部の者にも確認しやすい

場所に掲示する方法や、市町村窓口、地域包

括支援センターに置いておく方法、インター

ネットを活用する方法などにより、開示しな

ければならないこととする。 

なお、自ら行う評価及び外部の者による

評価に関する具体的な事項については、別

に通知するところによるものである。 

予防基準規則第 74条＝同旨  
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〔介護報酬に係るＱ＆Ａ〕 

【問】外部評価の実施について 

（答）当該事業所において提供するサービスの質について､過去1年以内に、都道府県の定める基準に

基づき、自ら評価を行い､その結果を公開し､かつ、過去1年以内に､各都道府県が選定した評価機

関が実施するサービス評価（外部評価）を受け、その結果を公開していることを要するとされて

いる。 

外部評価は､自己評価が完了している事業所において実施が可能となるものであり､ユニットを

新設又は増設した事業所については､初回の自己評価は新設又は増設の時点から概ね6月以上経過

している場合に実施されることに留意する。 
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10 認知症対応型共同生活介護計画の作成 

◎管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当さ

せること。 

◎計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等

により、利用者の多様な活動の確保に努めること。 

◎計画作成担当者は、次に掲げる項目を遵守すること。 

・利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と

協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

した認知症対応型共同生活介護計画を作成すること 

・認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得ること 

・認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計

画を利用者に交付すること  ２年間保存が必要 

・認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認

知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との

連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を

行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うこと 

 

基準規則 解釈通知 

（認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

第 112 条 共同生活住居の管理者は、計画作成担

当者（第 104条第７項の計画作成担当者をいう。

以下この条において同じ。）に認知症対応型共同

生活介護計画の作成に関する業務を担当させる

ものとする。 

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当た

っては、通所介護等の活用、地域における活動

への参加の機会の提供等により、利用者の多様

な活動の確保に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて、他の

介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成

しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介

護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介

護計画を作成した際には、当該認知症対応型共

同生活介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

６ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介

護計画の作成後においても、他の介護従業者及

び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基

第三の五の４ 運営に関する基準 

⑸ 認知症対応型共同生活介護計画の作成 

① 当該計画の作成及びその実施に当たって

は、いたずらにこれを利用者に強制すること

とならないように留意するものとする。 

 

② 基準第112条第２項でいう通所介護の活用

とは、介護保険給付の対象となる通所介護で

はなく、当該指定認知症対応型共同生活介護

事業者と通所介護事業者との間の契約によ

り、利用者に介護保険給付の対象となる通所

介護に準ずるサービスを提供するものであ

る。また、その他の多様な活動とは、地域の

特性や利用者の生活環境に応じたレクリエー

ション、行事、園芸、農作業などの利用者の

趣味又は嗜好に応じた活動等をいうものであ

る。 

③ 認知症対応型共同生活介護計画は、利用者

の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて作成されなければならないもの

であり、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障するため、計画作成担当者

は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に

当たっては、その内容等を説明した上で利用

者の同意を得なければならず、また、当該認

知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。 

なお、交付した認知症対応型共同生活介

護計画は、基準第121条第２項の規定に基づ

き、２年間保存しなければならない。 

  

④ 同条第６項は、認知症対応型共同生活介護

計画には、当該共同生活住居内で提供するサ

ービスだけでなく、当該共同生活住居外にお
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づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者

との連絡を継続的に行うことにより、認知症対

応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計

画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定

する認知症対応型共同生活介護計画の変更につ

いて準用する。 

いて入居者が利用する他の居宅サービス等も

位置づけられることから、計画作成担当者

は、当該共同生活住居の他の介護従業者及び

他の居宅サービス等を行う者と連携して当該

計画に基づいたサービスの実施状況を把握

し、また、必要に応じて計画の変更を行うも

のとする。 

⑤ 認知症対応型共同生活介護事業所において

短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定

する場合で、居宅サービス計画に基づきサー

ビスを提供している認知症対応型共同生活介

護事業者については、第３の４の⑼④を準用

する。この場合において、「小規模多機能型

居宅介護計画」とあるのは「認知症対応型共

同生活介護計画」と読み替えるものとする。 

 

※第３の四の４の⑼より 

④ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準第13条第12号において、「介護支援

専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定

居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サー

ビス等基準において位置付けられている計画の

提出を求めるものとする」と規定していること

を踏まえ、小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて短期利用居宅介護費を算定する場合で、居

宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した

居宅サービス計画に基づきサービスを提供して

いる小規模多機能型居宅介護事業者は、当該居

宅サービス計画を作成している指定居宅介護支

援事業者から小規模多機能型居宅介護計画の提

供の求めがあった際には、当該小規模多機能型

居宅介護計画を提供することに協力するよう努

めるものとする。 

 

〔認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について〕 

【問】認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について 

（答）計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充てることが望ましいが、特別養護老人ホームの

生活相談員や老人保健施設の支援相談員等として認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成

に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができることとしているところであ

る。 

この場合の「特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員」はあくまで例示

であって、適切に計画作成を行うことができると認められる者であれば、病院の看護職員、認知

症対応型共同生活介護に相当する事業の介護従業者、特別養護老人ホームの介護職員等実態に応

じて弾力的に取り扱うことについては差し支えないこと。 

また、「認知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有する」とあるのは、

あくまで「認められる者」であれば足りるものであり、計画作成の実務経験を有していなくても、

認知症高齢者の介護サービスについて十分な実務経験があることから、認知症高齢者に対して適

切な計画を作成することができると認められる者を含むものであること。 
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11 介護等 

◎利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な

技術をもって行うこと。 

◎利用者に対して、利用者の負担により、共同生活住居における介護従業者以外の者による

介護を受けさせないこと。 

◎利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努める

こと。 

 

基準規則 解釈通知 

（介護等） 

第 113 条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、

利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する

よう、適切な技術をもって行われなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、そ

の利用者に対して、利用者の負担により、当該

共同生活住居における介護従業者以外の者によ

る介護を受けさせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として

利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるも

のとする。 

第三の五の４ 運営に関する基準 

⑹ 介護等 

① 基準第113条第１項で定める介護サービス

の提供に当たっては、認知症の状態にある利

用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主

性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることが

出来るようにすることを念頭に、利用者の精

神的な安定、行動障害の減少及び認知症の進

行緩和が図られるように介護サービスを提供

し又は必要な支援を行うものとする。その

際、利用者の人格に十分に配慮しなければな

らない。 

② 同条第２項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所で提供されるサービスは施設サー

ビスに準じ、当該共同生活住居において完結

する内容であることを踏まえ、当該事業所の

従業者でないいわゆる付添者による介護や、

居宅療養管理指導を除く他の居宅サービス

を、入居者にその負担によって利用させるこ

とができないこととしたものである。ただ

し、指定認知症対応型共同生活介護事業者の

負担により、通所介護等のサービスを利用に

供することは差し支えない。 

③ 同条第３項は、利用者が介護従業者と食事

や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリ

エーション、行事等を共同で行うことによっ

て良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境

の中で日常生活が送れるようにすることに配

慮したものである。 
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12 社会生活上の便宜の提供等 

◎利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めること。 

◎利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家

族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うこと。 

◎常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保する

よう努めること。 

 

基準規則 解釈通知 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第 114 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援

に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対

する手続等について、その者又はその家族が行

うことが困難である場合は、その者の同意を得

て、代わって行わなければならない。 

 

 

 

 

 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常

に利用者の家族との連携を図るとともに利用者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努

めなければならない。 

 

第三の五の４ 運営に関する基準 

⑺ 社会生活上の便宜の提供等 

① 基準第114条第１項は事業者が画一的なサ

ービスを提供するのではなく、利用者が自ら

の趣味又は嗜好に応じた活動を行うことがで

きるよう必要な支援を行うことにより、利用

者が充実した日常生活を送り、利用者の精神

的な安定、行動障害の減少及び認知症の症状

の進行を緩和するよう努めることとしたもの

である。 

② 同条第２項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、郵便、証明書等の交付申請

等、利用者が必要とする手続等について、利

用者又はその家族が行うことが困難な場合

は、原則としてその都度、その者の同意を得

た上で代行しなければならないこととするも

のである。特に金銭にかかるものについては

書面等をもって事前に同意を得るとともに、

代行した後はその都度本人に確認を得るもの

とする。 

③ 同条第３項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、利用者の家族に対し、当該共

同生活住居の会報の送付、当該事業者が実施

する行事への参加の呼びかけ等によって利用

者とその家族が交流できる機会等を確保する

よう努めなければならないこととするもので

ある。また、利用者と家族の面会の場所や時

間等についても、利用者やその家族の利便を

図るものとする。 
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13 利用者に関する隠岐広域連合への通知 

◎利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を隠岐広域連合

に通知しなければならない。 

・正当な理由なしに指定認知症対応型共同生活介護の利用に関する指示に従わないこと

により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき 

・偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（利用者に関する隠岐広域連合への通知） 

第 26 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護を受けてい

る利用者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、遅滞なく、意見を付してその旨を隠岐広域

連合に通知しなければならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定認知症対応型共同生

活介護の利用に関する指示に従わないことに

より、要介護状態の程度を増進させたと認め

られるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を

受け、又は受けようとしたとき。 

第３の一の４ 運営に関する基準 

⒅ 利用者に関する市町村への通知 

基準規則第26条は、偽りその他不正な行為に

よって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯

罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又

はその原因となった事故を生じさせるなどした

者については、市町村が、法第22条第１項に基

づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条

に基づく保険給付の制限を行うことができるこ

とに鑑み、指定認知症対応型共同生活介護事業

者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の

観点から市町村に通知しなければならない事由

を列記したものである。 

介護予防基準第 22条＝同旨  

 

 

 

14 緊急時等の対応 

◎サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定められた協力医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じること。 

 

基準規則[準用] 解釈通知[準用] 

（緊急時等の対応） 

第 94条 介護従業者は、現に指定認知症対応型共

同生活介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定認

知症対応型共同生活介護が定めた協力医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第３の四の４ 運営に関する基準 

⑿ 緊急時等の対応 

基準規則第94条は、介護従業者が現に指定認

知症対応型共同生活介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対

応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が定

めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならないこととしたものであ

る。協力医療機関については、次の点に留意す

るものとする。 

① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内

にあることが望ましいものであること。 

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当

該協力医療機関との間であらかじめ必要な事

項を取り決めておくこと。 

介護予防基準第 53条＝同旨  
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15 管理者の責務 

◎管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者が行うべき事項〕 

①当該事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握などの一元的な管理 

②従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（管理者の責務） 

第 56 条の 10 指定認知症対応型共同生活介護事

業所の管理者は、当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対

応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理

者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所の従業者に第６章第３節の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

⑷ 基準第56の10は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所の管理者の責務を、指定認知症対応

型共同生活介護事業所の従業者の管理及び指定

認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

一元的に行うとともに、当該指定認知症対応型

共同生活介護事業所の従業者に基準第６章第３

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うこととしたものである。 

 

介護予防基準第 24条＝同旨  

 

 

 

16 管理者による管理 

◎共同生活住居の管理者は次に掲げる施設等の管理する者でないこと。（ただし、これらの施

設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合を除く。） 

・介護保険施設を管理する者 

・指定居宅サービスを管理する者 

・指定地域密着型サービスを管理する者 

・指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所

を管理する者 

・病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者 

 

基準条例 解釈通知 

（管理者による管理） 

第 115 条 共同生活住居の管理者は、同時に介護

保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型

サービス、指定介護予防サービス若しくは指定

地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業

所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する

者であってはならない。ただし、これらの事業

所、施設等が同一敷地内にあること等により当

該共同生活住居の管理上支障がない場合は、こ

の限りでない。 

 

 

予防基準規則第 75条＝同旨  
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17 運営規程 

◎共同生活住居ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規定（運営規程）を定めて

おくこと。 

〔運営規程に定めるべき事項〕 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種､員数及び職務内容 

③利用定員 

④指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑤入居に当たっての留意事項 

⑥非常災害対策 

⑦その他運営に関する重要事項 

 

基準規則 解釈通知 

（運営規程） 

第 116 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 従業者の職種､員数及び職務内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び

利用料その他の費用の額 

⑸ 入居に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 
⑻ その他運営に関する重要事項 

 

⑻ 運営規程 

基準第116条は、指定認知症対応型共同生活

介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適

切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確

保するため、同条第１号から第８号までに掲げ

る事項を内容とする規程を定めることを共同生

活住居ごとに義務づけたものであるが、第４号

の「指定認知症対応型共同生活介護の内容」に

あっては、通所介護等を利用する場合について

は当該サービスを含めたサービスの内容を指す

ものであることに留意するものとする。 

同条第６号の「非常災害対策」は、指定小規

模多機能型居宅介護に係る第95条第９号の規定

と同趣旨であるため、第３の四の４の⑿の③を

参照されたい。 

同条第８号の「その他運営に関する重要事

項」として、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合に身体的拘束等を行う際の手続について定め

ておくことが望ましい。 

 

※第３の四の４の⑿より 

③ 非常災害対策 

  ⒁の非常災害に関する具体的計画を指すもの

であること〔略〕 

予防基準規則第 76条＝同旨  
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18 勤務体制の確保等 

◎適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、共同生活住居ごとに従業者の勤

務の体制を定めておくこと。 

〔介護従業者について勤務表で定めておくべき事項〕 

 ○日々の勤務体制 

 ○常勤・非常勤の別 

 ○管理者との兼務関係 

 ○夜間及び深夜の勤務の担当者 等 

 ※勤務の状況等は、非常勤の介護従業者を含めて事業所の管理者が管理すること。 

◎勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、

継続性を重視したサービスの提供に配慮すること。 

◎介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（勤務体制の確保等） 

第 117 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共

同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当

たっては、利用者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう、継続性を重視したサービスの

提供に配慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介

護従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。その際、当該指

定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての

介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適

切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

⑼ 勤務体制の確保等 

基準第117条は、利用者に対する適切な指定認

知症対応型共同生活介護の提供を確保するため、

職員の勤務体制等を規定したものであるが、この

ほか次の点に留意するものとする。 

① 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の

勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼

務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明

確にすること。 

② 同条第２項は、指定認知症対応型共同生活

介護の利用者の精神の安定を図る観点から、

担当の介護従業者を固定する等の継続性を重

視したサービス提供に配慮すべきこととした

ものであること。 

③ 夜間及び深夜の時間帯を定めるに当たって

は、それぞれの事業所ごとに、利用者の生

活サイクルに応じて設定するものとし、こ

れに対応して、夜間及び深夜の勤務を行わ

せるために必要な介護従業者を確保すると

ともに、夜間及び深夜の時間帯以外の指定

認知症対応型共同生活介護の提供に必要な

介護従業者を確保すること。なお、常時介

護従業者が１人以上確保されている（２に

より指定小規模多機能型居宅介護事業所の

職務を兼ねている夜勤職員が配置されてい

る場合を含む。）ことが必要であること。 

④ 同条第３項は、当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所の介護従業者の質の向上を図

るため、研修への参加の機会を計画的に確保

することとしたものであるが、当該介護従業

者は要介護者であって認知症の状態にあるも

のの介護を専ら担当することにかんがみ、特

に認知症介護に関する知識及び技術の修得を

主たる目的とする研修を受講する機会を確保

するよう努めること。 
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り介護従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 

予防基準規則第 77条＝同旨  
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19 業務継続計画の策定等 

◎感染症や自然災害が発生した場合において、利用者に対する介護サービスが安定的・継続的

に実施されるための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画等を行うこと。 

 

基準規則 解釈通知 

（業務継続計画の策定等） 

第 30 条の２ 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介

護従業者に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、定

期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

⑿  業務継続計画の策定等 

①  基準第30条の２は、指定認知症対応型共

同生活介護事業者は、感染症や災害が発生

した場合にあっても、利用者が継続して指

定認知症対応型共同生活介護の提供を受け

られるよう、業務継続計画を策定するとと

もに、当該業務継続計画に従い、介護従業

者に対して、必要な研修及び訓練（シミュ

レーション）を実施しなければならないこ

ととしたものである。なお、業務継続計画

の策定、研修及び訓練の実施については、

基準第30条の２に基づき事業所に実施が求

められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えな

い。また、感染症や災害が発生した場合に

は、従業者が連携し取り組むことが求めら

れることから、研修及び訓練の実施にあた

っては、全ての従業者が参加できるように

することが望ましい。 

    なお、当該義務付けの適用に当たって

は、令和３年改正省令附則第３条におい

て、３年間の経過措置を設けており、令和

６年３月 31 日までの間は、努力義務とさ

れている。 

②  業務継続計画には、以下の項目等を記載

すること。なお、各項目の記載内容につい

ては、「介護施設・事業所における新型コ

ロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイ

ドライン」及び「介護施設・事業所におけ

る自然災害発生時の業務継続ガイドライ

ン」を参照されたい。また、想定される災

害等は地域によって異なるものであること

から、項目については実態に応じて設定す

ること。なお、感染症及び災害の業務継続

計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。 

  イ 感染症に係る業務継続計画 

   ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感

染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の

確保等） 

   ｂ 初動対応 

   ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との

連携、濃厚接触者への対応、関係者との

情報共有等） 

  ロ 災害に係る業務継続計画 

   ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対

策、電気・水道等のライフラインが停止

した場合の対策、必要品の備蓄等） 

   ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基

準、対応体制等） 

   ｃ 他施設及び地域との連携 
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③  研修の内容は、感染症及び災害に係る 

業務継続計画の具体的内容を職員間に共有

するとともに、平常時の対応の必要性や、

緊急時の対応にかかる理解の励行を行うも

のとする。職員教育を組織的に浸透させて

いくために、定期的（年２回以上）な教育

を開催するとともに、新規採用時には別に

研修を実施すること。また、研修の実施内

容についても記録すること。なお、感染症

の業務継続計画に係る研修については、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修

と一体的に実施することも差し支えない。 

④  訓練（シミュレーション）においては、

感染症や災害が発生した場合において迅速

に行動できるよう、業務継続計画に基づ

き、事業所内の役割分担の確認、感染症や

災害が発生した場合に実践するケアの演習

等を定期的（年２回以上）に実施するもの

とする。なお、感染症の業務継続計画に係

る訓練については、感染症の予防及びまん

延の防止のための訓練と一体的に実施する

ことも差し支えない。また、災害の業務継

続計画に係る訓練については、非常災害対

策に係る訓練と一体的に実施することも差

し支えない。 

    訓練の実施は、机上を含めその実施手法

は問わないものの、机上及び、実地で実施

するものを適切に組み合わせながら実施す

ることが適切である。 
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20 定員の遵守 

◎入居定員及び居室の定員を超えて入居させないこと。（ただし、災害その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。） 

 

基準条例 解釈通知 

（定員の遵守） 

第 118 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させ

てはならない。ただし、災害その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 

予防基準規則第 78条＝同旨  

 

 

 

21 協力医療機関等 

◎利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。（共同

生活住居から近距離にあることが望ましい。） 

◎協力歯科医療機関を定めておくよう努めること。 

◎サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護医療院、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えておくこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（協力医療機関等） 

第 119 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければな

らない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あ

らかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう

努めなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サ

ービスの提供体制の確保、夜間における緊急時

の対応等のため、介護老人福祉施設、介護医療

院、介護老人保健施設、病院等との間の連携及

び支援の体制を整えなければならない。 

 

⑽ 協力医療機関等 

① 基準第119条第１項及び第２項の協力医療

機関及び協力歯科医療機関は、共同生活住居

から近距離にあることが望ましい。 

 

 

 

 

② 同条第３項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、サービスの提供体制の確保、

夜間における緊急時の対応等のため、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、病院等のバ

ックアップ施設との間の連携及び支援の体制

を整えなければならない旨を規定したもので

ある。これらの協力医療機関やバックアップ

施設から、利用者の入院や休日夜間等におけ

る対応について円滑な協力を得るため、当該

協力医療機関等との間であらかじめ必要な事

項を取り決めておくものとする。 

介護予防基準第 79条＝同旨  
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22 非常災害対策 

◎非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行うこと。 

◎訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（非常災害対策） 

第 97 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければなら

ない。 

 

 

⒁ 非常災害対策 

基準第97条は、指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の

策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避

難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけれ

ばならないこととしたものである。関係機関への

通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時

に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をと

るよう従業員に周知徹底するとともに、日頃から

消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に

消火・避難等に協力してもらえるような体制作り

を求めることとしたものである。なお「非常災害

に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第三

条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含

む。）及び風水害、地震等の災害に対処するため

の計画をいう。この場合、消防計画の策定及びこ

れに基づく消防業務の実施は、消防法第八条の規

定により防火管理者を置くこととされている指定

認知症対応型共同生活介護事業所にあってはその

者に行わせるものとする。また、防火管理者を置

かなくてもよいこととされている指定認知症対応

型共同生活介護事業所においても、防火管理につ

いて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計

画の樹立等の業務を行わせるものとする。 

同条第２項は、指定認知症対応型共同生活介護

事業所が前項に規定する避難、救出その他の訓練

の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が

得られるよう努めることとしたものであり、その

ためには、地域住民の代表者等により構成される

運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密

接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力

を得られる体制づくりに努めることが必要であ

る。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加

を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性の

あるものとすること。 

介護予防基準第 56条＝同旨  
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23 衛生管理等 

◎利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ること。 

◎当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努めるこ

と。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（衛生管理等） 

第 56 条の 15 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、利用者の使用する施設、食器その他の

設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、当該

指定認知症対応型共同生活介護事業所において

感染症が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴  当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果につい

て、介護従事者に周知徹底を図ること。 

⑵  当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

⑶  当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所において、介護従事者に対し、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施すること。 

 

⑼ 衛生管理等 

①  基準第56条は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所の必要最低限の衛生管理等に

ついて規定したものであるが、このほか、

次の点に留意するものとする。 

イ 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は、食中毒及び感染症の発生を防止するた

めの措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接

な連携を保つこと。 

ロ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大

腸菌感染症対策、レジオネラ 症対策等

については、その発生及びまん延を防止す

るための措置について、別途通知等が発出

されているので、これに基づき、適切な措

置を講じること。 

ハ 空調設備等により施設内の適温の確保に

努めること。 

② 同条第２項に規定する感染症が発生し、又

はまん延しないように講ずべき措置について

は、具体的には次のイからハまでの取扱いと

すること。各事項について、同項に基づき事

業所に実施が求められるものであるが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも

差し支えない。 

   なお、当該義務付けの適用に当たっては、 

  令和３年改正省令附則第４条において、３年 

  間の経過措置を設けており、令和６年３月  

  31 日までの間は、努力義務とされている。 

  イ 感染症の予防及びまん延の防止のための 

   対策を検討する委員会 

   当該事業所における感染対策委員会であ 

  り、感染対策の知識を有する者を含む、幅広 

  い職種により構成することが望ましく、特 

  に、感染症対策の知識を有する者については 

  外部の者も含め積極的に参画を得ることが望 

ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を 

明確にするとともに、感染対策担当者を決め 

ておくことが必要である。感染対策委員会 

は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、 

おおむね６月に１回以上、定期的に開催する 

とともに、感染症が流行する時期等を勘案し 

て必要に応じ随時開催する必要がある。 

   感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活 

用して行うことができるものとする。この 

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医 

療・介護関係事業者における個人情報の適切 

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 

「医療情報システムの安全管理に関するガイ 
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ドライン」等を遵守すること。 

 なお、感染対策委員会は、他の会議体を設 

置している場合、これと一体的に設置・運営 

することとして差し支えない。また、事業所 

に実施が求められるものであるが、他のサー 

ビス事業者との連携等により行うことも差し 

支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための

指針 

   当該事業所における「感染症の予防及び

まん延の防止のための指針」には、平常時

の対策及び発生時の対応を規定する。 

   平常時の対策としては、事業所内の衛生

管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染

対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生

時の対応としては、発生状況の把握、感染

拡大の防止、医療機関や保健所、市町村に

おける事業所関係課等の関係機関との連

携、行政等への報告等が想定される。ま

た、発生時における事業所内の連絡体制や

上記の関係機関への連絡体制を整備し、明

記しておくことも必要である。 

   なお、それぞれの項目の記載内容の例に

ついては、「介護現場における感染対策の

手引き」を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練 

  介護従事者に対する「感染症の予防及び

まん延の防止のための研修」の内容は、感

染対策の基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該事業所におけ

る指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的

なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくため

には、当該事業所が定期的な教育（年１回

以上）を開催するとともに、新規採用時に

は感染対策研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容についても記録

することが必要である。 

    なお、研修の実施は、厚生労働省「介護

施設・事業所の職員向け感染症対策力向上

のための研修教材」等を活用するなど、事

業所内で行うものでも差し支えなく、当該

事業所の実態に応じ行うこと。 

    また、平時から、実際に感染症が発生し

た場合を想定し、発生時の対応について、

訓練（シミュレーション）を定期的（年１

回以上）に行うことが必要である。訓練に

おいては、感染症発生時において迅速に行

動できるよう、発生時の対応を定めた指針

及び研修内容に基づき、事業所内の役割分

担の確認や、感染対策をした上でのケアの

演習などを実施するものとする。 

    訓練の実施は、机上を含めその実施手法

は問わないものの、机上及び実地で実施す

るものを適切に組み合わせながら実施する

ことが適切である。 
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介護予防基準第 29条＝同旨  

 

〔老計発0331003〕 

【問】今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活に

おける家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に

支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準

備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されてい

る。 

こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホー

ムについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便

を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に

関する諸規則に照らして問題があるのではないか。 

また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護）において、入居者が調理等を

行うことについても、同様の問題はないのか。 

（答）１ 特別養護老人ホームにおける衛生管理については、運営基準に包括的な規定を設けるとと

もに、特に高齢者は食中毒等の感染症にかかりやすく、集団発生や重篤な事例が懸念される

ことに照らし、累次にわたって関係通知により食中毒予防の徹底を図っているところである。 

２ したがって、当該施設において、運営基準及び関係通知に従った衛生管理上の措置が講じ

られていれば、入居者が調理室以外の場所で簡単な調理（米を研ぐ、野菜の皮をむく等）、盛

りつけ、配膳、後片付け（食器洗い等）などを行うこと自体には、食品衛生上の規制に照らし

て問題があるわけではない。 

３ なお、「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」（平成9年3月31日衛食第110号生活衛生

局食品保健課長通知「家庭を原因とする食中毒の防止について」の別添）を添付(→このQAに

は添付なし）するので、衛生管理上の措置を講じる上で活用するよう指導されたい。 

また、入居者が調理等を行うのを支援する介護職員は、検便を行う必要はないので、留意

されたい。 

４ 前記については、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護）も同様である。 
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24 掲示 

◎事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（掲示） 

第 32条 介護事業者は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要、介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。  

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、前

項に規定する事項を記載した書面を当該指定認

知症対応型共同生活介護事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

 

(25) 掲示 

① 基準第32条の第１項は、指定認知症対応型

共同生活介護事業所は、運営規程の概要、介

護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦

情処理の体制、提供するサービスの第三者評

価の実施状況（実施の有無、実施した直近の

年月日、実施した評価機関の名称、評価結果

の開示状況）等の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を指定認知

症対応型共同生活介護事業所の見やすい場所

に掲示することを規定したものであるが、次

に掲げる点に留意する必要がある。 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を

伝えるべき介護サービスの利用申込者、利

用者又はその家族に対して見やすい場所の

ことであること。 

ロ 介護従業者の勤務体制については、職種

ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示す

る趣旨であり、介護従業者の氏名まで掲示

することを求めるものではないこと。 

②  同条第２項は、重要事項を記載したファ

イル等を介護サービスの利用申込者、利用

者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で

当該指定認知症対応型共同生活介護事業所

内に備え付けることで同条第１項の示に代

えることができることを規定したものであ

る。 

介護予防基準第 30条＝同旨  
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25 秘密保持等 

◎従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさな

いこと。 

◎過去に事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必

要な措置を講じること。 

 ※従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金に 

ついて定めておくこと 

◎連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス

提供開始時に、利用者及び家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（秘密保持等） 

第 33 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、当

該指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業

者であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サ

ービス担当者会議等において、利用者の個人情

報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家

族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければな

らない。  

 

 

(23) 秘密保持等 

① 基準第33条は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所の認知症対応型共同生活介護従業

者その他の従業者に、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密の保持を義務づけた

ものである。 

② 同条第２項は、指定認知症対応型共同生活

介護事業者に対して、過去に当該指定認知症

対応型共同生活介護事業所の認知症対応型共

同生活介護従業者その他の従業者であった者

が、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を

取ることを義務づけたものであり、具体的に

は、指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所の認知症対応型共同生活介護従業者その他

の従業者が、従業者でなくなった後において

もこれらの秘密を保持すべき旨を、認知症対

応型共同生活介護従業者その他の従業者との

雇用時等に取り決め、例えば違約金について

の定めを置くなどの措置を講ずべきこととす

るものである。 

③ 同条第３項は、認知症対応型共同生活介護

従業者がサービス担当者会議等において、課

題分析情報等を通じて利用者の有する問題点

や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援

専門員や他のサービスの担当者と共有するた

めには、指定認知症対応型共同生活介護事業

者は、あらかじめ、文書により利用者又はそ

の家族から同意を得る必要があることを規定

したものであるが、この同意は、サービス提

供開始時に利用者及びその家族から包括的な

同意を得ておくことで足りるものである。 

介護予防基準第 31条＝同旨  

 

関連通知 

○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成 29

年４月 14日通知、同年 5月 30日適用） 

○「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関す

るＱ＆Ａ（事例集）（平成 29年５月 30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
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26 広告 

◎虚偽又は誇大な内容の広告を行わないこと。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（広告） 

第 34 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護事業所につ

いて広告をする場合においては、その内容が虚

偽又は誇大なものとしてはならない。  

  

 

介護予防基準第 32条＝同旨  

 

 

 

27 居宅介護（介護予防）支援事業者に対する利益供与等の禁止 

◎居宅介護支援の公正中立性を確保するため、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利益供与を行わないこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第 120 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に

対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住

居を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を供与してはならない。 

 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指

定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当

該共同生活住居からの退居者を紹介することの

対償として、金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。 

⑾ 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 

①  基準第120条第１項は、居宅介護支援事業

者による共同生活住居の紹介が公正中立に行

われるよう、指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、要介護被保険者に対して当該共同

生活住居を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与してはならない

旨を規定したものである。 

②  同条第２項は、共同生活住居の退居後にお

いて利用者による居宅介護支援事業者の選択

が公正中立に行われるよう、指定認知症対応

型共同生活介護事業者は、居宅介護支援事業

者又はその従業者から、当該共同生活住居か

らの退居者を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受してはならな

い旨を規定したものである。 

介護予防基準第 80条＝同旨  

 

★居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者の利益収受も、居宅介護支援・

介護予防支援の運営基準で禁じられているところであり、こうした利益供与・利益収受は

指定の取消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布なども行わないこ

と。） 

★また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサ

ービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼすの

で、これを行わないこと。 
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28 苦情処理 

◎提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するため

に、必要な措置を講じること。 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにしておくこと 

○利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること 

 

事業者に直接苦情があった場合 

・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録

すること  契約終了から２年間保存が必要 

・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を

踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 

隠岐広域連合に苦情があった場合 

・隠岐広域連合が行う文書等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるととも

に、利用者からの苦情に関して隠岐広域連合が行う調査に協力すること 

・隠岐広域連合から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（隠岐

広域連合からの求めがあった場合には、改善の内容を隠岐広域連合に報告すること） 

 

国保連に苦情があった場合 

・利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力すること 

・国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連から

の求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること） 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（苦情処理） 

第 36 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に

係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提

(25) 苦情処理 

① 基準第36条１項にいう「必要な措置」と

は、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制

及び手順等当該事業所における苦情を処理す

るために講ずる措置の概要について明らかに

し、利用申込者又はその家族にサービスの内

容を説明する文書に苦情に対する対応の内容

についても併せて記載するとともに、事業所

に掲示すること等である。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの

苦情に対し、指定認知症対応型共同生活介護

事業者が組織として迅速かつ適切に対応する

ため、当該苦情（指定認知症対応型共同生活

介護事業者が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。）の受付日、その内容等を記

録することを義務づけたものである。また、

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、苦

情がサービスの質の向上を図る上での重要な

情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏

まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行

うことが必要である。なお、基準第121条第

２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録

は、２年間保存しなければならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に
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供した指定認知症対応型共同生活介護に関し、

法第 23 条の規定により隠岐広域連合が行う文

書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は

隠岐広域連合の職員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情に関して隠岐広域

連合が行う調査に協力するとともに、隠岐広域

連合から指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、隠

岐広域連合からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を隠岐広域連合に報告しなければ

ならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提

供した指定認知症対応型共同生活介護に係る利

用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合

会（国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）

第 45 条第５項に規定する国民健康保険団体連

合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176条第１

項第３号の調査に協力するとともに、国民健康

保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、国

民健康保険団体連合会からの求めがあった場合

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連

合会に報告しなければならない。 

関する業務を行うことが位置付けられている

国民健康保険団体連合会のみならず、住民に

最も身近な行政庁であり、かつ、保険者であ

る市町村が、サービスに関する苦情に対応す

る必要が生ずることから、市町村についても

国民健康保険団体連合会と同様に、指定認知

症対応型共同生活介護事業者に対する苦情に

関する調査や指導、助言を行えることを運営

基準上、明確にしたものである。 

介護予防基準第 34条＝同旨  
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29 調査への協力等 

◎提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切なサービスが行われて

いるかどうかを確認するために隠岐広域連合が行う調査に協力するとともに、隠岐広域連

合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

うこと。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（調査への協力等） 

第 99 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、提供した指定認知症対応型共同生活介護に

関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切

な指定認知症対応型共同生活介護が行われてい

るかどうかを確認するために隠岐広域連合が行

う調査に協力するとともに、隠岐広域連合から

指導又は助言を受けた場合においては、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。 

 

⒃ 調査への協力等 

基準第99条は、指定認知症対応型共同生活介護

の事業が小規模であること等から、利用者からの

苦情がない場合にも、市町村が定期的又は随時に

調査を行うこととし、指定認知症対応型共同生活

介護事業者は、市町村の行う調査に協力し、市町

村の指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならないこととしたものである。市町村は、

妥当適切な指定認知症対応型共同生活介護が行わ

れているか確認するために定期的又は随時に調査

を行い、基準を満たさない点などを把握した場合

には、相当の期限を定めて基準を遵守するよう勧

告を行うなど適切に対応するものとする。指定認

知症対応型共同生活介護事業者は、市町村の求め

に応じ、当該事業所の運営規程の概要や勤務体

制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修の

履修状況、利用者が負担する料金等の情報につい

て提出するものとする。さらに、指定認知症対応

型共同生活介護事業者は、当該情報について自ら

一般に公表するよう努めるものとする。 

介護予防基準第 58条＝同旨  
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30 地域との連携等 

◎認知症対応型共同生活介護事業者は、次に掲げる者等により構成される運営推進会議を設

置し、概ね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、評価を受けると共

に、当該会議からの必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。 

〔運営推進会議の構成員〕 

①利用者 

②利用者の家族 

③地域住民の代表者 

④当該事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包

括支援センターの職員 

⑤認知症対応型共同生活介護について知見を有する者 等 

◎運営推進会議への報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記

録を公表すること。 ２年間保存が必要 

◎事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図ること。また、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、

隠岐広域連合等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の隠岐広域連合及び事業所

が所在する市町村が実施する事業に協力するよう努めること。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（地域との連携等） 

第 56 条の 16 指定認知症対応型共同生活介護事

業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供

に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住

民の代表者、指定認知症対応型共同生活介護事

業所が所在する市町村の職員又は当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所が所在する区域を

管轄する法第 115 条の 46 第１項に規定する地

域包括支援センターの職員、認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者等により構成

される協議会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、利用者等

が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）（以下この項において「運営推進

会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回

以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 地域との連携等 

① 基準第56条の16第１項に定める運営推進会

議は、指定認知症対応型共同生活介護事業所

が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者

等に対し、提供しているサービス内容等を明

らかにすることにより、事業所による利用者

の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサ

ービスとすることで、サービスの質の確保を

図ることを目的として設置するものであり、

各事業所が自ら設置すべきものである。 

この運営推進会議は、事業所の指定申請時

には、既に設置されているか、確実な設置が

見込まれることが必要となるものである。ま

た、地域の住民の代表者とは、町内会役員、

民生委員、老人クラブの代表等が考えられ

る。 

運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。ただし、

利用者又はその家族（以下この①において

「利用者等」という。）が参加する場合にあ

っては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。な

お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業

所と他の地域密着型サービス事業所を併設し

ている場合においては、１つの運営推進会議

において、両事業所の評価等を行うことで差

し支えない。 

また、運営推進会議の効率化や、事業所間
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２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の報告、評価、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、そ

の事業の運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければならない。 

 

 

 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、そ

の事業の運営に当たっては、提供した指定認知

症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦

情に関して、隠岐広域連合等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の隠岐広域連合及

び事業所が所在する市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

 

のネットワーク形成の促進等の観点から、次

に掲げる条件を満たす場合においては、複数

の事業所の運営推進会議を合同で開催して差

し支えない。 

イ 利用者等については匿名とするなど、

個人情報・プライバシーを保護するこ

と。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業

所であること。ただし、事業所間のネッ

トワーク形成の促進が図られる範囲で、

地域の実情に合わせて、市町村区域の単

位等内に所在する事業所であっても差し

支えないこと。 

② 運営推進会議における報告等の記録は、基

準第121条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。 

 

③ 基準第56条の16第３項は、指定認知症対応

型共同生活介護の事業が地域に開かれた事業

として行われるよう、指定認知症対応型共同

生活介護事業者は、地域の住民やボランティ

ア団体等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流に努めなければならないこととしたも

のである。 

③  基準第56条の16第４項は、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護に係る基準第

37条第３項の規定と同趣旨であるため、第

３の一の４の（２６）の④を参照されたい。 

 

※第３の一の４の（２６）より 

④ 基準第37条第３項は、基準第37条第２項の趣

旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を積極

的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努

めることを規定したものである。なお、「市町

村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業

のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その

他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が

含まれるものである。 

 

※第３の五の４より 

（16）準用 

〔略〕 指定認知症対応型共同生活介護事業

所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質

の向上を目的として、各事業所が自ら提供する

サービスについて評価・点検（自己評価）を行

うとともに、当該自己評価結果について、運営

推進会議において第三者の観点からサービスの

評価（外部評価）を行うことができることと

し、実施にあたっては以下の点に留意するこ

と。また、運営推進会議の複数の事業所の合同

開催については、合同で開催する回数が、１年

度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数

を超えないこととするとともに、外部評価を行

う運営推進会議は単独開催で行うこと。  

イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサー

ビス内容について振り返りを行い、指定認知症

対応型共同生活介護事業所として提供するサー

ビスについて個々の従業者の問題意識を向上さ
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せ、事業所全体の質の向上につげていくことを

目指すものである。 

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当

該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該

事業所で提供されているサービスの内容や課題

等について共有を図るとともに、利用者のほ

か、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者

の観点から評価を行うことにより、新たな課題

や改善点を明らかにすることが必要である。 

ハ このようなことから、運営推進会議にお

いて当該取組を行う場合には、市町村職員又は

地域包括支援センター職員、指定認知症対応型

共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者

の立場にある者の参加が必要であること。 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用

者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介

護サービスの情報公表制度」に基づく介護サー

ビス情報公表システムを活用し公表することが

考えられるが、法人のホームページへの掲載、

事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への

掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの

掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ 指定認知症対応型共同生活介護の特性に

沿った自己評価及び外部評価の在り方について

は、平成 28 年度老人保健健康増進等事業「認

知症グループホームにおける運営推進会議及び

外部評価のあり方に関する調査研究事業」（公

益社団法人日本認知症グループホーム協会）

(https: //www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12300000-

Roukenkyoku/94_nihonGHkyoukai.pdf)(厚生労

働省ホームページ「平成 28 年度老人保健健康

増進等事業 当初協議採択事業一覧」にて掲載)

を参考に行うものとし、サービスの改善及び質

の向上に資する適切な手法により行うこと。 

介護予防基準第 37条＝同旨  

 

〔指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ〕 

【問】認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行

う必要があるか。 

（答）運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及に

ついて（平成13 年3 月12 日老計発第13 号老健局計画課長通知）」別添2 に掲げる「認知症高齢

者グループホームに係る情報提供の項目」や、自己評価及び外部評価の結果などが考えられるが、

運営推進会議の場においては、当該グループホームにおける運営やサービス提供の方針、日々の

活動内容、入居者の状態などを中心に報告するとともに、会議の参加者から質問や意見を受ける

など、できる限り双方向的な会議となるよう運営に配慮することが必要である。 

なお、運営推進会議の実践例については、厚生労働省としても今後事例の収集を行い、適切な事

例等について情報提供を行っていくことを検討している。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問25】認知症グループホームの運営推進会議においては、地域密着型サービス基準が定めるすべて 

   のメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの 

   代表等））が毎回参加することが必要となるのか。 

（答）・毎回の運営推進会議に全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではなく、会議の

議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。 

 ・ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用した評価」
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として実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同

生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須である。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問26】今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議に 

   おける評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、 

   第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。 

（答）・貴見のとおり。 

     ・なお、今回の決定は、運営推進会議の開催頻度について現行のおおむね年間６回（２月に１回） 

  以上開催することを変更するものではなく、このうち１回以上をサービスの質を評価する回とし 

  てよいという意味であること。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問27】「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第８項等に規 

   定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数につい 

   て本来１年に１回以上のところ、２年に１回にとすることができる場合の要件の一つとして「過 

   去に外部評価を５年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議におけ 

   る評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。 

（答） できない。継続年数に算入することができるのは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設 

   備及び運営に関する基準第97条第８項第１号に規定する外部の者による評価を行った場合に限 

   られる。 
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31 事故発生時の対応 

◎指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじ

め事業者が定めておくこと。 

◎事故発生時には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うと

ともに必要な措置を講じること。 

◎その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（事故発生時の対応） 

第 38 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供により事故が発生した場合は、隠岐

広域連合、当該利用者の家族、当該利用者に係

る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前

項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利

用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（11） 事故発生時の対応 

基準第38条は、利用者が安心して指定認知症対

応型共同生活介護の提供を受けられるよう事故発

生時の速やかな対応を規定したものである。指定

認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対

する指定認知症対応型共同生活介護の提供により

事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に

対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこ

ととするとともに、当該事故の状況及び事故に際

して採った処置について記録しなければならない

こととしたものである。また、利用者に対する指

定認知症対応型共同生活介護の提供により賠償す

べき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか

に行わなければならないこととしたものである。

なお、基準規則第121条第２項の規定に基づき、

事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録は、２年間保存しなければならない。この

ほか、以下の点に留意するものとする。 

 ① 利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供により事故が発生した場合の対応

方法については、あらかじめ指定認知症対応

型共同生活介護事業者が定めておくことが望

ましいこと。 

② 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

賠償すべき事態において速やかに賠償を行う

ため、損害賠償保険に加入しておくか、又は

賠償資力を有することが望ましいこと。 

③ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、

事故が生じた際にはその原因を解明し、再発

生を防ぐための対策を講じること。 

介護予防基準第 35条＝同旨  
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32 会計の区分 

◎事業所ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応型共同生活介護の事業の会計とそ

の他の事業の会計とを区分すること。 

〔関連通知〕 

■介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成 13 年３月 28 日老振発第 18 号） 

■介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成 24 年３月 29

日老高発 0329第１号） 

 

基準条例[準用] 解釈通知[準用] 

（会計の区分） 

第 39 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定認知症対応型

共同生活介護の事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならない。 

(28) 会計の区分 

基準第39条は、指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応

型共同生活介護の事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならないこととしたものであ

るが、具体的な会計処理の方法等については、別

に通知するところによるものであること。 

介護予防基準第 36条＝同旨  
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33 記録の整備 

◎従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 

◎利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる諸記録を整備

し、その完結の日から２年間保存すること。 

〔記録・保存すべき事項〕 

①認知症対応型共同生活介護計画 

②具体的なサービスの内容等の記録（第 109条第２項参照） 

③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録（第 111条第６項） 

④隠岐広域連合への通知に係る記録（第 26条参照） 

⑤苦情の内容等の記録（第 36条第２項参照） 

⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録（第 38条第２項参照） 

⑦運営推進会議への報告、評価、要望、助言等の記録（第 56条の 16第２項参照） 

 

★なお、介護給付費の請求に係る消滅時効の内、過払いの場合（不正請求の場合を含まな

い。）の返還請求の消滅時効は５年 となっており、介護給付費請求書等については最長５

年間保管することが望ましい。 

関連通知 

〇介護保険最新情報 Vol.462 

「介護給付費等の保管について」の一部改正について（平成２７年４月１日） 

 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第 121 条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければならな

い。 

⑴ 認知症対応型共同生活介護計画 

⑵ 第 109条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録 

⑶ 第 111条第６項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑷ 次条において準用する第 26 条に規定する

隠岐広域連合への通知に係る記録 

⑸ 次条において準用する第 36 条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

⑹ 次条において準用する第 38 条第２項に規

定する事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

⑺ 次条において準用する第 56条の 16第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

介護予防基準第 81条＝同旨  
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１．算定構造の概要   

   要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

イ 認知症対応型共

同生活介護費 

認知症対応型共同

生活介護費(Ⅰ)  

７６４ 

単位/日 

８００ 

単位/日 

８２３ 

単位/日 

８４０ 

単位/日 

８５８ 

単位/日 

認知症対応型共同

生活介護費(Ⅱ) 

７５２ 

単位/日 

７８７ 

単位/日 

８１１ 

単位/日 

８２７ 

単位/日 

８４４ 

単位/日 

ロ 短期利用認知症

対応型共同生活

介護費 

短期利用認知症対

応型共同生活介護

費(Ⅰ) 

７９２ 

単位/日 

８２８ 

単位/日 

８５３ 

単位/日 

８６９ 

単位/日 

８８６ 

単位/日 

短期利用認知症対

応型共同生活介護

費(Ⅱ) 

７８０ 

単位/日 

８１６ 

単位/日 

８４０ 

単位/日 

８５７ 

単位/日 

８７３ 

単位/日 

   

注１ 夜勤の勤務条件に関する基準を満たさない場合    ★ 所定単位数×97/100 

運営規程に定める利用定員を超えた場合  所定単位数×70/100 

地域密着型サービス基準に定める員数を置いていない場合 ★  所定単位数×70/100 

注２ 身体拘束廃止未実施減算              ★ －所定単位数×10/100 

注３ イ（2）及びロ（2）について、共同生活住居の数が３である指定認知

症対応型共同生活介護事業所が夜勤を行う職員の員数を２人以上と

する場合に、利用者に対してサービスを行った場合 

 

－  ５０単位/日 

 

注４ 夜間支援体制加算         ★ (Ⅰ) ＋  ５０単位/日 

(Ⅱ) ＋  ２５単位/日 

注５ 認知症行動・心理症状緊急対応加算  ＋ ２００単位 

注６ 若年性認知症利用者受入加算            ★ ＋ １２０単位/日 

注７ 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合    ★ ２４６単位/日 

注８ 看取り介護加算   ★ 死亡日以前31日以上45日以下 ＋  ７２単位/日 

死亡日以前4日以上30日以下 ＋ １４４単位/日 

死亡日の前日及び前々日 ＋ ６８０単位/日 

死亡日 ＋１２８０単位/日 

 

ハ 初期加算 ＋  ３０単位/日 

ニ 医療連携体制加算      ★ (Ⅰ) ＋  ３９単位/日 

(Ⅱ) ＋  ４９単位/日 

(Ⅲ) ＋  ５９単位/日 

ホ 退居時相談援助加算 ＋ ４００単位/回 

へ 認知症専門ケア加算     ★ (Ⅰ) ＋   ３単位/日 

(Ⅱ) ＋   ４単位/日 

ト 生活機能向上連携加算    ★ (Ⅰ) ＋ １００単位/日 

(Ⅱ) ＋ ２００単位/日 

チ 栄養管理体制加算 ＋  ３０単位/月 

リ 口腔衛生管理体制加算 ＋  ３０単位/月 

ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算 ＋  ２０単位/回 

ル 科学的介護推進体制加算   ★ ＋  ４０単位/月 

ヲ サービス提供体制強化加算  ★ (Ⅰ)  ＋  ２２単位/日 

(Ⅱ)  ＋  １８単位/日 

(Ⅲ) ＋   ６単位/日 

ワ 介護職員処遇改善加算    ★  (Ⅰ) ＋所定単位数(イ～ヲ)×111/1000 

 (Ⅱ) ＋所定単位数(イ～ヲ)× 81/1000 

 (Ⅲ) ＋所定単位数(イ～ヲ)× 45/1000 
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カ 介護職員等特定処遇改善加算 ★  (Ⅰ) ＋所定単位数(イ～ヲ)× 31/1000 

 (Ⅱ) ＋所定単位数(イ～ヲ)× 23/1000 

  ★：体制等の届出が必要 
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【介護予防認知症対応型共同生活介護】 

イ 介護予防認知症対応型共同生活介

護費 

介護予防認知症対応型共同生活介護費

(Ⅰ)  

７６０単位/日 

介護予防認知症対応型共同生活介護費

(Ⅱ) 

７４８単位/日 

ロ 介護予防短期利用認知症対応型共

同生活介護費 

介護予防短期利用認知症対応型共同生

活介護費(Ⅰ) 

７８８単位/日 

介護予防短期利用認知症対応型共同生

活介護費(Ⅱ) 

７６６単位/日 

 

注１ 夜勤の勤務条件に関する基準を満たさない場合    ★ 所定単位数×97/100 

運営規程に定める利用定員を超えた場合  所定単位数×70/100 

地域密着型サービス基準に定める員数を置いていない場合 ★  所定単位数×70/100 

注２ 身体拘束廃止未実施減算              ★ －所定単位数×10/100 

注３ イ（2）及びロ（2）について、共同生活住居の数が３である指定認知

症対応型共同生活介護事業所が夜勤を行う職員の員数を２人以上と

する場合に、利用者に対してサービスを行った場合 

 

－  ５０単位/日 

 

注４ 夜間支援体制加算     ★ (Ⅰ) ＋  ５０単位/日 

(Ⅱ) ＋  ２５単位/日 

注５ 認知症行動・心理症状緊急対応加算  ＋ ２００単位/日 

注６ 若年性認知症利用者受入加算            ★ ＋ １２０単位/日 

注７ 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合    ★ ２４６単位/日 

 

ハ 初期加算 ＋  ３０単位/日 

ニ 退去時相談援助加算       ＋ ４００単位/回 

ホ 認知症専門ケア加算     ★ (Ⅰ) ＋   ３単位/日 

(Ⅱ) ＋   ４単位/日 

へ 生活機能向上連携加算    ★ ＋ ２００単位/月 

ト 栄養管理体制加算 ＋  ３０単位/月 

チ 口腔衛生管理体制加算 ＋  ３０単位/月 

リ 口腔・栄養スクリーニング加算 ＋  ２０単位/回 

ヌ 科学的介護推進体制加算   ★ ＋  ４０単位/月 

ル サービス提供体制強化加算  ★ (Ⅰ)  ＋  ２２単位/日 

(Ⅱ)  ＋  １８単位/日 

(Ⅲ) ＋   ６単位/日 

ヲ 介護職員処遇改善加算    ★  (Ⅰ) ＋所定単位数(イ～ル)×111/1000 

 (Ⅱ) ＋所定単位数(イ～ル)× 81/1000 

 (Ⅲ) ＋所定単位数(イ～ル)× 45/1000 

ワ 介護職員等特定処遇改善加算 ★  (Ⅰ) ＋所定単位数(イ～ル)× 31/1000 

 (Ⅱ) ＋所定単位数(イ～ル)× 23/1000 

★：体制等の届出が必要 

 

算定基準告示：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第

126号） 

       指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働

省告示第 128号） 

留意事項通知：指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防

サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成

18年３月 31日老計発 0331005号・老振発第 0331005号・老老発第 0331018号）  
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２．基本報酬   

イ 認知症対応型共同生活介護費 

 

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 

 

【介護予防認知症対応型共同生活介護】 

 イ 認知症対応型共同生活介護費 

 

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 

 

〔身体的拘束未実施減算の対象となる場合〕 

 ①身体的拘束等が行われた場合ではなく、記録を行っていない場合 

 ②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していな

い場合 

 ③身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない場合 

 ④身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合 

 

  

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

(Ⅰ) ７６４単位／日 ８００単位／日 ８２３単位／日 ８４０単位／日 ８５８単位／日 

(Ⅱ) ７５２単位／日 ７８７単位／日 ８１１単位／日 ８２７単位／日 ８４４単位／日 

身体拘束未実施減算    所定単位数×10/100を減算 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

(Ⅰ) ７９２単位／日 ８２８単位／日 ８５３単位／日 ８６９単位／日 ８８６単位／日 

(Ⅱ) ７８０単位／日 ８１６単位／日 ８４０単位／日 ８５７単位／日 ８７３単位／日 

(Ⅰ) ７６０単位／日 

(Ⅱ) ７４８単位／日 

身体拘束未実施減算    所定単位数×10/100を減算 

(Ⅰ) ７８８単位／日 

(Ⅱ) ７７６単位／日 
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算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

イ 認知症対応型共同生活介護（１日につき） 

㈠  認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 

 ㈠ 要介護１        764単位 

 ㈡ 要介護２        800単位 

㈣  要介護３        823単位 

㈤  要介護４        840単位 

㈥  要介護５        858単位 

 ⑵ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 

  ㈠ 要介護１        752単位 

  ㈡ 要介護２        787単位 

  ㈢ 要介護３        811単位 

  ㈣ 要介護４        827単位 

  ㈤ 要介護５        844単位 

ロ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

 ⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 

 ㈠ 要介護１        792単位 

 ㈡ 要介護２        828単位 

 ㈢ 要介護３        853単位 

 ㈣ 要介護４        869単位 

 ㈤ 要介護５        886単位 

 ⑵ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 

 ㈠ 要介護１        780単位 

 ㈡ 要介護２        816単位 

 ㈢ 要介護３        840単位 

 ㈣ 要介護４        857単位 

 ㈤ 要介護５        873単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第90条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護

事業所をいう。以下同じ。）において、指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サービス

基準第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該

施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定す

る。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100

分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が

定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

注２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算と

して、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ イ（２）及びロ（２）について、共同生活住居の数が３である指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、夜勤を行う職員の員数を２人以上とする場合（指定地域密着型サービス基準第90条第１

項ただし書に規定する場合に限る。）に利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った

場合は、所定単位数から１日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準 [H27告示第96号・三十一] 

イ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第90条第１項に規定

する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)を構成する共同生活住居(法第８

条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)の数が一であること。 

⑵ 指定地域密着型サービス基準第90条に定める従業者の員数を置いていること。 

ロ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が２以上であること。 

⑵ イ⑵に該当するものであること。 

ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基   

 準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が一であること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準第89条に規定する指定認知

症対応型共同生活介護をいう。)の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、
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指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護

予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３年以上の経

験を有すること。 

⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべ

き指定認知症対応型共同生活介護(以下この号において「短期利用認知症対応型共同生活介護」と

いう。)を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画(法第８条第24項に規定する居

宅サービス計画をいう。)において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提

供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、(一)及び

(二)の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の

定員の合計数を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるものとする。 

(一) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている

居室等を利用するものであること。 

(二) １の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数は１

名とすること。 

⑷ 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 

⑸ 短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が確保され

ていること。 

⑹ イ⑵に該当するものであること。 

ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基  

 準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数が２以上であること。 

⑵ ハ⑵から⑹までに該当するものであること。 

 

※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［H12告示第29号・三] 

 指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第90条第１項に規定する介護従

業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成９年法律第123号)第８条

第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに１以上であること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準［H27告示第95号・五十八の二] 

認知症対応型共同生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準 

指定地域密着型サービス基準第97条第６項及び第７項に規定する基準に適合していないこと。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑴ 短期利用認知症対応型共同生活介護費について 

 短期利用認知症対応型共同生活介護については、厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年厚生労

働省告示第96号。以下「施設基準」という。）第三十一号ハに規定する基準を満たす認知症対応型共同

生活介護事業所において算定できるものである。 

 ① 同号ハ⑶ただし書に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合

計数を超えて行う短期利用認知症対応型共同生活介護は、あくまでも、緊急に短期利用認知症対

応型共同生活介護を受ける必要がある者にのみ提供が認められるものであり、当該利用者に対す

る短期利用認知症対応型共同生活介護の提供は、７日を限度に行うものとする。 

また、「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者を当該事業所の

共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間帯等に共同生活を送る

共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たして

おり、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している場合とする。特に個室の面積の最低基準

は示していないが、当該利用者の処遇上、充分な広さを有していること。 

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて受け入れ

ることができる利用者数は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに１人まで認められるも

のであり、この場合、定員超過利用による減算の対象とはならない。 

 ② 同号ハ⑸に規定する「短期利用認知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有

する従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のうち「実践

リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は認知症介護指導者養成研修を修了

している者とする。 

 ⑵ 身体拘束廃止未実施減算について 

  身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

指定地域密着型サービス基準第97 条第６項の記録（同条第５項に規定する身体拘束等を行う場合の
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記録）を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員につ

いて所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正

化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のため

の指針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が

生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に

基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま

での間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

イ 介護予防認知症対応型共同生活介護（１日につき） 

⑴ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)     760単位 

⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)     748単位 

ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（１日につき） 

 ⑴介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)  788単位 

 ⑵介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)  776単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職

員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第1項に規定する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第69条に規定する指定介護予防認知症対応型共同

生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定

単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、

所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

注２ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算と

して、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ イ（２）及びロ（２）について、共同生活住居の数が３である指定認知症対応型共同生活介護事

業所が、夜勤を行う職員の員数を２人以上とする場合（指定地域密着型サービス基準第90条第１

項ただし書に規定する場合に限る。）に利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った

場合は、所定単位数から１日につき50単位を差し引いて得た単位数を算定する。 

 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

〔略〕 

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問35】利用者に対し連続して30 日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30 日

を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定で

きないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどの

ように取り扱うのか。 

（答） 当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取

扱いとなる。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問117】新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点

から減算を適用するか。 

（答）  施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備す

る必要があるため、それ以降の減算になる。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問22】認知症グループホームホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事

業所がある場合のユニット数とは何を指すか。 

（答） 体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。 

   例えば、体事業所ユニット数が２、サテライト事業所のユニット数が１である場合、本体事業 

   所では認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）（共同生活住居の数が２以上である場合）を算定し、 

   サテライト事業所では認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（共同生活住居の数が１である場合） 

   を算定する。 
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３．定員超過利用減算・人員基準欠如減算・夜勤職員配置減算 

★定員超過利用減算・人員基準欠如減算の基準に該当する場合は、次の加算は算定できな

い。 

 ○夜間支援体制加算 

 ○口腔衛生管理体制加算 

 ○栄養スクリーニング加算 

 〇サービス提供体制強化加算 

 

定員超過利用減算 

◎１月間（暦月）の利用者等の数の平均が、運営規程に定められている利用者の定員を上回

る利用者を入所等させている場合、翌月の利用者全員について減算（７割算定）となる。 

◎定員超過が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

◎定員超過利用が継続すると、指定を取消される場合がある。 

平均利用者数（小数点以下切上げ）＝ 
当該月の全利用者等の延数  

当該月の日数 

※災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用ついては、その利用者を明確

に区分した上で、計算に含めない。 

 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注１ 〔前略〕なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合

は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

※厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法［H12告示第27号・八] 

7 

厚生労働大臣が定める利用者の数の基準 厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活

介護費の算定方法 

施行規則第131条の６の規定に基づき市町村長

に提出した運営規程に定められている利用定

員を超えること。 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数

を用いて、指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の例により算定す

る。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の１ 

⑹ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を

上回る高齢者を登録させている場合、並びに地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知

症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について当該事業所又

は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させている場合（いわゆる定員超過利用の場

合）においては、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超

過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供

を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の数は、１月間（暦月）の

利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等

の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点

利用者の数が定員を超える場合（定員超過利用） 

所定単位数×70/100 

従業者の員数が基準に満たない場合（人員基準欠如）［要届出］ 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合 

（夜間職員配置減算）［要届出］ 
所定単位数×97/100 
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以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとな

った事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用

者等の全員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算さ

れ、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指

導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある

場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐待を含む。）の受入れ等や

むを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じ

た時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合

は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにも

かかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月

から所定単位数の減算を行うものとする。 
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人員基準欠如減算 

◎人員基準上満たすべき員数を置いていない場合、利用者全員について減算（７割算定）と

なる。 

◎暦月単位又は連続して基準に定める員数を満たしてない場合を除き、減算要件には該当し

ないが、１日でも人員基準上満たすべき員数が満たされていなければ基準違反であり、指

導の対象となり得る。（急な職員の退職等により、人員基準欠如となった場合や、人員基準

欠如になる見込みとなった場合には、必ず隠岐広域連合に報告すること） 

◎適正なサービスの提供を確保するために、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるこ

と。 

◎人員基準欠如が継続すると、指定を取消される場合がある。 

◎計画作成担当者の人員基準欠如については、次に掲げる場合に適用となる。 

①計画作成担当者を配置していない場合 

②計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合 

（ただし、研修の開催状況を踏まえ、研修の修了した職員の離職等により人員基準欠如

となった場合に、介護支援専門員を配置し、かつ当該介護支援専門員が研修を修了する

ことが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない） 

 

〈介護従業者〉 

人員基準欠如の程度 減算の期間 

基準上必要とされる員数から

１割を超えて減少した場合 

その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算 

基準上必要とされる員数から

１割の範囲内で減少した場合 

その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで減

算（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至

っている場合を除く） 

 

〈介護従業者以外〉 

減算の期間 

その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算（ただし、翌月の末日において

人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

 

○常勤換算方法による職員の算定方法（１月間の職員の数の平均で判断） 

常勤換算数 

（小数点第二位以下切り捨て） 
＝ 

 職員の勤務延時間数 

常勤の職員が勤務すべき時間 

 

○利用者数の算定方法 

前年度の平均値 

（小数点第二位以下切り上げ） 
＝ 

 前年度の全利用者等の延数 

前年度の日数 
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夜勤職員配置減算 

◎夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、職員の確保について指導することがあり、従

わないときは指定を取消される場合がある。 
 

〈夜勤を行う職員〉 

人員基準欠如の程度 減算の期間 

ある月（暦月）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める

員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合 
その翌月から人員欠

如が解消されるに至

った月まで減算 
ある月（暦月）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める

員数に満たない事態が４日以上発生した場合 

 

○利用者数の算定方法 

前年度の平均値 

（小数点以下切り上げ） 
＝ 

 前年度の全利用者等の延数 

前年度の日数 

 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注１ 〔前略〕ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数

の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定

方法［H12告示第27号・八] 

 

※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［H12告示第29号・三] 

 指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第90条第１項に規定する介護従

業者をいう。)の数が、当該事業所を構成する共同生活住居(介護保険法(平成９年法律第123号)第８条

第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに１以上であること。 

厚生労働大臣が定める従業者の員数の基準 厚生労働大臣が定める認知症対応型共同生活

介護費の算定方法 

指定地域密着型サービス基準第90条に定める

員数を置いていないこと 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数

を用いて、指定地域密着型サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の例により算定す

る。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の１ 

⑺ 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間

で除することによって算定するものとし、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、や

むを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 

⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護及び看護小規模多機能型居宅介護については、当該事業所又は施設の職員の配置数が、人員

基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行う

こととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明

らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であ

り、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 
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② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４

月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただ

し、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全

利用者等の延数（小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、１日

ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の数

の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の

算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算

定方法に規定する算定方法に従って減算され、 

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月

まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に

従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。）。 

ハ 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス事

業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第63条第１項に規

定する小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に

限る。）、同令第90条第１項に規定する介護従業者及び同令第171条第１項に規定する看護小規

模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に限る。）は前

記イ及びロにより取り扱うこととする。なお、小規模多機能型居宅介護従業者及び看護小規

模多機能型居宅介護従業者については、指定地域密着型サービス基準第63条第４項の看護師

又は准看護師の人員基準欠如に係る減算の取扱いは④、同条第１項の夜間及び深夜の勤務又

は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライト型小規模多機能型居宅介護事

業所（以下「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提供

に当たる職員並びに指定地域密着型サービス基準第171条第１項の夜間及び深夜の勤務並びに

同条第８項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト

型看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提供に当たる職員の人員

基準欠如に係る減算の取扱いは⑤を参照すること。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消される

に至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算

定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合

を除く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介護事業所における

介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小規

模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サービス基準第63条第12項に規定する研修

修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要な研修を修了し

ていない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援

専門員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指定都市

を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人

員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担

当者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介

護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該

研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当

該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従っ

て、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該介護支援専門員等が研

修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由

以外のやむを得ないものである場合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了するこ

とが確実に見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの

間は減算対象としない取扱いとすることも差し支えない。 

⑤ 地域密着型サービス基準第63条第１項及び第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務

を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当

た る小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如については、ある月において以下のいず

れかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、減算することとす

る。 

イ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に

満たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に

満たない事態が４日以上発生した場合 

⑥ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事

業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定
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の取消しを検討するものとする。 

⑼ 夜勤体制による減算について 

① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、夜勤

を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基準」と

いう。））を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニー

ズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護

職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において以下

のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が

減算されることとする。 

イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則

として事業所又は施設ごとに設定するものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基

準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日

以上発生した場合 

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、⑻②を準用すること。この場

合において「小数点第二位以下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当

該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討すること。 

 

〔指定認知症対応型共同生活介護の減算に関するＱ＆Ａ〕 

【問】認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及

び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を

修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算（所定単位数の70/100）に対

応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 

（答）１ 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等について、計画作成担当者や介護

支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合など

減算対象となる場合の①減算の届出に係る記載、②請求に係るサービスコードについては、

以下のとおり取り扱うこととする。 

   ＜介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表＞ 

 ① 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合 

・「職員の欠員による減算の状況」欄の「３ 介護職員」に○印をつける。 

②認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場  

    合 

・「職員の欠員による減算の状況」欄の「２ 介護従業者」に○印をつける。 

  ＜介護給付費単位数等サービスコード表＞ 

   ①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の場合 

    ・「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場合×７０％」欄に対応するサービスコードを

使用する。 

   ②認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護の

場合 

    ・「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×７０％」欄に対応するサービスコードを使用

する。 

    ※ なお、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通

所介護費等の算定方法」(平成12 年厚生省告示第27 号)等の告示における職員の欠員によ

る減算の規定が不明確との指摘があったことから、官報の一部訂正により対応することと

している。 

２ 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員については、登録者についての小規模多

機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプラン」の作成や、当該居宅サービスを

含めた「給付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が通常行っている業務を行う必要があることから、欠員が生じた場合には、減算にはならな

くとも、速やかに配置するようにすること。 

なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所に介護支援専門員が配置されていない場

合は、小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に係る給付管理票の「担当介護支援専門員番

号」欄は「99999999」と記載すること。 
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〔指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するＱ＆Ａ〕 

【問】認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所

における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算（所定単位数の70/100 を算

定）について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は

年間３，４回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適

用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象とし

ないといった取扱いをすることは可能か。 

（答）⑴ 減算の取扱いについて 

１ 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了してい

ない場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った

月まで、利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば

減算されないこととなっている。 

２ 職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要

件を満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の対象とな

る。 

３ しかしながら、都道府県における研修の開催状況を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計

画作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、

当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了

するまでの間は減算対象としないこととする。 

４ なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づ

き、（人員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこととする。 

⑵ 研修受講上の配慮 

５ 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（老計発第

0331007 厚生労働省老健局計画課長通知）に定める研修受講に当たっての都道府県への「推

薦書」（別紙３）の余白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如とな

ったが、当該職員に代わる新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受

講させる必要がある」旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。 

６ 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置され

た職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を優先

して、最も近い研修を受講させるよう配慮されたい。 
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４．夜間支援体制加算   

★定員超過利用減算・人員基準欠如減算の基準に該当する場合は算定できない。 

 

◎共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて１の介護従業者を配置している場合

において、それに加えて常勤換算方法で１以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当た

るものを配置した場合に算定する。 

◎全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていなけれ

ばならない。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。 

⑴ 夜間支援体制加算(Ⅰ)        50単位 

⑵ 夜間支援体制加算(Ⅱ)        25単位  

 

※厚生労働大臣が定める施設基準[H27告示第96号・三十一] 

イ 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 通所介護費等の算定方法第８号に規定する基準に該当していないこと。 

⑵ 前号イ又はハに該当すること。 

⑶ 夜勤を行う介護従業者(指定地域密着型サービス基準第90条第１項に規定する介護従業者をい

う。以下この号において同じ。)及び宿直勤務に当たる者の合計数が２以上であること。 

ロ 夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ イ⑴に該当するものであること。 

⑵ 前号ロ又はニに該当するものであること。 

⑶ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所を構成する共同生活住居の数に１を加えた数以上であること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑶ 夜間支援体制加算について 

  当該加算は、認知症対応型共同生活介護事業所の一の共同生活住居につき、夜間及び深夜の時間

帯を通じて１の介護従業者を配置している場合において、それに加えて常勤換算方法で１以上の介

護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するものとすること。ただし、全

ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。 

 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問118】加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しなければならないか。また１ユ

ニットの事業所も２ユニットの事業所も加配するのは常勤換算で１名以上か。 

（答）  １ユニット、２ユニットの事業所とも、夜間及び深夜の時間帯に常勤換算１名以上を加配す

ることとし、夜間及び深夜の時間帯を通じた配置は要しない。 

 

  

夜間支援体制加算［要届出］ 

（Ⅰ） ＋５０単位／日 

（Ⅱ） ＋２５単位／日 
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〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問121】どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例を示していただきたい。 

（答）  本加算制度は、基準省令第９０条第１項に規定する「当該事業所を構成する共同生活住居ご

とに、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を

除く。）を行わせるために必要な数以上」の基準を満たした上で、１事業所あたり常勤換算で１

名以上の追加配置をした場合に対象となる。よって、対象となる夜勤職員の配置事例は以下の

とおりである。 

・事例１（１ユニットの場合） 

夜勤職員１名＋夜勤職員常勤換算１名 

・事例２（２ユニット（ユニット毎に夜勤職員を１名配置）の場合 

夜勤職員２名（ユニット毎１名）＋夜勤職員常勤換算１名 

・事例３（２ユニット（２ユニットに夜勤職員１名を配置）の場合） 

夜勤職員１名（２ユニットで１名）＋夜勤職員１名（人員配置基準を満たすための夜勤職員）

＋夜勤職員常勤換算１名 

事例３は問１２０で回答したとおり、加算対象となるためには原則の夜勤体制にする必要

があることから、夜勤職員１名の追加配置を要するものである。 

   ※事例３の２ユニットで夜勤職員１名を認めていた例外規定については廃止されている。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問122】留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置

基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配

置が必要か。 

（答）  加算対象の夜勤職員の配置については、一月当たりの勤務延時間が当該事業所の常勤換算１

以上であれば足りるものである。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問173】小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直

する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加

算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 

（答）  事業所内での宿直が必要となる。 

なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利

用者の安全確保を更に強化するために配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅

介護における夜間の宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応す

るための配置であることから、その配置の考え方は異なるものである。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問174】認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している

場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として１名の宿直勤務

をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か 

（答）  本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのもので

あることから、原則として、算定は認められない。ただし、認知症対応型共同生活介護事業所

に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合で、以下の要件を満たすほか、入

居者の処遇に支障がないと認められたことにより、１名の夜勤職員が両事業所の夜勤の職務を

兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に１名の宿直職

員を配置することをもって、加算を算定することとしても差し支えない。 

・ 指定認知症対応型共同生活介護事業の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり

定員の合計が９人以内であること 

・ 指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣

接しており、一体的な運用が可能な構造であること。 
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〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.４）〕 

【問23】３ユニットで２名の夜勤配置に常勤換算で１名を追加配置した場合は対象となるか。 

（答） 当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90 条第１ 

   項ただし書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

   域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 70 条 

   第１項ただし書きに規定する、３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接してお 

   り、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策（マニュ 

   アルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件とする例外措置（この場合、利用者のケア 

   の質の確保や職員の業務負担にも十分に配慮すること。）であり、本加算制度においては通常 

   の配置を超えて夜勤職員を手厚く配置していることを評価しているものであることから、ご質 

   問の配置では加算対象にならない。 
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５．認知症行動・心理症状緊急対応加算   

 

◎医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に

指定認知症対応型共同生活介護を利用する事が適当であると判断した者に対し、入居を開

始した日から起算して７日を限度として所定単位数に加算できる。 

 

◎認知症の行動・心理症状とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・

暴言等の症状を指すものである。 

 

◎本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるも

のとする。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注５ ロについて、医師が、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知

症をいう。以下同じ。)の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に

指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対

応型共同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して７日を限度として、１日につ

き200単位を所定単位数に加算する。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑷ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

 ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴

言等の症状を指すものである。 

 ② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型共同

生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員

と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場

合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場

合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用認知症対応型共同生活介護ではなく、医療機関における対応が必要であると

判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切

な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

 ③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、当該

加算は算定できないものであること。 

  ａ 病院又は診療所に入院中の者 

  ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

  ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、

短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施

設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 

 ④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断

を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して

おくこと。 

 ⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる

利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであり、利用開始後８日目以降の短期利用

認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問39】「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情

報は必ず文書で提供する必要があるのか。 

（答） 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による

診療情報提供を義務づけるものではない。 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日 



認知症対応型共同生活介護 87 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問119】夜間帯における常勤換算１名以上の考え方如何。 

（答）  夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供すること

をいうものである。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問110】入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であって

も、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。 

（答）  当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以内

で算定できる。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問111】入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定でき

るか。 

（答）  本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予

定どおりの入所は対象とならない。 
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６．若年性認知症利用者受入加算   

★認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算

は算定できない。 

 

◎若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定でき

る。 

 

◎受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、担当者を中心に、利用者の特

性やニーズに応じたサービスの提供を行うこと。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応

型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護

を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１日につき120単位を所定単位数に加算す

る。ただし、注４を算定している場合は、算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・十八] 

 受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症

によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑸ ３の２（14）を準用する。 

 

※H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の３の２（14） 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性や

ニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問101】一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 

（答）  ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問102】担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答）  若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただ

きたい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

  

若年性認知症利用者受入加算[要届出] １２０単位／日 
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７．利用者が入院したときの費用の算定   

 

◎１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定できる。 

 

◎あらかじめ、利用者に対して、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるとき

は、その者及びその家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するととも

に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護

事業所に円滑に入居することができる体制を確保していることについて説明を行うこと。 

 

◎利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し

支えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的なも

のでなければならない。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応

型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、１月に６日

を限度として所定単位数に代えて１日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日

は、算定できない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・四十二] 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３月以内に退院す

ることが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便

宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑹ 利用者が入院したときの費用の算定について 

① 注６により入院時の費用を算定する指定認知症対応型共同生活介護事業所は、あらかじめ、利

用者に対して、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家

族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある

場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができ

る体制を確保していることについて説明を行うこと。 

イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当するか否かは、利用者の入院先の病院又

は診療所の当該主治医に確認するなどの方法により判断すること。 

ロ 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、利用者及びその家族の同意の上での入退院の手続

きや、その他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものである。 

ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをも

って該当するものではなく、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室

の確保が間に合わない場合等を指すものである。事業所側の都合は、基本的には該当しないこ

とに留意すること。 

ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し支

えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的なものでな

ければならない。 

② 入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院を行う場合の入院期間は、

６日と計算される。 

（例） 

入院期間：３月１日～３月８日（８日間） 

３月１日 入院の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 

３月８日 入院の終了………所定単位数を算定 

利用者入院時費用[要届出] ２４６単位／日 
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 ③ 利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定できる。 

④ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使用し

ていた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同

意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等に活用することは可能である。た

だし、この場合に、入院時の費用は算定できない。 

⑤ 入院時の取扱い 

イ 入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続13 泊（12日

分）まで入院時の費用の算定が可能であること。 

（例） 月をまたがる入院の場合 

入院期間：１月25 日～３月８日 

１月25 日 入院………所定単位数を算定 

１月26 日～１月31 日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 

２月１日～２月６日（６日間）………１日につき246 単位を算定可 

２月７日～３月７日………費用算定不可 

３月８日 退院………所定単位数を算定 

ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等への連絡調

整、情報提供などの業務にあたること。 

 

〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問112】入院時の費用の算定について、３ヶ月入院した場合に、次のように、毎月６日を限度として

加算を認めることは差し支えないか。 

    （例）４月１日から６月３０日まで３ヶ月入院した場合 

       ４月１日（入院） 

       ４月２日～７日（一日につき246単位を算定） 

       ４月８日～30日 

       ５月１日～６日（一日につき246単位を算定） 

       ５月７日～31日 

       ６月１日～６日（一日につき246単位を算定） 

       ６月７日～29日 

       ６月30（退院） 

（答）  平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号第２－６－

（６）－⑤に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12

日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに６日間の費用が算定できるものではない。 
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８．看取り介護加算   

 

◎看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

いと診断した利用者について、その旨を利用者等に対して説明し、その後の療養及び介護

に関する方針についての合意を得た場合において、医師、看護職員、介護職員、介護支援

専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する

合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援す

ることを主眼として設けたものである。 

 

◎退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算

定しない。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

注８ イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出

た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利

用者については、看取り介護加算として、死亡日以前31日以上45日以下については１日につき72

単位を、死亡日以前４日以上30日以下については１日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日

については１日につき680単位を、死亡日については１日につき1,280単位を死亡月に加算する。

ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、

算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準[H27告示第96号・三十三] 

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を

説明し、同意を得ていること。 

ロ 医師、看護職員(指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪

問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の

上、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取り

に関する指針の見直しを行うこと。 

 

※厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者[H27告示第94号・四十] 

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であるこ

と。 

ロ 医師、看護職員(指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準第九十条

に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の職員又は当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定

訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第１項第１号に規定する指定訪問看護ス

テーションをいう。)の職員に限る。)、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医

師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応

じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上

で、同意している者を含む。)であること。 

看取り介護加算[要届出] 

死亡日以前31日以上45日以下 ７２単位／日 

死亡日以前４日以上30日以下 １４４単位／日 

死亡日の前日及び前々日 ６８０単位／日 

死亡日 １２８０単位／日 
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ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連

携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した

上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)

であること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑺ 看取り介護加算について 

 ① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと

診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等（以下「利用者等」という。）に対して

説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、医師、看護職

員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及

び介護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよ

う支援することを主眼として設けたものである。 

 ② 利用者等告示第40号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所におい

て利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要であることから、当

該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距

離にある病院、診療所若しくは訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）

の職員に限るとしているところである。具体的には、当該認知症対応型共同生活介護事業所と訪

問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又は同一市町村内に所在していないとし

ても、自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離に所在するなど、実態とし

て必要な連携をとることができることが必要である。 

③ 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていく

ためにも、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル(PDCAサイクル)により、

看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要であり、具体的

には、次のような取組が求められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計

画に基づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う

（Do)。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精

神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行

う（Action）。 

なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対す

る看取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活

動を行うことが望ましい。 

 ④ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を

行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症対応型共同生活介護

事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等において看取りに

際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理

解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて、説明の際には、利用者等

の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供する

こと。 

 ⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、介護支援専門員等

による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針に盛り込むべ

き項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該事業所の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族等への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の方法 

⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第34 号イ⑶に規定する重度化した場合の

対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって看取りに関する指針の作成に代えることが

できるものとする。また、重度化した場合の対応に係る指針をもって看取りに関する指針として

扱う場合は、適宜見直しを行うこと。 
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⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連

携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努めるこ

と。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての

記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及

び対応についての記録 

 ⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にそ

の説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれないような場合

も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護に

ついて相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定

は可能である。 

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の

相談日時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず事

業所への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、事業所は、連絡を

取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意

思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

 ⑨ 看取り介護加算は、利用者等告示第40号に定める基準に適合する看取り介護を受けた利用者が

死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、認知症対応型共同生活介護事業所において

行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合でも算

定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護事業所において看取り介護を直接

行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、

退居した日の翌日から死亡日までの期間が45日以上あった場合には、看取り介護加算を算定する

ことはできない。）なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生

労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考に

しつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及び

その家族と必要な情報の共有等に努めること。 

 ⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であ

るが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、事業所に入

居していない月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居

等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合がある

ことを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

 ⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機

関に対する情報提供等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的

な関わりの中で、利用者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ね

たときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、利

用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

 ⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前45日の

範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能で

ある。 

⑬ 入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に

所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるようにするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、１月に２人以上が

看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ましくないものであること。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準[H27告示第96号・三十四] 

75頁に記載。 
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９．初期加算   

 

◎入居した日から起算して３０日以内の期間について算定する。 

 

◎当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の

場合は過去１月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定でき

る。ただし、３０日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護

事業所に再び入居した場合は上述にかかわらず算定できる。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ハ 初期加算 

 注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、１日につ

き所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活

介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑻ 初期加算について 

 ① 初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当す

る者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り算定でき

ることとする。 

② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該認知

症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了

した翌日に当該認知症対応型共同瀬活介護事業所に入居した場合を含む。）については、初期加算

は入居直前の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用日数を30 日から控除して得た日数に限

り算定するものとする。 

③ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期加算が算

定される。 

 

〔介護報酬等に係るＱ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問】痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同等、当該入所

者が過去３ヶ月間（ただし、「「痴呆性老人の日常生活自立度」の活用について」（平成５年10月26

日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知）によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過

去１ヶ月間とする。）の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限

り算定できることとなるのか。 

（答）貴見のとおり。 

〔介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａ〕 

【問】認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホ

ームに引き続き入居することとなった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 

（答）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き

当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は30日から入居直前の短期利用の利

用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。 

 

  

初期加算 ３０単位／日 
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10．医療連携体制加算   

★医療連携体制加算(Ⅰ)～(Ⅲ)を算定している場合は、その他の医療連携体制加算(Ⅰ)～

(Ⅲ)は算定しない。 

 

◎医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続し

て認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行っ

たり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業

所を評価するものである。 

 

◎別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症

対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定

できる。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ニ 医療連携体制加算 

 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応

型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)       39単位 

⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)       49単位 

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)       59単位 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準[H27告示第96号・三十四] 

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看

護ステーションとの連携により、看護師を１名以上確保していること。 

⑵ 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該

指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法(指定地域密

着型サービス基準第２条第６号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第38号、第41号及

び第42号において同じ。)で１名以上配置していること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指

定訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。

ただし、⑴により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定

訪問看護ステーションの看護師により、24時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ 算定日が属する月の前12月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が１人以上であ

ること。 

(一) 喀痰かくたん吸引を実施している状態 

(二) 経鼻胃管や胃瘻ろう等の経腸栄養が行われている状態 

⑷ イ⑶に該当するものであること。 

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で１名以上配置

医療連携体制加算[要届出] 

(Ⅰ) ３９単位／日 

(Ⅱ) ４９単位／日 

(Ⅲ) ５９単位／日 
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していること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定

訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。 

⑶ イ(3)及びロ(3)に該当するものであること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑼ 医療連携体制加算について 

 ① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認

知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療

ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの

である。 

② 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型共同生活介護事

業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護

師の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。 

また、看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当

該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として確保するこ

とも可能である。 

③ 医療連携体制加算(Ⅰ)の体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。 

④ 医療連携体制加算(Ⅱ)の体制については、事業所の職員として看護師又は准看護師を常勤換算

方法により１名以上配置することとしているが、当該看護職員が准看護師のみの体制である場合

には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携を要することとしている。 

⑤ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、③のサービス

提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限

り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行うことが求め

られる。 

加算の算定に当たっては、施設基準第34 号ロの⑶に規定する利用者による利用実績（短期利用

認知症対応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を送るために必

要な支援を行っていることを要件としている。 

イ 同号ロの⑶の(一)に規定する「喀痰吸引を実施している状態」とは、認知症対応型共同生活

介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施している状態である。 

ロ 同号ロの⑶の㈡に規定する「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、

当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 

ハ 同号ロの⑶の㈢に規定する「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射

により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者である

こと。 

ニ 同号ロの⑶の㈣に規定する「人工腎臓を実施している状態」については、当該月において人

工腎臓を実施しているものであること。 

ホ 同号ロの⑶の㈤に規定する「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施

している状態」については、重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90mmHg 以下が持続す

る状態又は酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は動

脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。 

ヘ 同号ロの⑶の㈥に規定する「人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態」については、

当該利用者に対して、人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合で

あること。 

ト 同号ロの(3)の(七)に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」とは、経

口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っている状態

であること。 

チ 同号ロの⑶の㈧に規定する「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下のい

ずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限ること。 

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮膚の損傷

はない） 

第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの）がある  

第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで

及んでいることもあれば、及んでいないこともある  
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第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

リ 同号ロの⑶の㈨に規定する「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われて

いる利用者について、気管切開に係るケアを行った場合であること。 

⑥ 医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき

項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における

指定認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人

及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。 

また、医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用することが可能

となったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問

看護が利用可能であることについては、これまでと変わらないものである。 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問５】要支援２について算定できるのか。 

（答） 要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについ

ては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問６】看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専

従であることが必要か。 

（答） 職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合について

は、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看

護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職

務に専従することが必要である。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問７】看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。（２４時間オンコールとされているが、

必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。） 

（答） 看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要

とされる具体的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必

要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。（事業所における勤務実態がなく、単に

「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない。） 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問８】協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連

携医療機関との連携体制（連携医療機関との契約書で可能か）による体制で加算が請求可能か。 

（答） 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して

認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日

常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を

整備している事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機

関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約の

みでは、算定できない。 

なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算

を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問９】同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えら

れるのか。（他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか） 

（答） 算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事

業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問10】算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるの

か。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 

（答） 算定の留意事項（通知）にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合

における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医

療機関との連携体制、②入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取

りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、な
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どを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。 

また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが

重要である。なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説

明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。 

〔介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するＱ＆Ａについて〕 

【問51】医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同

一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別養護老人ホームにお

いて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると

考えてよいか。 

（答） 医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医

療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人

ホームの看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホーム

からの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、２４時

間連絡体制が確保されていると考えられる。 

〔全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ〕 

【問98】医療連携体制加算について、 

 ①看護師は、准看護師でもよいのか。 

②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣するこ

ととして差し支えないか。 

③具体的にどのようなサービスを提供するのか。 

（答） 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して

認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療

ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するも

のである。 

したがって、 

 ①利用者の状態の判断や、グループホーム職員に対し医療面からの適切な指導、援助を行うこ

とが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加算は認め

られない。 

 ②看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該グ

ループホームの職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能であ

る。 

 ③医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、 

・利用者に対する日常的な健康管理 

     ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡調整 

     ・看取りに関する指針の整備 

    等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。 

〔全国介護保険担当課長ブロック会議資料Ｑ＆Ａ〕 

【問101】医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、

急性憎悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 

（答）  診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問118】新設された医療連携体制加算（Ⅱ）・（Ⅲ）の算定要件である前十二月間における利用実績と

算定期間の関係性如何。 

（答）  算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。 

前年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

利用実績  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  

算定可否 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

             

当該年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

利用実績             

算定可否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 
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11．退居時相談援助加算   

 

◎利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型

サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対

して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内

に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センター又は地域包括

支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅

サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に算定できる。（利用者１人

につき１回を限度） 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ホ 退居時相談援助加算       400単位 

注 利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サー

ビスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後

の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談

援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内に当該利用者の退居後の

居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。)及び老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律

第133号)第20条の７の２に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)又は地域包括支援

センター(介護保険法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターをいう。)に対して、当

該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービス

に必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき１回を限度として算定する。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑽ 退居時相談援助加算について 

 ① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。 

 ａ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

 ｂ 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に

関する相談援助 

 ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

 ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 

 ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者

生活介護の利用を開始する場合 

ｃ 死亡退居の場合 

③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行うこと。 

④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

⑤ 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関する記

録を行うこと。 

 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問117】退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 

（答）  本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを

評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相談援助は居宅

サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。 

  

退居時相談援助加算 ４００単位／回 
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12．認知症専門ケア加算   

★認知症専門ケア加算(Ⅰ)～(Ⅱ)を算定している場合は、その他の認知症専門ケア加算(Ⅰ)

～(Ⅱ)は算定しない。 

 

◎厚生労働大臣が定める介護を必要とする認知症の者に対し、専門的な認知症ケアを行った

場合に算定できる。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ヘ 認知症専門ケア加算 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指

定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケア

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)       ３単位 

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)       ４単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第96号・四十二] 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すお

それのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」

という。)の占める割合が２分の１以上であること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定

施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生

労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対

象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施しているこ

と。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に

係る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介

護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、

介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別

に厚生労働大臣が定める者を含む。)を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導

等を実施していること。 

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等[H27告示第96号・四十一] 

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大

臣が定める者第23号の２に規定する者 

※二十三号の二  

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の

者 

  

認知症専門ケア加算[要届出] 

(Ⅰ) ３単位／日 

(Ⅱ) ４単位／日 
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留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑾ 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平

成18年３月31日老発第03310 10号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業

の円滑な運営について」（平成18年３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定す

る「認知症介護実践リーダー研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活

用して行うができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

④  認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成

研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問112】例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介

護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認め

られるか。 

（答） 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定す

る研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められ

る。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問113】認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 

（答）  認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行

っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問114】認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 

（答）  届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問115】認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常

勤要件等はあるか。 

（答）  専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや

認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での

業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。 
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主た

る事業所１か所のみである。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問116】認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年９月

５日老発第623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第

43号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

（答）  含むものとする。 

〔平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問41】グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含める

ことが可能か。 

（答） 短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該加算の算定

要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。 
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〔認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて〕 

【問】認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力

を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケ

ア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 

（答）認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症

介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている

者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症

介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダ

ー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。 

 
 従って、平成21年度４月17日発出のQ＆A（Vol.２）問40の答において

示したように加算対象となる者が10名未満の場合にあっては、平成20年

度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リー

ダー研修の未受講者）１名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できる

こととなる。 

     

なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践リーダ

ー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところである。しかしなが

ら、平成21年度については既に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラム

を補うことにより、認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすこととする。 

平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研

修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。 

〔令和３年度改定に関するＱ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問29】認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護

の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあ

るか。 

（答）・ 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

    ① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

    ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師 

     教育課程 

    ③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

   ・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

〔令和３年度改定に関するＱ＆Ａ(Vol.4)〕 

【問38】認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認

知症介護実践リーダー研修終了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護 

   に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

（答）必要ない。 

   ・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

   ・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

   のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。 

（研修修了者の人員配置例） 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看 

   護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び 

 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 

 

        加算対象者数 

 ～19  20～29  30～39 ・・ 

 

必要な研修 

 修了者の 

 配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」  

  １ 

 

  ２ 

 

  ３ 

 

・・  認知症介護実践リーダー研修 

認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」  

  １ 

 

  １ 

 

  １ 

 

・・  認知症介護指導者養成研修 

認知症看護に係る適切な研修 

 

  



認知症対応型共同生活介護 103 

13．生活機能向上連携加算   

 

◎利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業

所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者

が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共

同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し

た場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知

症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定で

きる。（初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の間の

み） 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ト 生活機能向上連携加算         

注１ （1）について、計画作成担当者（指定地域密着型サービス基準第90条第５項に規定する計画

作成担当者をいう。注２において同じ。）が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活

介護計画（指定地域密着型サービス基準第98条第１項に規定する認知症対応型共同生活介護計画

をいう。以下同じ。）を作成し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共

同生活介護を行ったときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月

に、所定単位数を加算する。 

注２ （2）について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者

(指定地域密着型サービス基準第90条第５項に規定する計画作成担当者をいう。リにおいて同じ。)

が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して

行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービ

ス基準第90条第５項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。以下この注において同

じ。)を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当

該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回

の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単

位数を加算する。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

⑿ ①生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常生活に

おいて介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、利用者

本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有す

る能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を

定めたものでなければならない。 

ロ イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リ知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、

起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管

理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、

現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものと

する。この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

生活機能向上連携加算 

(Ⅰ) １００単位／月（※3月に1回を限度）  

(Ⅱ) ２００単位／月 
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設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの認知症対応型共同生活介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げる

その他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた三月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者自身

がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に

係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保

持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定す

ること。 

ホ 本加算はロの評価に基づき、イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき提供された初回の

介護の提供日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算

を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直す必

要があること。 

ヘ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士

等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上

で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行

うこと。 

②生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ホ及びヘを除き①を適用する。本加算は、理

学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者

の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成担当者が、助言に基

づき①イの認知症対応型共同生活介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過

後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施すること

を評価するものである。  

ａ ①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把

握し、又は指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用し

た動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画

作成担当者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合におい

ては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握すること

ができるよう、理学療法士等と計画作成担当者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、ａの助言に基づき、生活機能ア

セスメトを行った上で、①イの認知症対応型共同生活介護計画の作成を行うこと。なお、①イ

の認知症対応型共同生活介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの認知症対応型共同生活介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を

提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき認知症対応型共同

生活介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪

等により認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合を除き、①イの認知症対応型共同生活

介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定し

ない。 

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再

度ａの助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可

能である 

③ ①の介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの

中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

イ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ロ 生活機能アセスメントの結果に基づき、イの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ハ ロの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ニ ロ及びハの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

④ ③のロ及びハの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者自身が

その達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る

生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等） 

の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 
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⑤ 本加算は②の評価に基づき、①の介護計画に基づき提供された初回の介護の提供日が属する月

を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、

再度②の評価に基づき介護計画を見直す必要があること。 

⑥ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等

に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、

利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び③のロの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこ

と。 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問113】指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リ

ハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委

託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことにな

ると考えてよいか。 

（答） 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要が

ある。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問114】生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所

リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として

許可病床数 200 床未満のものに限る。）と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 

（答） ・貴見のとおりである。 
    ・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手と

して想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテ

ーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活用、地域との連携の促進

の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 
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14．栄養管理体制加算   

★定員超過利用・人員基準欠如に該当する場合は算定できない。 

 

◎事業所において管理栄養士が、従業者に対し栄養ケアに係る技術的助言及び指導を１月に

1回以上行っている場合に算定可能 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

チ 栄養管理体制加算       30単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄養

ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算す

る。 

※厚生労働大臣が定める基準[大臣基準告示・五十八の五] 

通所介護費等算定方法第５号、第８号、第９号、第10号、第12号、第13号、第14号、第15号、第19

号及び第22号に規定する基準のいずれにも該当しないこと 

（※定員超過利用・人員基準欠如減算に該当していないこと） 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(13) 栄養管理体制加算について 

① 栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は、外部（他の介護事業所（栄養管理体制加算の対

象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定

する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているも

のに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養

ケア・ステーション」）との連携により体制を確保した場合も、算定できる。 

② 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の低栄養状態の評価

方法、栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への対応方法、食形態の調整

及び調理方法その他当該事業所において日常的な栄養ケアの実施にあたり必要と思われる事項の

うち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、利用者ごとの栄養ケア・

マネジメントをいうものではない。 

③ 「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録すること。 

イ 当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ その他必要と思われる事項 

 

 

  

栄養管理体制加算 ３０単位／月 
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15．口腔衛生管理体制加算   

★定員超過利用減算・人員基準欠如減算の基準に該当する場合は算定できない。 

 

◎歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技

術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に算定できる。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

リ 口腔衛生管理体制加算       30単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・六十八] 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ

き、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 通所介護費等算定方法第５号、第８号、第９号、第10号、第12号、第13号、第14号、第15号、第19

号及び第22号に規定する基準のいずれにも該当しないこと 

 （※定員超過利用・人員基準欠如減算に該当していないこと） 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(14) 口腔衛生管理体制加算について 

①「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方

法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、

その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうも

のではない。また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。また、「口腔ケ

アに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

②  「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生

士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であって

も口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導

又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたって

は、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問115】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入

所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

（答）  入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算

定できる。 

〔平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問116】口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時

口腔衛生管理体制加算 ３０単位／月 
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間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日で

あっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時

間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 

（答）  貴見のとおりである。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.３）〕 

【問80】口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師

は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答） 協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯

科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.３）〕 

【問83】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入

所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

（答） 入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算

定できる。 

〔令和３年度４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.３）〕 

【問84】口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」

については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 

（答） 施設ごとに計画を作成することとなる。 
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16．口腔・栄養スクリーニング加算   

★当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。

また、定員超過利用減算・人員基準欠如減算の基準に該当する場合も算定できない。 

 

◎利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態

のスクリーニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用

者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合に

あっては算定しない。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算       20単位 

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所

の従業者が、利用開始時及び利用中の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリー

ニングを行った場合に、１回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、当該

事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・四十二の六] 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の

口腔の健康態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあ

っては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供している

こと。 

ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状

態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

ハ 通所介護費等算定方法第５号、第７号から第９号まで、第19号、第21号及び第22号に規定する

基準のいずれにも該当しないこと。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(15) 口腔・栄養スクリーニング加算について 

３の２（17）①及び③を準用する。 

３の２（17） 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔ス

クリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ

次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

  ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者  

ｂ 入れ歯を使っている者  

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

   ａ ＢＭＩが18.5 未満である者  

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平 

成18年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリスト 

の№11 の項目が「１」に該当する者  

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者 ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

  

口腔・栄養スクリーニング加算 ２０単位／回 
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〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問30】当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄

養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。 

（答） サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養

改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議

で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。 

〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問２】栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場

合にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから６か月を空けれ

ば当該事業所で算定できるか。 

（答） ６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成30年度介護報酬改定

に関するＱ＆Ａ（Vol.１）」（平成30 年３月23 日）の通所系・居住系サービスにおける栄養ス

クリーニング加算に係る問30 を参照されたい。 

〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問20】令和２年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３年４月に口

腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 

（答） 算定できる。 
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17．科学的介護推進体制加算   

★科学的介護情報システム（LIFE）を活用し、利用者ごとの ADL値等の必要な情報を厚生労

働省に提出し、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直す等、サービス今日に

あたって当該情報を有効に活用している場合に算定可能である。 

 

◎利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況 

等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していることが算定の要件である。 

 

◎必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介 

護の提供に当たって、上記に掲げた利用者ごとの基本的な情報その他指定認知症対応型共 

同生活介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していることが算定の要件 

である。 

 

〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ル 科学的介護推進体制加算       40単位 

注 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定認

知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、

１月につき所定単位数を加算する。 

(1) 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に

係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

(2) 必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活介護の

提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用していること。 

 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(16)  科学的介護推進体制加算について 

３の２（19）を準用する。 

３の２（19） 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注21 に掲げる

要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度

等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、

評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施

する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のよ

うな一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算

定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサー

ビス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に

資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特

性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの

質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

 

科学的介護推進体制加算 ４０単位／回 
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［令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.３）］ 

【問16】要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれ

るが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

（答）・やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月におい

て、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用

者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラ

ブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

   ・また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項

目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・

施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問17】ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれる

が、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

（答） ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、

ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するもの

ではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体について

は、利用者の同意は必要ない。 

〔令和３年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問18】加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意

が取れない場合には算定できないのか。 

（答） 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む

原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用

者又は入所者について算定が可能である。 
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18．サービス提供体制強化加算   

★介護福祉士の資格保有者、常勤職員または一定の勤続年数を満たす者が、一定の割合で雇

用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う加算です。 

 

◎下記のうちいずれか一つを算定できる。 

加算の種類 主な要件 対象従業者 単位 

加算(Ⅰ)  

介護福祉士が 70％以上又は勤続年数

10年以上の介護福祉士が 25％以上配

置 

 

介護職員 

 

22単位／日 

加算(Ⅱ) 

 

介護福祉士が 60％以上配置 

 

 

介護職員 

 

18単位／日 

加算(Ⅲ) 

介護福祉士が 50％以上※1、常勤職

員が 75％以上※２又は勤続年数 7 年

以上の者が 30％以上※３配置 

※１介護職員 

※２看護・介護職員 

※３利用提供する職員 

 

６単位／日 

※職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（４月～２月）の平

均を用いる。（毎年度３月初めに、当該年度の実績が基準に適合しているか確認し、適合し

ていない場合は、加算の変更または廃止の届出を行うこと。） 

※ただし、前年度の実績が６か月に満たない事業所（新規・再開を含む）については、届出

日の属する月の前３ヶ月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる。 

 （注１）この場合、届出を行った月以降においても、直近３か月間の職員の割合につき、

毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

 （注２）その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合につい

ては、直ちに加算の変更または廃止の届出を行うこと。 

※利用提供する職員とは、介護従業者として勤務を行う職員を指す。 

※勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供す

る職員として勤務した年数を含めることができる。 

※同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型共同生活介

護）を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

  

サービス提供体制強化加算[要届出] 

(Ⅰ)  ２２単位／日 

(Ⅱ) １８単位／日 

(Ⅲ)  ６単位／日 
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〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ヌ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応

型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)       22単位 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)       18単位 

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)       ６単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・五十九] 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

100分の70以上であること。 

㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福

祉士の占める割合が100分の25以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100

分の60以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100 

分の50以上であること。  

㈡ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合

が100分の75以上であること。  

㈢ 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上

の者の占める割合が100分の30以上であること。 

⑵ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 別の告示で定める定員・人員基準に適合していること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(17) サービス提供体制強化加算について 

① ２(16)④から⑦まで、４(18)②及び５(16)②を準用する。 

② 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を行う

職員を指すものとする。 

 

※H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の２(16)④から⑦，第２の４(18)

②及び第２の５(16)② 

第２の２(16) サービス提供体制強化加算について 

 ④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を

用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再

開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算

出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につい

ては、４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各

月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に

つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなけれ

ばならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成 

24年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成24年３月31日時点で勤続年数が３年以上であ
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る者をいう。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他

の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員と

して勤務した年数を含めることができるものとする。 

第２の４⒀ サービス提供体制強化加算について 

 ② 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護〔介護予防認知症対応型共同生活介護〕                                                      

を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

第２の５⑾ サービス提供体制強化加算の取扱い 

 ② なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者〔認知症対応型共同生活介護の職員〕に係る

常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含ま

れるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問２】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課

程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされ

ているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

（答） 要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるもの

ではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格

又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介

護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれ

ば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験セン

ターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促

すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要

件の留意事項を示されたい。 

（答） 訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに研修

計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問

介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされてい

るが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人

の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。 

なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を

実施できるよう策定すること。 

〔平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問４】特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係

る要件の留意事項を示されたい。 

（答） 本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられ

た「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対し

て、１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施すること

としている。 

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働

安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で

受診しない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含

む。）を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項

目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない（この取扱いについては、

高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第２１条

により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用す

る労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱い

として差し支えない。）。 
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平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問５】同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種（直接

処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも

通算できるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

（答） 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職

種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法

人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実

質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。 

ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできな

い。 

平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問６】産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答） 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めるこ

とができる。 

平成２１年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問10】「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととさ

れている平成21年度の１年間及び平成22年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所につ

いて、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

（答） サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のよ

うに規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されな

くなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加

算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

 

具体的には、平成21年４月に算定するためには、平成20年12月から平成21年２月までの実績

に基づいて３月に届出を行うが、その後平成21年１月から３月までの実績が基準を下回ってい

た場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年４月分

の算定はできない取扱いとなる。 

平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問63】サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと

同様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分

を除く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業

を再開した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるという

ことでいいのか。 

（答） 貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月

以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する

必要がある。 

平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問64】サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得するこ

とは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、

実地指導等によって、介護福祉士の割合が60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返

還となるのか。 

（答） サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得するこ

とはできない。 

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないこと

が判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能

となっている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可

能であり、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するため

の届出を行うことが可能である。 
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平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問65】特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料

を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合で

も、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 

（答） 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料（上乗せ介護サービス費用）については、介護職

員・看護職員の人数が量的に基準を上回っている部分について、利用者に対して、別途の費用

負担を求めることとしているものである。一方で、サービス体制強化加算は、介護職員におけ

る介護福祉士の割合など質的に高いサービス提供体制を整えている特定施設を評価するもので

あるため、両者は異なる趣旨によるものである。 

従って、上乗せ介護サービス利用料を利用者から受領しつつ、サービス提供体制強化加算の

算定を受けることは可能である。 

〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問８】療養病床等から転換した介護医療院においてサービス提供体制強化加算を算定するにあたっ

ては、療養病床等に勤務していた職員の勤続年数を通算できるのか。 

（答） 転換前の療養病床等と転換後の介護医療院の職員に変更がないなど、療養病床等と介護医療

院が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。 
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19．介護職員処遇改善加算   

◎厚生労働大臣が定める基準（下記要件）に適合する事業所が算定できる。 

 要    件 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 

１ 加算算定見込額を上回る介護職員の賃金改善計画

の策定、当該計画に基づく適切な措置 

１
～
６
の
全
て
に
適
合 

１
～
６
の
全
て
に
適
合 

１
～
６
の
全
て
に
適
合 

２ 介護職員処遇改善計画書の作成、全介護職員への

周知、隠岐広域連合長への届出 

３ 加算算定額に相当する賃金改善の実施 

４ 介護職員の処遇改善実績の隠岐広域連合長への報

告（事業年度ごと） 

５ 労働基準法等に基づく罰金以上の刑に処せられて

いない（算定月の前 12月間） 

６ 労働保険料の適正な納付 

７ ①介護職員の任用の際の職責・職務内容等の要件

を書面で定めること 

②介護職員の資質向上支援計画の策定、当該計画

に基づく研修の実施等 

③介護職員が経験・資格・一定の基準に基づき昇

給する仕組みを書面で定めること 

※①②③全てにおいて、介護職員全員に周知する

必要がある 

①
②
③
の
全
て
に
適
合 

①
②
の
全
て
に
適
合 

①
②
の
い
ず
れ
か
に
適
合 

８ 平成 20年から上記３の届出までに実施した介護職

員の処遇改善内容（賃金改善以外）についての全

介護職員への周知 
－ － 

適
合 

９ 平成 27年４月以降実施（予定）の介護職員の処遇

改善内容（賃金改善以外）についての全職員への

周知 

適
合 

適
合 

－ 

★介護職員処遇改善加算は、平成 23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による

処遇改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的

とし創設されたものである。 

関連通知 

「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（平成 30年３月 22日老発 0322 第２号 厚生労働省老健局長通知） 

★介護職員処遇改善加算を算定する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出

書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の他に、毎年度、「介護職員処遇改善計画

書」と「介護職員処遇改善実績報告書」の提出が必要である。（手続き・様式等については

隠岐広域連合ホームページを参考とすること 

  

介護職員処遇改善加算[要届出] 

(Ⅰ) ＋所定単位数×111／1000 

(Ⅱ) ＋所定単位数×81／1000 

(Ⅲ) ＋所定単位数×45／1000 
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★介護職員処遇改善計画書等の全ての介護職員への周知、賃金改善の実施を適切に行うこ

と。 

★やむを得ず元々の賃金水準を引き下げる場合には、介護職員に周知し「特別な事情に係る

届出書」を提出すること。（状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金

水準を引き下げ前の水準に戻すこと。） 

 

各年度の手続き 

 

１ 介護職員処遇改善計画書の提出（毎年度必要） 

  ［提出期限］算定しようとする月の前々月の末日（前年度から引き続き算定する場合は２月末日） 

        ※加算届〔★〕は、算定しようとする月の前月の 15日 

         (加算区分が前年度と変わらなければ、加算届は毎年度提出する必要は無い) 

提出書類 

前年度から引き続き算定 新規に算定 

１事業所のみ 

複数の事業所を

法人でまとめて

届け出る場合 

１事業所のみ 

複数の事業所を

法人でまとめて

届け出る場合 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[★] ●⑴ ●⑴ ○ ○ 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[★] ●⑴ ●⑴ ○ ○ 

介護職員処遇改善加算届出書（単独事業所用） ○  ○  

介護職員処遇改善加算届出書（複数事業所用）  ○  ○ 

就業規則(写し)・給与規定(写し)・ 

労働保険保険関係成立届等の納入証明書等(写し) 
●⑴ ●⑴ ○ ○ 

介護職員処遇改善計画書 ○ ○ ○ ○ 

介護職員処遇改善計画書（事業所等一覧表）  ○  ○ 

介護職員処遇改善計画書（都道府県内一覧表）  ●⑵  ●⑵ 

介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）  ●⑵  ●⑵ 

特別な事情に係る届出書 △⑶ △⑶ △⑶ △⑶ 

※○印…提出が必要 ●印…次の(1)(2)の場合は提出が必要 △印…次の(3)の場合のみ提出が必要 

⑴ 前回提出時と変更がある場合 

⑵ 隠岐広域連合の圏域を超えて所在する事業所を有する場合 

⑶ 介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く）を引き下げた上で賃金改善を行う場合 

 

２ 届け出に変更があった場合 

  ［提出期限］変更事由の発生後、速やかに届出 

        ※加算届〔★〕は、算定しようとする月の前月の 15日 

         (加算区分が変わらなければ、加算届を毎年度提出する必要は無い) 

提出書類 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

収集合併・

新設合併等

による計画

の作成単位

の変更 

複数の事業所を

法人でまとめて

届け出ている場

合で、事業所の

増減 

就業規則・給与

規定等の是正

（介護職員の処

遇改善に関する

内容に限る） 

キャリア

パス要件

の変更

（加算区

分） 

加算の

取り下

げ 

元々の

賃金水

準を引

き下げ

る 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[★]  ○  ○ ○  

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[★]  ○  ○ ○  

介護職員処遇改善加算届出書（単独事業所用）       

介護職員処遇改善加算届出書（複数事業所用）       

就業規則(写し)・給与規定(写し)・   ○    

介護職員処遇改善計画書    ○  ○ 

介護職員処遇改善計画書（事業所等一覧表） ○ ○   ●⑵  

介護職員処遇改善計画書（都道府県内一覧表） ●⑴ ●⑴   ●⑴  

介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表） ●⑴ ●⑴   ●⑴  

特別な事情に係る届出書      ○ 

介護職員処遇改善加算対象事業者変更届 ○ ○ ○ ○ ●⑵ ○ 

※○印…提出が必要 ●印…次の(1)(2)の場合は提出が必要  

⑴ 前回提出時と変更がある場合 

⑵ 複数の事業所を法人でまとめて届出をしている場合で、一部の事業所の加算を取り下げる場合 
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３ 介護職員処遇改善実績報告書の提出（毎年度必要） 

  ［提出期限］算定期間が３月で終了する事業所は、７月末日 

        算定期間が２月以前で終了する事業所は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 

提出書類 １事業所のみ 
複数の事業所を法人で 
まとめて届け出る場合 

介護職員処遇改善実績報告書 ○ ○ 

介護職員処遇改善実績報告書（事業所等一覧表）  ○ 

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県内一覧表）  ● 

介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）  ● 

賃金改善所要額の積算の根拠となる書類 ○ ○ 

※○印…提出が必要 

 ●印…隠岐広域連合の圏域を超えて所在する事業所を有する場合 
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〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

ワ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものと

して市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対

応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年3月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する

単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単

位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単

位数 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・六十] 

第48号の規定を準用する。 

※四十八 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算

定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じているこ

と。 

⑵ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計

画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改

善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届

け出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等に

より事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃

金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

⑷ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善

に関する実績を市町村長に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、

労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられてい

ないこと。 

⑹ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行わ

れていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを

含む。)を定めていること。 

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇

給を判定する仕組みを設けていること。 

(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

⑻ 平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の

内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に

周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑹まで、⑺(一)から(四)まで及び⑻に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するもの

を含む。)を定めていること。 

ｂ aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 
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ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研

修の機会を確保していること。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知していること。 

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内

容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周

知していること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(18） 介護職員処遇改善加算について 

 ２の(17)を準用する。 

 

※H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６(17) 

 介護職員処遇改善加算の内容については、別添通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」［令和３年３月16日老発0316第４号→３巻］）を参照

すること。 

 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問224】介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 

（答）  加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年４月から算定が可能とな

るため、その賃金改善実施期間についても原則４月（年度の途中で加算の算定を受ける場合、

当該加算を受けた月）から翌年の３月までとなる。 

なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場

合は、賃金改善実施期間を６月から翌年５月までとするなど柔軟な対応をとられたい。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問226】介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 

（答）  ３月16日付け老発0316第２号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで

複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素

化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問227】介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 

（答） 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護

職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 

また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。 

なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる 

①利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力（例：介

護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）の向上

に努めること。 

②事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）の取得

率向上 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問228】介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働

保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。 

（答）  加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行わ

れていることが必要となるため、労働保険保険関係成立届等の納入証明書（写）等を提出書類

に添付する等により確認する。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問229】実績報告書の提出期限はいつなのか。 

（答）  各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改

善実績報告書を提出する。 

例：加算を算定する最後のサービス提供月が３月の場合、５月支払となるため、２か月後の

７月末となる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問230】キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を

求める必要があるか。 

（答）  介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャ

リアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。 

また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確
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認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。 

地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県

に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問231】賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印

した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよい

か。 

（答）  賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への

文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要

である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問232】労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認

するのか。 

（答）  事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確

認する。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問233】介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必

要か。 

（答）  職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて

設定することが必要である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問235】介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都

道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成すること

はできないと解してよろしいか。 

（答）  加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事

項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずし

も届け出を行う必要はない。 

また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、

各年毎に作成することが必要である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問237】実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要が

あるのか。 

（答）  加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額

を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与

として支給されることが望ましい。 

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還と

なる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問238】期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。 

（答）  加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指

導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たして

いない不正請求として全額返還となる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問240】加算は、事業所ごとに算定するため，介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇

改善計画書や実績報告書は，（法人単位ではなく）事業所ごとに提出する必要があるのか。 

（答）  加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等

を複数有する介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）である場合や介護サービス事

業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービ

ス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により運営されている場

合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問242】介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映

されるのか。 

（答）  介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。また、利用者には通常

の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求することになる。 
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〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問243】介護職員処遇改善加算の算定要件として，介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県

知事等に提出することとなっているが，当該要件を満たしていることを証するため，計画書や

実績報告書の提出を受けた都道府県知事は，（介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受

理通知」は送付しているがそれとは別途に）「受理通知」等を事業所に送付する必要があるの

か。 

（答）  加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施す

ることが必要である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問245】交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱

うのか。一時金で改善してもよいのか。 

（答）  介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類

（基本給、手当、賞与又は一時金等）等を記載することとしているが、基本給で実施されるこ

とが望ましい。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問246】交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象と

しないことは可能か。 

（答）  介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることで

あり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象とし

ないことは可能である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問41】加算算定時に１単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者

負担の１円未満はどのように取り扱うのか。 

（答） 通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の

加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善

加算額から保険請求額等を減じた額となる。 

※ なお、保険請求額は、１円未満の端数切り捨てにより算定する。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問12】介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように

算定するのか。 

（答） 介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算

出する。 

その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超

えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給

付の対象外となる。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問13】複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度

基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 

（答） これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても

構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額

超過とするかについて判断する。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問14】賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 

（答） 加算の算定月数と同じ月数とすること。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問15】介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年４月から新規に介護職員処遇改善加算を

算定する事業所について、国保連からの支払いは６月になるので、賃金改善実施期間を６月か

らとすることは可能か。 

（答） 賃金改善実施期間は原則４月から翌年３月までの１年間とすることとしているが、６月から

の１年間として取扱うことも可能である。 

〔平成２４年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問16】介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算

総額を記載するのか。 

（答） 保険請求分に係る加算額（利用者１割負担分を含む）と区分支給限度基準額を超えたサービ

スに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分かるようにすること。 
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〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問38】事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はい

つなのか。 

（答） 賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の

改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場

合の賃金水準とは、以下のとおりである。なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤

務実績のない介護職員については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金

水準と比較する。 

○平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいず

れかの賃金水準 

・加算を取得する直前の時期の賃金水準（介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」という。）

を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。） 

・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃金改善の部分を

除く。) 

○平成26年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合加算を取

得する月の属する年度の前年度の賃金水準 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問39】職場環境等要件（旧定量的要件）で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具

体的にどのようなものか。 

また、処遇改善加算（Ⅰ）を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施してい

る処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。 

更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27年4月以降に実施した賃金改

善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。 

（答） 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27年３月31日に発出された老発0331 第

34号の別紙様式２の（３）を参照されたい。 

また、処遇改善加算（Ⅰ）を取得するに当たって平成27年４月から実施した賃金改善以外の処

遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式２の（３）の項目について、平成20年10月から実施

した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載

すること。 

例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減の

ための介護ロボットを導入し、平成27年４月から実施した取組内容として、同様の目的でリフ

ト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式２の（３）においては、同様に「介護職員の腰痛

対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすること

になるが、それぞれが別の取組であり、平成27年４月から実施した新しい取組内容であること

から、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。 

平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問40】一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する（支給日前

に退職した者には全く支払われない）」という取扱いは可能か。 

（答） 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることで

あり、事業所（法人）全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としな

いことは可能である。 

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等

について、計画書等に明記し、職員に周知すること。 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての

賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。 
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〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問42】処遇改善加算の算定要件である｢処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善｣に関して、下記

の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 

①法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金

に上乗せして支給すること。 

②研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 

③介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代

わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。 

（答） 処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改

善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要

する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。 

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うため

の具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問43】平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善

の基準点の１つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準（交付金を取得していた場合は、交

付金による賃金改善の部分を除く。）」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すの

か。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年９月以前の

賃金水準を基準点とすることはできるか。 

（答） 平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受

けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年

度介護報酬改定Q＆A(vol.１)（平成24年３月16日）処遇改善加算の問223における取扱いと同様

に、平成23年度の賃金水準（交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除

く。）をいう。したがって、平成24年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可

能となる前の平成21年９月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問45】職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテ

ゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーに

おいて１つ以上の取組を実施する必要があるのか。 

（答） あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関す

る要件と明らかに重複する事項でないものを１つ以上実施すること。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問46】平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26

年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度と

なる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金

水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 

（答） 前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当

たりの賃金月額である。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問47】平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26

年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度と

なる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金

水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 

（答） 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改

善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善

分とすることは差し支えないか。 

①過去に自主的に実施した賃金改善分 

②通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問49】介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 

（答） 介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃

金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇

改善実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。 
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〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問50】平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可

能か。 

（答） 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改

善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善

を行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に

記載する方法が考えられる。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問51】介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処遇改善加算を取得しており、

平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。 

（答） 処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇

改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その

内容に変更（加算取得に影響のない軽微な変更を含む）がない場合は、その提出を省略させる

ことができる。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問52】従来の処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）については、改正後には処遇改善加算（Ⅱ）～（Ⅳ）とな

るが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定

等体制届出書の提出は必須か。 

（答） 介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要に

なるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支えない。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問55】処遇改善加算に係る届出において、平成26 年度まで処遇改善加算を取得していた事業所につ

いては、一部添付書類（就業規則等）の省略を行ってよいか。 

（答） 前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関す

る事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問56】基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間

の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資

料の提出が必要となるのか。 

（答） 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、

事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事

情届出書を届け出る必要がある。 

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、

可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。 

また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。 

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に

限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわた

って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

・介護職員の賃金水準の引下げの内容 

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必

要な手続きを行った旨 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問57】賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が

実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。 

（答） 処遇改善加算は、平成27年３月31日に発出された老発0331第34号の２（２）②の賃金改善に係

る比較時点の考え方や、２（３）①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方

に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較

し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実

施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。 
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〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問58】一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・ 

施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよい

か。 

（答） 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水

準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 

ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっか

りと説明した上で、適切に労使合意を得ること。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問59】法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金

が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。 

（答） 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはな

らないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げ

られた場合、特別事情届出書の提出が必要である。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問60】事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響

のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 

（答） 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱

いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介

護職員の賃金水準を引き下げることはできない。 

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判

断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能とな

っている必要がある。 

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に

限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわた

って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

・介護職員の賃金水準の引下げの内容 

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必

要な手続きを行った旨 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問61】新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続

を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上で賃金改

善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 

（答） 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算

による賃金改善分を除く。）を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の

賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やか

に介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あ

くまでも一時的な対応といった位置付けのものである。 

したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出す

るものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施するこ

とが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。 

〔平成２７年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問62】特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。）を引き下げ

た上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。 

（答） 平成27年３月31日に発出された老発0331第34号の２（２）②の賃金改善に係る比較時点の考

え方や、２（３）①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業

所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問１】キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 

（答） キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備

することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。

一方、新設する介護職員処遇改善加算（以下「加算」という。）の加算（Ⅰ）（以下「新加算（Ⅰ）」

という。）の取得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給

の仕組みを設けることを要件としている。 
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〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問２】昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設

けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 

（答） お見込みのとおりである。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問３】昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。 

（答） 昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問４】資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業

所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体

的にはどのような仕組みか。 

（答） 本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを

踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉

士の資格を有する者が、介護支援専門員の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支

給される仕組みなどが考えられる。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問５】キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要

件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。 

（答） キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人

に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 

また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介護職員処遇改善加算の

対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書

は、派遣労働者を含めて作成することとしている。新加算（Ⅰ）の取得に当たっても本取扱い

に変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、

当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問６】キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのような

ものが含まれるのか。 

（答） 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定して

いる。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られ

る仕組み」については、介護職員として職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資

格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の資格を

取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。 

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その

取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満たし得る。ただし、その場合にも、当該

資格を取得するための要件が明文化されているなど、客観的に明らかとなっていることを要す

る。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問７】『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどの

ような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。 

（答） 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明

文化されていることが必要である。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問８】キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、

加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。 

（答） キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合

においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が

加算の算定額を上回っていればよい。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問９】新加算（Ⅰ）取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29 年

度について、当該承認が計画書の提出期限の４月15日までに間に合わない場合、新加算（Ⅰ）を

算定できないのか。 

（答） 計画書に添付する就業規則等について、平成29年度については、４月15日の提出期限までに

内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。ただし、

その内容に変更が生じた場合、確定したものを６月30日までに指定権者に提出すること。 
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〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問10】平成29 年４月15 日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が

得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算（Ⅰ）は算定できないのか。 

（答） 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキ

ャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算（Ⅰ）は算定できないが、新加算（Ⅰ）

以外の区分の算定要件を満たしていれば、変更届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。

また、内容の変更が軽微で、変更後の内容がキャリアパス要件Ⅲを満たす内容であれば、変更

届の提出を要することなく、新加算（Ⅰ）を取得できる。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問11】介護職員処遇改善加算に係る加算率について、今回の改定後の介護職員処遇改善加算Ⅱ及び

Ⅲの加算率が改定前と変わっているのはなぜか。 

（答） 新加算（Ⅰ）の創設に伴い、最新の介護職員数と費用額の数値に基づき、介護職員処遇改善加

算（Ⅱ）及び（Ⅲ）の加算率を改めて設定し直したものであり、介護職員１人当たりの賃金改善

額として見込んでいる金額（27,000円相当、15,000円相当）が変わったものではない。 

〔平成２９年度改定関係Ｑ＆Ａ〕 

【問12】介護報酬によるものと総合事業によるものを一体的に提供している場合、計画書や実績報告

書は各１枚で提出して差し支えないか。 

（答） 差し支えない。 

〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問12】外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象とな

るのか。 

（答） 介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である

こと」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、ＥＰ

Ａによる介護福祉士候補と同様に、介護職員処遇改善加算の対象となる。 

〔平成３０年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.6)〕 

【問７】最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改善加算により得た加

算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。 

（答） 介護職員処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについ

ては、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通

常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金額と比較する賃金に

含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを

行っていただくことが望ましい。 
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20．介護職員等特定処遇改善加算   

 

◎厚生労働大臣が定める基準（下記要件）に適合する事業所が算定できる。 

 要    件 加算Ⅰ 加算Ⅱ 

１ 

介護福祉士の配置等要件 

サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定

していること 
１
～
６
の
全
て
に
適
合 

２
～
６
の
全
て
に
適
合 

２ 

現行加算要件 

介護職員処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定

していること 

３ 加算算定額に相当する賃金改善の実施 

４ 介護職員の処遇改善実績の隠岐広域連合長への報告 

５ 
労働基準法等に基づく罰金以上の刑に処せられていな

い（算定月の１２月間） 

６ 労働保険料の適正な納付 

７ 

見える化要件 

ホームページの掲載等により、特定加算に基づく取組

について公表していること 

※令和２年度から算定要件 

適
合 

適
合 

８ 

職場環境等要件 

平成 20 年 10 月から上記３の届出までに実施した介護

職員の処遇改善内容（賃金改善以外を、「資質の向上」、

「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごと

に１以上実施）について全介護職員への周知 

適
合 

適
合 

 

★介護職員等特定処遇改善加算は、「新しい経済政策パッケージ」において、経験・技能のあ

る職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるとされたことから、2019

年度の介護報酬改定において、創設がなされたものです。 

関連通知 

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（平成 31年４月 12日老発 0412 第８号 厚生労働省老健局長通知） 

★介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する

届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の他に、毎年度、「介護職員等特定処

遇改善計画書」と「介護職員等特定処遇改善実績報告書」の提出が必要である。（手続き・

様式等については隠岐広域連合ホームページを参考とすること） 

★介護職員等特定処遇改善計画書等の全ての介護職員への周知、賃金改善の実施を適切に行

うこと。 

★やむを得ず元々の賃金水準を引き下げる場合には、介護職員に周知し「特別な事情に係る

届出書」を提出すること。（状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金

水準を引き下げ前の水準に戻すこと。） 

  

介護職員等特定処遇改善加算[要届出] 
(Ⅰ) ＋所定単位数×31／1000 

(Ⅱ) ＋所定単位数×23／1000 
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各年度の手続き 

 

１ 介護職員処遇改善計画書の提出（毎年度必要） 

  ［提出期限］算定しようとする月の前々月の末日（前年度から引き続き算定する場合は２月末日） 

        ※加算届〔★〕は、算定しようとする月の前月の 15日 

         (加算区分が前年度と変わらなければ、加算届は毎年度提出する必要は無い) 

提出書類 

前年度から引き続き算定 新規に算定 

１事業所のみ 

複数の事業所を

法人でまとめて

届け出る場合 

１事業所のみ 

複数の事業所を

法人でまとめて

届け出る場合 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[★] ●⑴ ●⑴ ○ ○ 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[★] ●⑴ ●⑴ ○ ○ 

介護職員等特定処遇改善計画書 ○ ○ ○ ○ 

介護職員等特定処遇改善計画書（事業所等一覧表）   ○  ○ 

介護職員等特定処遇改善計画書（都道府県内一覧表）   ●⑵  ●⑵ 

介護職員等特定処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）  ●⑵  ●⑵ 

特別な事情に係る届出書 △⑶ △⑶ △⑶ △⑶ 

※○印…提出が必要 ●印…次の(1)(2)の場合は提出が必要 △印…次の(3)の場合のみ提出が必要 

⑴ 前回提出時と変更がある場合 

⑵ 隠岐広域連合の圏域を超えて所在する事業所を有する場合 

⑶ 介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く）を引き下げた上で賃金改善を行う場合 

 

２ 届け出に変更があった場合 

  ［提出期限］変更事由の発生後、速やかに届出 

        ※加算届〔★〕は、算定しようとする月の前月の 15日 

         (加算区分が変わらなければ、加算届を毎年度提出する必要は無い) 

提出書類 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
収集合併・新
設合併等によ
る計画の作成
単位の変更 

複数の事業所
を法人でまと
めて届け出て
いる場合で、
事業所の増減 

就業規則・給
与規定等の是
正（介護職員
の処遇改善に
関する内容に
限る） 

キ ャ リ
ア パ ス
要 件 等
の 変 更
（ 加 算
区分） 

加算の
取り下
げ 

元々の
賃金水
準を引
き下げ
る 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[★]  ○  ○ ○  

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[★]  ○  ○ ○  

就業規則(写し)・給与規定(写し)・   ○    

介護職員等特定処遇改善計画書    ○  ○ 

介護職員等特定処遇改善計画書（事業所等一覧

表） 
○ ○ 

 
 ●⑵  

介護職員等特定処遇改善計画書（都道府県内一

覧表） 
●⑴ ●⑴ 

 
 ●⑴  

介護職員等特定処遇改善計画書（都道府県状況一

覧表） 
●⑴ ●⑴ 

 
 ●⑴  

特別な事情に係る届出書      ● 

介護職員等特定処遇改善加算対象事業者変更届 ○ ○ ○ ○ ●⑵ ● 

※○印…提出が必要 ●印…次の(1)(2)の場合は提出が必要  

⑴ 前回提出時と変更がある場合 

⑵ 複数の事業所を法人でまとめて届出している場合で、一部の事業所の加算を取り下げる場合 

 

３ 介護職員処遇改善実績報告書の提出（毎年度必要） 

  ［提出期限］算定期間が３月で終了する事業所は、７月末日 

        算定期間が２月以前で終了する事業所は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 

提出書類 １事業所のみ 
複数の事業所を法人で 
まとめて届け出る場合 

介護職員等特定処遇改善実績報告書 ○ ○ 

介護職員等特定処遇改善実績報告書（事業所等一覧表）  ○ 

介護職員等特定処遇改善実績報告書（都道府県内一覧表）  ● 

介護職員等特定処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）   ● 

※○印…提出が必要 

 ●印…隠岐広域連合の圏域を超えて所在する事業所を有する場合 
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〔認知症対応型共同生活介護〕介護予防認知症対応型共同生活介護も同様 

算定基準告示 …Ｈ18厚生省告示 

カ 介護職員等特定処遇改善加算 

 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症

対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

  ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の31に相当

する単位数 

  ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の23に相当

する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準[H27告示第95号・六十の二] 

第48号の２の規定を準用する。 

※四十八の二 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金

改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関す

る計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

(一) 経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以

上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。ただし、介護職員等特定処

遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である

場合はこの限りでないこと。 

(二) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金

改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金

改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。 

(三) 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。ただし、

介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃

金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

(四) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関する計画、当該計

画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪

化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準

(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長

に届け出ること。 

⑷ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職

員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

⑸ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イのいずれかを

算定していること。 

⑹ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいず

れかを算定していること。 

⑺ 平成20年10月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善の内容(賃金

改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要した費用を全

ての職員に周知していること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してい

ること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

留意事項通知 …H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の６ 

(19) 介護職員等特定処遇改善加算について 

 ２の(18)を準用する。 

 

※H18老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号第２の２(18) 

 介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等特定処遇改善加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】 介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士がいなければ取得できないの

か。 

（答）  介護職員等特定処遇改善加算については、 

・ 現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得していること 

・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見え

る化を行っていること 

    を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士がいない場合であっても

取得可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問２】 職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施し

ている取組とは別の取組を実施する必要があるのか。 

（答） ・ 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が

行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的

には、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組

を行うことが必要である。 

・ これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要

件を満たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて

新たな取組を行うことまでを求めているものではない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 

（答） 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 

・ 介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 

・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 

   を公表することも可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問４】 経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の

資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定でき

ることとされているが、どのように考えるのか。 

（答）  「勤続10年の考え方」については、 

     ・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経

験等も通算する 

・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上

の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする 

    など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問５】 経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。

その場合、月額８万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均

賃金（440万円）以上となる者を設定・確保することは必要か。 

（答） ・ 経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、各事

業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その

基準設定の考え方について記載することとしている。 

・ 今回、公費1000億円程度（事業費2000億円程度）を投じ、経験・技能のある介護職員に重

点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うという介護職員等特定処遇改善加算

の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能のある介護

職員」のグループとして設定し、その中で月額８万円の賃金改善となる者等を設定するこ

とが基本となる。 

・ ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、

研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らか

な差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」

のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載

する必要がある。 

・ どのような経験・技能があれば「経験・技能のある介護職員」のグループに該当するかに

ついては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問６】 月額８万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含

めて計算することは可能か。 

（答）  月額８万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよる賃金改

善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断するこ

とが必要である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問７】 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上かを判断するにあたっ

ての賃金に含める範囲はどこまでか。 

（答）  「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額８万円の処遇改善」又

は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上」の処遇改善となる者

に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額８

万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440

万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問８】 2019年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の

賃金が、役職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上かを判断するにあたり、考慮される点

はあるのか。 

（答）  処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、介護職員等特定処遇改善

加算が 10月施行であることを踏まえ、2019年度の算定に当たっては、６月間又はそれ以下の

期間の介護職員等特定処遇改善加算を加えても年収440万円以上を満たすことが困難な場合、

12月間加算を算定していれば年収440万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件

を満たすものとして差し支えない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問９】 その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。 

（答）  その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法

定福利費等は含めない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問10】 その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。 

（答）  その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算

方法で計算し賃金額を判断することが必要である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問11】 小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を

求める例として、８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職

やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の

蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想

定しているのか。 

（答） ・ 実際に月額８万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所

内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する

可能性があるが、規程の整備等については適切にご対応いただきたい。 

・ 当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」

を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問12】 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どの

ような例外を想定しているのか。 

（答）  各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員

及び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他

の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における

配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問13】 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。 

（答）  賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行

うにあたり職員の範囲に含めることとなる。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問14】 実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにし

ておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。 

（答）  ・ 今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所の事務負担・文書

量の大幅な削減が強く求められている。 

・ 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求めることは差し支え

ないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方については、処遇改善計画書及び実績

報告書において記載を求めており、また職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一

方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、

更に詳細な積算資料（各職員の賃金額や改善額のリスト等）の事前提出を一律に求めるこ

とは想定していない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問15】 介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単

位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。 

（答）  ・ 法人単位での取扱いについては、 

・ 月額８万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃

金（440万円）以上となる者を設定・確保 

・ 経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定が可能である。 

     ・ また、法人単位で月額８万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一

人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中

に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を

説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。 

     ・ なお、取得区分が（Ⅰ）、（Ⅱ）と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算

の取得事業所間においては、一括の申請が可能である（未取得事業所や処遇改善加算の非

対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認められ

ない。）。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問１】 介護福祉士の配置等要件（サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している

こととする要件。以下同じ。）について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に

関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、

３ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算（介護職員等特定処

遇改善加算をいう。以下同じ。）の算定はいつからできなくなるのか。 

（答）  ・ 特定加算（Ⅰ）の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要があるとこ

ろ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、

「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居

継続支援加算等を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるもので

はなく、当該状況が常態化し、３か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこと

としている。 

     ・ このような変更の届出を行った場合、４か月目より加算の算定できなくなるため、各

事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努められたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問２】 問１のような特定加算の区分の変更の届出に関する３か月間の経過措置について、訪問介

護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。 

（答）  ・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算については、喀痰吸引を必要とする利用

者の割合に関する要件等を満たせないことにより算定できない状況となった場合に、３

か月間の経過措置を設けているものである。 

     ・ 訪問介護については、特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定により介護福祉士の配置

等要件を満たすことができることとしている。このため、喀痰吸引を必要とする利用者

の割合についての要件等を満たせず特定事業所加算（Ⅰ）が算定できなくなったとして

も、特定事業所加算（Ⅱ）を算定し、特定加算（Ⅰ）を算定することが可能であるため、

３ヶ月の経過措置の対象とはならない。なお、特定事業所加算（Ⅱ）を算定できない場合

は、特定加算（Ⅱ）を算定することとなるため、変更の届出が必要である。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問３】 特定加算（Ⅰ）について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなけ

れば算定できないのか。 

（答）  原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉

士の配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定してい

ないものの、特定加算（Ⅰ）の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進

め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが

可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問４】 介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事

業所加算がないところ、特定加算（Ⅰ）を算定するにはどうすれば良いか。 

（答）  「地域支援事業実施要綱」（一部改正：平成31年４月26日付老発0426第５号）において、「対

象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定し

ていることを要件とする」こととしており、当該要綱に基づいて対応されたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問５】 事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動し

ている場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良

いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。 

（答）  介護プロフェッショナルキャリア段位制度については、現在、一般社団法人シルバーサー

ビス振興会が介護事業所や施設等に勤務する介護職員の実践的な職業能力を評価、認定する

という仕組みとして実施しているもの。そのため、この取組を行っている場合、現行加算のキ 

ャリアパス要件（Ⅱ）を満たし、また職場環境等要件の「資質の向上」の項目の一つである

「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」の取組を行っているものとして取り

扱う。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問６】 見える化要件（特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表するこ

とを求める要件。以下同じ。）について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とある

が、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。 

（答）  当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善

に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件とし

ては求めず、2020年度からの要件としている。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問７】 情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要

件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。 

（答）  ・ 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等

により公表していることを求めている。 

・ 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、こ

の制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要であ

る。その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近

など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問８】 特定加算（Ⅱ）の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この

場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。 

（答）  ・ 介護福祉士の配置等要件は特定加算（Ⅰ）の算定要件である一方で、経験・技能のある

介護職員のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているもので

ある。このため、特定加算（Ⅱ）を算定する場合であっても、経験・技能のある介護職員

のグル ープの設定が必要である。 

・ なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいない場合

の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.１）問５を参照されたい。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問９】 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成31年４月12日）問６に「月額８万円

の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分け

て判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金（440万円）以上か」

を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは

可能か。 

（答）  経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額平均８万円以上又は賃金改善後の賃

金が年額440万円以上となる者（以下このQ&Aにおいて「月額８万円の改善又は年収440万円と

なる者」という。）を設定することを求めている。この年収440万円を判断するに当たっては、

現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問10】 経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額８万円の改善又は年収440万円となる

者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでな

い」とは、具体的にどのような趣旨か。 

（答）  ・ 今回の特定加算については、公費1000億円（事業費2000億円程度）を投じ、リーダー級

の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準（＝440万円）を目指し、介護職員の更な

る処遇改善を行うものである。 

・ 特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に

賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の

対象となるかに関わらず、新たに月額８万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定し

なくても、特定加算の算定が可能である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問11】 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の

平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。 

（答）  ・ 今回の特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護

職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この

具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善額については、その他の職種の平

均賃金改善額の２倍以上となることを求めている。 

・ ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合にお

いては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）まで

の改善を可能とするものである。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問12】 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であ

っても、月額８万円の改善又は年収440万円となる者を２人設定する必要があるのか。また、

その場合の配分ルール（グループ間の平均賃金改善額 2：1：0.5）はどのような取扱いとなる

のか。 

（答）  ・ 事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行

っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単

位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、 

 月額８万円の改善又は年収440万円となる者を１人以上設定すること 

 配分ルールを適用すること 

 により、特定加算の算定が可能である。 

・ なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス（通所リハビリテーションと予防通所

リハビリテーションなど）、特別養護老人ホームと併設されている短期入所生活介護、介

護老人保健施設と短期入所療養介護等についても、同様に判断されたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問13】 本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その

他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。 

（答）  特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、そ

の他の職種に含めることができる。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問14】 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある

介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 

（答）  ・ 事業所毎に、「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、

介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員

全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められる場合には、「経験・技能のある

介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。 

・ この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護

職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の４倍以上であることが

必要である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問15】 特定加算によって得られた加算額を配分ルール（グループ間の平均賃金改善額が2：1：0.5）

を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。 

（答）  ・ 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行

うことは可能である。 

・ この場合においては、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしているこ

とを確認するため、実績報告書における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額

等においては、特定加算による賃金改善額を記載のうえ、持ち出しにより更なる賃金改善

を行 った旨付記すること（改善金額の記載までは不要）。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問16】 看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職

員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。 

（答）  勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、

「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をど

のグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事

業所内でよく検討し、対応されたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問17】 介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールに

おける年収はどのように計算するのか。 

（答）  どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判

断して差し支えない。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問18】 その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。 

（答）  その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「０（ゼロ）」等と記載す

る等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問19】 「役職者を除く全産業平均賃金（440万円）」とはどのような意味か。440万円を判断するに

あたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。 

（答）  ・ 特定加算の趣旨は、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指

すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440 

万円の基準を定めているもの。 

・ 年額440万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかで

はなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある介護職員の基準に該当するか否かで判

断されたい。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問20】 本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所

の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金

改善を行いたいと考えた場合、４～10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。（例：

10月から月２万円の賃金改善を行うのではなく、４月から月１万円の賃金改善を行う場合） 

（答）  ・ 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの

時期が、年に１回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルール

を満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。 

・ こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、介

護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない。 

・ なお、当該取扱いを行う場合にあっても介護職員の賃金低下につながらないようすると

ともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要である。 
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〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問１】 2019年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成31年４月12日）問15で、法人単位で

の取扱いについて触れられているが、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書の提出

等はどのような取扱いとなるのか。 

（答）  ・ 法人単位で配分ルールを設定し処遇改善を行う場合であっても、「介護職員等特定処遇

改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（平成31

年４月12日老発0412第８号厚生労働省老健局長通知）」（４）の複数の介護サービス事業所

等を有する介護サービス事業所等の特例に基づき、指定権者毎に申請が必要である。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問２】 介護職員等特定処遇改善加算を取得するため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認

を要するため、令和元年度について、その承認が提出期限の８月末までに間に合わない場合、

介護職員等特定処遇改善加算は算定できないのか。 

（答）  ・ 計画書に添付する就業規則等について、令和元年度については、８月末時点の提出期限

までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよ

い。ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したものを本年12月13日までに指定権者

に提出すること。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問３】 今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、介護職員等

特定処遇改善計画書の賃金の総額欄の記載はどのようにすればいいか。 

（答）  ・ 計画書については、年度毎に提出するものであることから、年度単位で記載することが

必要であるが、2019年10月から算定する場合においては、前年度の賃金の総額欄について

は、前年度の賃金の６月分を記載することを想定している。 

〔2019年度改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.3)〕 

【問４】 今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、賃金改善実

施期間の設定については、10月から３月までの期間にしなければならないのか。 

（答）  ・ 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について（平成31年４月12日老発0412第８号厚生労働省老健局長通知）」の様式

例の「⑩賃金改善実施期間」の欄に記載のとおり、原則10月～翌年３月を想定してい

るが、以下の条件を満たす場合は、事業者が任意に選択することも可能である。 

① 月数は加算算定月数と同じでなければならない。 

② 当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介

護職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならな

い。 

③各年度において重複してはならない。 

 

 


